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研究概要 


【研究要旨】 


これまで正規労働者を主流とする社会を前提として整備されてきた年金制度は、近年の


雇用環境の変化への対応が迫られており、その一つの選択肢としてこれまで未適用であっ


た非正規労働者への適用拡大が挙げられよう。このような認識のもと、本報告書では就業


形態の多様化の現状整理、要因分析、今後の方向性の考察を実施し、制度の一元化など就


業形態多様化を包含する年金制度のあり方を検討し、提言を行った。 


１年度目においては、わが国における雇用の流動化、特に非典型労働の増加が年金制度


に与える影響を検証すべくアンケート調査研究を実施し、同時に海外諸国における同様の


状況への年金制度における対応方法やその現状を把握すべく調査研究を行った。２年度目


においては、１年度目の調査結果に基づいて、人口構造や産業構造の変化などに関する先


行研究なども参考に、若年のフリーター・ニート・派遣・請負をターゲットにしたネット


アンケート調査、厚生年金適用拡大の効果測定、雇用に関する高齢者への調査、そして、


わが国年金制度の対応の選択肢、について分析した。 
本研究より得られた結果は次のようになる。まず、年金の未加入・未納の増加による空


洞化は、労働市場の流動化、非典型労働者の増加により強制徴収対象者が減少し、自発的


納付義務者が増加したことによるものであった。空洞化の原因となっている人は、老後の


所得保障は不十分になることから、強制徴収の強化が、長期的には未納者にとっても望ま


しい結果となる。今日の年金の空洞化は、労働市場の変化に社会保険が十分対応できなか


ったためであり、強制徴収の可能な範囲を拡大することが最優先の課題である。また、潜


在的な第２号被保険者への被用者年金の適用を遵守すれば、国民年金の未納・未加入率は


特に若年層で大きな改善効果が期待できること、国民年金では臨時等の完納率が低いこと、


制度に関する知識の普及も納付行動に重要な影響を与えること、などがわかった。 
適用拡大問題の成否は、事業主側の拠出逃れをいかに抑制するかにかかっている。また、


多くの場合、労働供給側の就労調整による負の影響は少ないと考えられるが、在老適用漏


れの防止は重要な課題である。 
結論として、こうした非典型労働者への厚生年金適用拡大の意義については、①就業形
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態の選択に中立的になる、②非典型労働者が厚生年金の適用対象者になることにより、ラ


イフコースが多様化しても一定の年金を保障できる、③非典型労働者の適用拡大は、厚生


年金制度がもつ再分配効果の対象者が拡大することから、老後所得格差の縮小に貢献でき


る、ことを挙げることが出来る。尚、厚生年金の適用拡大に当たっては、労使ともに就業


調整ができない水準、就労形態の選択によって適用逃れができない範囲まで適用拡大を進


めるべきである。但し、特に、短期間では賃金や価格に事業主負担を転嫁できない中小企


業に限定し、激変緩和のための一時的な経過措置は必要であろう。 
現在、厚生年金を従来の被用者年金にとどめるか否か再考の時期にある。厚生年金を、


臨時・パート・アルバイトなどの非正規労働者だけではなく、請負なども含めた経済的従


属関係にある広い意味で非典型労働者も含めた年金制度に位置づけるかどうか、国民年金


のあり方も含めて一層の議論が必要である。 
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Ａ.研究目的 


これまで正規労働者を主流とする社会


を前提として整備されてきた年金制度は、


近年の雇用環境の変化への対応が迫られ


ており、その一つの選択肢としてこれま


で未適用であった非正規労働者への適用


拡大が挙げられよう。このような認識の


もと、就業形態の多様化の現状整理、要


因分析、今後の方向性の考察を実施し、


それらに基づいて、制度の一元化など就


業形態多様化を包含する年金制度のあり


方を検討し、提言する。 


 


Ｂ.研究方法 


１年度目においては、まず就業形態の多


様化（非典型雇用や自営業化など）の実態


を整理し、現行年金制度との摩擦・ミスマ


ッチといった観点で問題点の整理を行い、


課題を摘出した。主な調査事項は下記の通


りである。調査方法としては文献調査、実


地調査及び各国の統計データ等を踏まえた


年金制度の分析が中心であった。 


① わが国における就業形態の多様化の現


状把握 


② 就業形態多様化の現状整理及び労働供


給側、労働需要側から見た要因分析（主


要国について） 


③ 就業形態多様化に対する各国年金制度


の対応の整理（主要国について） 


④ 就業形態多様化と年金制度の摩擦・ミ


スマッチの摘出・整理および対応策の


検討 


2 年度目においては、1年度目の調査結果


に基づいて、人口構造や産業構造の変化な


どに関する先行研究なども参考に、下記の


事項について分析し、提言を行った。 


① 若年のフリーター、ニート、派遣、請


負をターゲットにしたネットアンケー


ト調査 


② 厚生年金適用拡大の効果測定 


③ 雇用に関する高齢者への調査 


④ わが国年金制度の対応の選択肢（一元


化を含む多様な支え手を前提とした視


点から） 


 


なお、上記に関して、定期的な全体研究


会、有識者ヒアリングを開催して進行した。


全体研究会は、２年間で計１８回実施した。 


 
（倫理面への配慮） 


一般の研究における倫理性と同等の配慮


のもと研究を実施した。 


 


Ｃ.研究結果 


2 年に亘る研究から以下のことがわかっ


た。（研究内容ごとに記述） 


① わが国における就業形態の多様化の現


状把握･･･アンケート「年金等の意識調


査」の結果から、以下のことが分かっ


た。 


○ パート・アルバイトの被用者年金及び


被用者医療保険における適用率が極め


て低い。 


○ 国民年金に比べて国民健康保険の方が


職業に関わりなく納付状況がよい。 


○ 本来適用されるべき非典型労働者の被


用者年金への適用状況では、業種によ


る差異が大きい。 


○ 女性のパート労働者による就労調整の


要因としては、社会保険の保険料回避


よりもむしろ「もともと長時間労働を


希望しない」のと所得税回避が挙げら


れる。 


○ パート労働者への厚生年金適用への評







価は、該当層自身による「拡大は望ま


しい」との評価は相対的に低い。 
○ 上記の質問と、実際にパート労働者へ


の厚生年金適用が拡大されたときの対


応の仕方に関する質問への回答には、


「わからない」とするものがかなり多


い。 
② 企業における福利厚生費の増加が雇用


に与える影響に関する分析･･･企業の


社会保険料負担に対する行動に関する


実証的な分析をした結果、企業側が負


担する福利厚生費（社会保険料）は有


意で、しかも、雇用者数に負の影響を


与えるという結果が出た。これは社会


保険料の増加が雇用に帰着しているこ


とを示す結果である。 
③ 就業形態多様化に対する各国年金制度


の対応の整理（主要国について）･･･ 
○ 各国ではその現状に合わせた各種の対


応を行っていることが判明した。特に、


わが国と同様に分立型の社会保険方式


の年金制度を採用しているイタリア


（自営業者への適用拡大という形で準


従属労働者を所得比例年金の強制加入


対象者とした）とドイツ（新しく判断


基準を設け、その基準に該当すれば社


会保険加入義務のある擬似自営業者と


判断される）における工夫は参考にな


ろう。 
○ また、パートタイム労働者への適用に


関心が持たれたスイスでは、その労働


者の賃金に基づく適用基準を大幅に引


き下げることによって適用逃れのよう


な問題は解消したとの貴重な情報を得


ることができ、わが国の（厚生年金保


険の）適用拡大論議に重要な示唆を与


えるものと考えられる。 
④ 若年のフリーター、ニート、派遣、請


負をターゲットにしたネットアンケー


ト調査･･･アンケート「非典型労働者に


対する年金等に関する意識調査」も含


めた、被用者年金の適用状況と厚生年


金の適用拡大に対する行動の分析から


は、 


○ 潜在的な第２号被保険者に対する被用


者年金の適用を遵守することで、国民


年金の未納・未加入率は特に若年層に


おいて大きな改善効果が期待できる。 


○ パート労働者への厚生年金の適用拡大


に対しては、おおむね賛成とする者が


多く、パート・アルバイトの多くが現


在よりも労働時間を増やす、あるいは


変えない、と回答し、新たな就業調整


が発生するという可能性は低い、 


ことがわかった。 


⑤ 雇用に関する高齢者への調査･･･アン


ケート「年金受給者に対する調査」の


結果からは、以下のことが分かった。 


○ 公的年金・賃金収入者の中、厚生年金


等を考慮して 4 割の高年齢就業者が実


際に就労調整をしているが、その中の 4


分の 3 が会社提示のコース選択あるい


は会社による就労調整で、労働者の本


人の意思で就労調整を行っていない者


が大半であった。 


○ 労働者本人の意思で就労調整を行って


いても就労調整の理由で厚生年金保険


料を挙げているのは就労調整者の 4 分


の 1 で、就労調整者の大半は長時間労


働を避けることを理由としていた。 


○ 就労調整している人の 4 割が週労働時


間は 20 時間以上 30 時間未満である一


方、在老非適用でかつ週労働時間 30 時


間以上である者も半分弱（45％）存在


していることから、厚生年金の 20 時間


以上 30 時間未満への適用拡大は、かな
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り有効に非適用者を新たな適用対象者


として捕捉することが期待される。 


⑥ 厚生年金適用拡大の効果測定及びわが


国年金制度の対応の選択肢（一元化を


含む多様な支え手を前提とした視点か


ら）･･･高齢者が年金の支え手となる選


択肢として、在職老齢年金制度の改善、


パートタイム労働者への厚生年金適用、


繰下げ受給、そして 70 歳以上への厚生


年金の適用が考えられるが、シミュレ


ーションを行った結果、 
○ そのうちパートタイム労働者や70歳以


上の者に対する厚生年金適用によって、


相当年金の持続可能性が強固になるこ


と、 
が分かった。 
また、社会保険庁｢国民年金被保険者実態


調査｣のデータを使用した多項ロジット分


析からは、 
○ 本人および世帯の所得が国民年金の納


付状況に与える影響はきわめて限定的


であること、 


○ 国民年金の完納に注目すると、自営業


者、家族従業者といった職業は完納率


が高いが、臨時・パート（アルバイト）


の完納率が低いこと、 


○ 年金に関する知識が完納や免除の利用


を高めていること、 


○ 制度に関する知識の普及も納付行動に


重要な影響を与えること、 


○ 納付行動全般については生命保険料や


個人年金保険料の支払いが高くなると、


完納確率は高まり、必ずしも生命保険


や個人年金保険に頼って一部納付や未


納が発生しているわけではないこと、 


○ 申請免除がどれほど低所得層に利用さ


れているかに関しては、厳しく見積も


っても低所得層の約半分、さらに一部


納付者や未納者の一部は申請免除制度


の適用（捕捉）を受けていないこと、


などが示された。 


 
Ｄ.考察 


アンケート「年金等の意識調査」の結果


として上記Ｃに記述したところからは、下


記のような考察をすることができる。 
○ 医療保険への納付状況がよいことから


は、医療という近視眼的に明確なリス


クが保険加入インセンティブを高める


効果があるという示唆が得られる。 
○ 被用者年金を回避する事業所（業種）


は、賦課方式のもとで他の事業所（業


種）にその負担を転嫁しているだけで


なく、潜在的な未納者を作ることで他


の事業所（業種）に基礎年金拠出金の


負担を転嫁していることになる。 
○ 厚生年金のパート適用については、


2009 年の年金改革で議論されること


になるが、その評価について「わから


ない」とする層がかなり多いため、本


格的な議論が始まるまでに、年金の基


礎知識や、保険料負担をしても老後の


年金額が増加すること、遺族年金の取


り扱いなど、年金のメリットを十分広


報する必要がある。保険料負担ばかり


が取り上げられたり、年金不信が現状


以上に高まったりすれば、こうした層


が「適用回避」に転じる可能性は否定


しえない。 
さらに調査結果を統計分析した結果、未


納となる確率を上げる有意な要因は年金制


度に対する無知と高い時間割引率であるこ


とが判明し、また、既存の研究で指摘され


ていた都市部居住や 25 年加入できない状


況にあることが未納となる確率を上げるこ


とも確認した。 


5 







さらに、 
○ 適用対象のパート労働者をどの程度に


するかという結論は今後に委ねられる


が、適用拡大問題の成否は、事業主側


の拠出逃れをいかに抑制するかという


ことにかかっている、 
○ より短時間のパート等への厚生年金保


険の適用拡大に関する可否については、


大半は賛成であり反対は 1 割ほどにす


ぎない。また、就労調整に関し多くの


場合適用拡大の負の影響はないものと


みられる、 
○ 30時間以上就労している人で発生して


いる在老適用漏れ（60－64 歳で 2 割、


65－69 歳で 1 割存在）を防ぐこともま


た重要な課題であること、 
○ 近年の半額免除制度や多段階免除制度


の導入により、こうした問題がどれほ


ど改善されたかさらに検討する必要が


あること、 
○ 請免除制度の存在は就業形態多様化に


よる年金未納の影響を軽減している可


能性があること、 
といった考察をすることが出来る。 
 


Ｅ.結論 


本研究は、非典型労働者への厚生年金適


用拡大の意義を以下のようにまとめる。 


１）就業形態の選択に中立的になる。非典


型労働者のみに適用される新しい加入


制度や適用拡大の除外を設けることは


雇用形態に非中立な影響を与えるあら


たな制度を作ることになるため避ける


べきである。 


２）非典型労働者が厚生年金の適用対象者


になることにより、ライフコースが多


様化しても一定の年金を保障できる。 


３）非典型労働者の適用拡大は、厚生年金


制度がもつ再分配効果の対象者が拡大


することから、老後所得格差の縮小に


貢献できる。 


４）高齢者や非正規労働者の労働力率の上


昇とともに彼らに対する厚生年金の適


用拡大が行われてはじめて年金財政は


安定化する。 


 


このように、就業形態の多様化に対応す


るための厚生年金適用拡大は多くの点で有


効かつ適切である。厚生年金の適用拡大に


当たっては、労使ともに就業調整ができな


い水準、就労形態の選択によって適用逃れ


ができない範囲まで適用拡大を進めるべき


であり、部分的に適用拡大を残すことは、


新たな雇用のゆがみをもたらすことになる。


適用拡大への最大の障害は、事業主負担で


ある。特に、短期間では賃金や価格に事業


主負担を転嫁できない中小企業に限定し、


激変緩和のための一時的な経過措置は必要


であろう。 


最後に、厚生年金を従来の被用者年金に


とどめるか否か再考の時期にある。増加す


る非典型労働者の保護については、すでに


労働法では「労働者性」として、最近の ILO


勧告でも「雇用関係」として再定義しつつ


ある。厚生年金を、臨時・パート・アルバ


イトなどの非正規労働者だけではなく、請


負なども含めた経済的従属関係にある広い


意味で非典型労働者も含めた年金制度に位


置づけるかどうか、国民年金のあり方も含


めて一層の議論が必要である。 


 


Ｆ.健康危険情報 


特になし 


 


Ｇ.研究発表 


（財）年金シニアプラン総合研究機構「年
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 以下本報告書では 2005 年度、2006 年度の研究成果とインプリケーションについて順に


述べるが、この一連の研究は連続したものであり、2006 年度の研究成果にて一応の結論を


提示することが出来たものと考える。 


 


１．2005 年度の研究成果 


 


（１） わが国における就業形態の多様化の現状把握 


 非典型労働とは、パート・アルバイト（短時間非正規労働者）、派遣労働、有期契約労働、


製造業などの業務を一部請け負う請負企業における業務派遣、企業から業務を請け負って


業務請負の自営業者として働く形態等を指す。非典型労働者の増加は日本でも著しく、就 


業構造基本調査によると、1992 年から 2002 年までの間に正社員が 358 万人減少し、非典


型労働者が 487 万人増加している。 


最も数の多いパート労働者については、2001 年の「パートタイム労働者総合実態調査」


によると、「パート等労働者」は約 1,118 万人、うち「パート」は約 949 万人、「その他」


は約 169 万人となっている。全労働者に占める「パート等労働者」の割合は 26.1％、うち


「パート」22.1％、「その他」3.9％となっている。このほか価格競争の激化、商品サイク


ルの短縮化、生産調整弁として特に製造業で派遣労働者、業務請負が拡大している。派遣


労働者は平成 15 年労働者派遣事業報告書によると約 236 万人（常用換算派遣労働者数約


74 万人）である。このほか、業務請負企業に登録しているいわゆる請負労働者の数は明確


な数字が無いが 124 万人に達しているという推計もある。さらには、実際には業務発注企


業との間に事実上の指揮命令関係、雇用関係があるにもかかわらず、企業側が厚生年金の


保険料を逃れるために形式的に業務請負契約を結ぶという偽装自営業者の問題も発生して


いる。 
（２） 就業形態多様化の現状整理及び労働供給側、労働需要側から見た要因分析（主


要国について） 


まず、就業形態の多様化が、年金の適用状況や厚生年金の適用拡大にもたらす影響につ


いてみると、現行の社会保険の加入規定はきわめて曖昧なものが多く、そのすき間をかい


くぐるように、被用者保険の適用から逃れるケースが多い。また、本来厳密に適用しなけ


ればならない事業所ですら、適用をしていないケースがみられる。被用者保険の厳密な適


用、罰則の一層の強化が必要であろう。また、正規の従業者であっても、国民年金加入者


の未納率は、他の就業形態の者より高い傾向にある。現行の「自主納付」を改め、国民年


金加入者からの強制徴収の新たな手法を再検討する必要がある。パート労働者への厚生年


金の適用拡大は概ね賛成が多いものの、新たな保険料負担の回避行動をどう抑制するかが


今後の課題となる。 


就業形態の多様化の流れは、今後も変わらないであろう。法整備のすき間を縫うような


就業形態は、結局は労働者の所得保障の不安定化につながる。2009 年年金改革に向け、一


元化論議も含めた非典型労働者の取り扱いの議論を活発化させなければならない。 
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２番目に、本研究プロジェクトで行ったアンケートにおいて把握した「公的年金、医療


保険に任意加入する意向があるか否か」という回答に影響を与える要素を分析した。この


結果、年金については、自分の寿命が長いと予想している人ほど任意加入意欲が高い。一


方、年金、医療ともに時間割引率が高い人ほど、時間割引率が双曲線の形をしている人ほ


ど、任意加入しないということを確認できた。高い割引率や双曲的な割引率といった近視


眼性は、現在の消費を過大に評価し、将来の消費を軽視する。この結果、老後のための貯


蓄は不十分になり、将来、生活保護の受給対象者になる可能性もある。このように個人の


選択に誤りがあり、外部不経済をもたらす可能性が高ければ、公的年金加入を一種の「価


値財」として強制的に消費者に購入を義務づけること、すなわち強制徴収の強化が必要に


なる。かつてのように正社員が中心の労働市場においては、保険料は給与天引きによって


強制的な加入・徴収が維持できたが、非典型労働者の増加によって強制徴収の範囲は縮小


している。本研究から、未納者・未加入者の自発的な保険料納付は期待できず、非典型労


働者の増加はそのまま未納化・未加入化を意味する。年金、医療保険といった社会保険制


度にとって労働市場の変化に対応するためには、強制徴収の可能な範囲を拡大することが


最優先の課題である。 


３番目に、就業形態多様化の傾向把握と国民年金未納の要因分析を行った。就業形態の


多様化を非常雇（有期雇用契約者）割合の上昇及び非正規（勤め先での呼称が正規の職員・


従業員以外）割合の上昇として捉えると、過去 20 年間の中で直近 5年間に急速に多様化が


進んだことが確認された。特に男性 25－35 歳層でそれは著しかった。また常雇の中の非正


規割合も直近 5年間で急速に高まりつつあることが分かった。こうした非典型雇用割合上


昇の背後には、非典型雇用にたいする雇用保護規制の近年の緩和がある。しかしながら、


独自データに基づく国民年金未納の要因分析によれば、非典型雇用が有意に未納確率を上


げることは確認できなかった。むしろ未納確率を上げる有意な要因は、年金制度に対する


不安や年金給付額の将来的な悪化予想、及び主観的な時間割引率の高さであった。ただし、


アンケート調査で把握された非典型労働者のサンプル数が少なかったという問題はあり、


データを補完できる機会があれば、また違った結果が出る可能性はあろう。 


また、既存の研究で指摘されていた都市部居住や 25 年加入できない状況にあることが未


納確率を上げることも確認した。ただし、既存の研究とは異なり、流動性制約にかんして


は有意な結果は得られなかった。また、国民年金を任意加入とした場合、自分の平均寿命


が長いと考える傾向の強い者が加入するので、もしこの予想寿命が正しいのであれば任意


加入の年金保険では逆選択が発生し、また正しくない場合には任意加入の年金保険の過剰


消費・過少消費の可能性がある。 


４番目に、年金をはじめとする社会保険料の企業側の負担増加が、労働者の雇用にどの


程度影響を与えているのかということについても分析を行った。分析には財団法人日本経


済研究所が提供している｢企業財務データバンク｣が使われており、主に１部上場企業と 2


部上場企業を分析の対象にしている。社会保険料負担の労働者帰着に関するマイクロデー


タを利用した既存の研究としては Gruber(1997)と Anderson and Meyer(2000),そして


Komamura and Yamada(2004)などの研究が挙げられるものの、使用データと分析方法によっ
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て異なる結果を示している。 


1984～1999 年と 1984～2003 年における日本の上場企業の財務諸表をパネル化し、実証


分析を行った。分析の結果、企業側が負担する福利厚生費（社会保険料）は有意で、しか


も、雇用者数に負の影響を与えるという結果が出た。これは社会保険料の増加が雇用に帰


着していることを示す結果である。 


本研究は今までの研究とは異なって、1984 年から 2003 年までの日本における上場企業


の財務諸表をパネル化して社会保険料の企業側の負担増加が雇用者数に与える影響を分析


した点で大きな意義を持つと思われる。 


今後の課題としては、関連データを揃えて社会保険料の賃金への帰着関係を分析するこ


とと分析期間をより多様化し雇用と賃金への帰着関係を分析すること、そして、資本や負


債、当期純利益など企業の財務状況に直接的に影響を与えると判断される項目を追加して


分析を行うことなどが挙げられる。 


（３） 就業形態多様化に対する各国年金制度の対応の整理（主要国について） 


 先進国に共通して、サービス産業の拡大、低い経済成長のなかでの 1)人件費抑制のため


の正規労働者数の抑制、2)事業主による社会保険料の回避、3)雇用規制の回避のために、


企業は正規雇用者を削減し、短時間労働者、有期労働者、派遣労働者、請負業務を担う自


営業者といった新しい働き方をする非典型労働者が増加している。また人々の働き方も多


様化しており、従来のような生涯にわたる連続的な働き方から、教育から就職への不連続


性、家族ケアのための離職、部分的な退職といったように不連続なものとなっている。 
このような就業の中断はその後のキャリア、そして年金にマイナスの影響を与える


が、特に育児や介護によってキャリアが中断する可能性が高い女性にとっては不利に


なる。こうした問題に対応するために各国とも Credits for unpaid periods といった


年金上の配慮が、育児期間、疾病・障害期間、リハビリ期間、（障害者や高齢者の）介


護期間、軍務期間に対して組み込まれるようになっている。 


一方、もうひとつの働き方の変化は、非典型労働者の増加である。例えば、EU にお


ける 90 年代の雇用増加の多くがパートタイマー、有期労働者の増加によるものであり、


EU 25 カ国平均でパートタイム労働者の割合は 10.9％（男性 4.5％，女性 17.2％）、有


期限労働者の割合は 13.7％（男性 13.2％，女性 14.4％）となっている。また、自営


業的な働き方も増加している。各国によって違いは大きいものの、EU では労働者の


17％が自営業者に分類され、自営業者も雇用保険や失業保障の対象となるかが議論さ


れている。こうしたパートタイマー、有期労働者、自営業者は、最低労働時間や所得、


雇用期間などの条件を満たさないために、公的保険や職域保険によってカバーされな


い場合が多い。逆にこうした社会保険の適用条件を利用し、企業はその適用条件未満


に労働者の就業を抑えようとする場合もあり、契約上は自営業による業務の請負とい


う形をとりながら、実際は正社員同様に企業の組織に組み込まれて従属的に働くよう


な働き方、いわゆる擬似的自営業者（Pseudo Self-Employed）なども増えている。 


日本同様に分立型の社会保険方式の年金制度を採用しているイタリアとドイツは、こ


うした非典型労働者の増加に対応する工夫を進めている。 
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（４） 就業形態多様化と年金制度の摩擦・ミスマッチの摘出・整理および対応策の検


討 


労働市場の流動化、非典型労働者の増加に年金制度を含む社会保障制度が対応しなけれ


ばならないのは先進諸国では共通した課題である。年金制度が労働市場の変化に対応でき


なければ、年金の空洞化が進むのみならず、制度の違いが就業選択や企業の労働需要に歪


みをもたらす可能性が高い。この一方で、女性や若年者の就業の不連続化にも年金制度は


対応する必要がある。最近の年金改革は、各国とも負担と給付の対応関係を強化するもの


であるが、就業の不連続化によって拠出額、拠出期間がともに縮小化して将来の年金が不


十分になる可能性もあり、これに対する対応も不可欠である。このほか、高齢者就業の促


進の結果、年金を受給しながら様々な働き方をする高齢者も増加傾向にあり、高齢者の就


業意欲を高める年金政策も検討する必要がある。 


 


２．2006 年度の研究成果 


 


（１） 若年のフリーター、ニート、派遣、請負をターゲットにしたネットアンケート


調査 


非典型労働者の公的年金加入状況、特に被用者年金の適用状況と厚生年金の適用拡大に


対する行動について分析を行った。現在、非典型労働者に対する被用者保険の適用は厳密


には行われてはいない。こうした適用外になった者のなかには、そのまま国民年金の未納・


未加入に陥る者も少なくない。こうした潜在的な第２号被保険者に対する被用者年金の適


用を遵守することで、国民年金の未納・未加入率は特に若年層において大きな改善効果が


期待できる。 
パート労働者への厚生年金の適用拡大に対しては、おおむね賛成とする者が多く、パー


ト・アルバイトの多くが現在よりも労働時間を増やす、あるいは変えない、と回答し、新


たな就業調整が発生するという可能性は低い。適用対象のパート労働者をどの程度にする


かという結論は今後に委ねられるが、適用拡大問題の成否は、事業主側の拠出逃れをいか


に抑制するかということにかかっているだろう。 


（２） 雇用に関する高齢者への調査 


在職老齢年金制度の適用回避行動も今後クローズアップされてくるという問題意識の下、


独自実施した「年金受給者調査」を用い、高年齢就業者における意図的な在職老齢年金か


らの適用回避行動の広がり、在職老齢年金制度適用の適正性、パート等への厚生年金適用


拡大に対する高年齢就業者の就労調整の可能性という 3 つの視点から分析した。調査によ


れば、公的年金・賃金収入者の中、厚生年金等を考慮して 4 割の高年齢就業者が実際に就


労調整をしているが、その中の 4 分の 3 が会社提示のコース選択あるいは会社による就労


調整で、労働者の本人の意思で就労調整を行っていない者が大半である。労働者本人の意


思で就労調整を行っていても就労調整の理由で厚生年金保険料を挙げているのは就労調整


者の 4 分の 1 で、就労調整者の大半は長時間労働を避けることを理由としている。 
さらに就労調整している人の 4 割が週労働時間は 20 時間以上 30 時間未満である一方、
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在老非適用でかつ週労働時間 30 時間以上である者も半分弱（45％）存在していることか


ら、厚生年金の 20 時間以上 30 時間未満への適用拡大は、かなり有効に非適用者を新たな


適用対象者として捕捉することが期待される。しかし、それ以前に 30 時間以上就労して


いる人で発生している在老適用漏れ（60－64 歳で 2 割、65－69 歳で 1 割存在）を防ぐこ


ともまた重要な課題といえる。 
より短時間のパート等への厚生年金保険の適用拡大に関する可否については、大半は賛


成であり反対は 1 割ほどにすぎない。また、就労調整に関し多くの場合適用拡大の負の影


響はないものとみられる。 
（３） 厚生年金適用拡大の効果測定 


高齢者の就業についての現状を確認した上で、年金制度として今後考えられる幾つかの


選択肢を提示し、さらにそれらの選択肢が実現した場合に年金の持続可能性に与える影響


について、大胆な仮定の下にシミュレーションによる検討を試みた。 
本調査研究の一環として行った『厚生年金受給者に対するアンケート調査』では、年金


を受給しながら現在でも職に就いている人の雇用形態は「パート･アルバイト」が 33.3％
と最も多く、政府の統計調査である『高年齢者就業実態調査』や『労働力調査』でも、男


女で 50 歳台から 60 歳台になると有期雇用や短期雇用が大きく増えることが分かった。ま


た就業理由別内訳を見ると、経済的理由だけでなく、高年代になるほど生きがいや社会参


加等を理由に挙げる人が増えていた。 
こうした高齢者の就業状況は、元気な高齢者が積極的に雇用され、かつ年金の支え手と


しても貢献できる可能性を含んでいる。そのための選択肢として、在職老齢年金制度の改


善、パートタイム労働者への厚生年金適用、繰下げ受給、そして 70 歳以上への厚生年金


の適用が考えられる。大胆な仮定の下、シミュレーションを行った結果、そのうちパート


タイム労働者や 70 歳以上の者に対する厚生年金適用によって、相当年金の持続可能性が


強固になることが分かった。 
（４） わが国年金制度の対応の選択肢（一元化を含む多様な支え手を前提とした視点


から） 


 社会保険庁『国民年金被保険者実態調査（平成 14 年）』を利用し、職業、所得などの経


済状態、年金に関する知識量が国民年金の納付状況にどのような影響を受けるか分析した。


その結果、本人および世帯の所得が国民年金の納付状況に与える影響はきわめて限定的で


あることが確認できた。国民年金の完納に注目すると、自営業者、家族従業者といった職


業は完納率が高いが、臨時・パート（アルバイト）の完納率が低いことが確認できた。こ


の結果は第 2号として適用すべき常用雇用および臨時・パートまでもが第 1号になり未納


要因となってしまっているとの指摘と整合的であるといえる。 


また、年金に関する知識が完納や免除の利用を高めていることも確認できた。制度に関す


る知識の普及も納付行動に重要な影響を与えることも確認できた。 


 同じく社会保険庁『国民年金被保険者実態調査（平成 14 年）』を利用し、申請免除制度


がどれほど低所得層に利用されているのかについて就業形態多様化のコンテキストの中で


検討された。同時に、公的年金制度に対する知識（とくに申請免除制度に関する知識）が


12 







13 


申請免除にどのような影響を与えているかについても明らかにされた。政策的に重要だと


考えられる結果は以下の通りである。 


まず、納付行動全般については生命保険料や個人年金保険料の支払いが高くなると、完


納確率は高まり、必ずしも生命保険や個人年金保険に頼って一部納付や未納が発生してい


るわけではないことが示された。また、未納確率は 35 歳まで下降し続けるが、その後反転


し上昇する。これは 35 歳が 25 年間という受給資格期間の限界年齢であることと関係があ


るものと考えられる。申請免除制度に関する知識に関しては、知っていると未納確率は下


がるが、一部納付確率は上がることが分かった。これは免除制度を知っている場合には申


請免除者となり（未納ではなくなり）、さらに申請免除者の一部は毎年度の継続申請を失念


し一部納付者となるという実態を反映しているものと考えられる。 


申請免除がどれほど低所得層に利用されているかに関しては、厳しく見積もっても低所


得層の約半分、さらに一部納付者や未納者の一部は申請免除制度の適用（捕捉）を受けて


おらず、したがって近年の半額免除制度や多段階免除制度の導入により、こうした問題が


どれほど改善されたかさらに検討する必要があることが示された。一方、第 1号被保険者


でかつ常用雇用、臨時・パートであることは、申請免除制度適用確率を上げる効果を持っ


ているとの結果も得られており、そのため、申請免除制度の存在は就業形態多様化による


年金未納の影響を軽減している可能性があることも示された。 
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研究概要 


 


【研究要旨】 


これまで正規労働者を主流とする社会を前提として整備されてきた年金制度は、近年の雇


用環境の変化への対応が迫られており、その一つの選択肢としてこれまで未適用であった非


正規労働者への適用拡大が挙げられよう。このような認識のもと、就業形態の多様化の現状


整理、要因分析、今後の方向性の考察を実施するのであるが、２年度目においては、１年度


目の調査結果に基づいて、人口構造や産業構造の変化などに関する先行研究なども参考に、


①若年のフリーター、ニート、派遣、請負をターゲットにしたネットアンケート調査、②厚


生年金適用拡大の効果測定、③雇用に関する高齢者への調査、④わが国年金制度の対応の選


択肢、について分析し、以下のような提言を纏めた。 
１）就業形態の選択に中立的になる。非典型労働者のみに適用される新しい加入制度や適用


拡大の除外を設けることは雇用形態に非中立な影響を与えるあらたな制度を作ることに


なるため避けるべきである。 
２）非典型労働者が厚生年金の適用対象者になることにより、ライフコースが多様化しても


一定の年金を保障できる。 
３）非典型労働者の適用拡大は、厚生年金制度がもつ再分配効果の対象者が拡大することか


ら、老後所得格差の縮小に貢献できる。 
４）高齢者や非正規労働者の労働力率の上昇とともに彼らに対する厚生年金の適用拡大が行


われてはじめて年金財政は安定化する。 
最後に、厚生年金を従来の被用者年金にとどめるか否か再考の時期にある。増加する非典


型労働者の保護については、すでに労働法では「労働者性」として、最近の ILO 勧告でも「


雇用関係」として再定義しつつある。厚生年金を、臨時・パート・アルバイトなどの非正規


労働者だけではなく、請負なども含めた経済的従属関係にある広い意味で非典型労働者も含


めた年金制度に位置づけるかどうか、国民年金のあり方も含めて一層の議論が必要である。 
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Ａ.研究目的 


これまで正規労働者を主流とする社会を


前提として整備されてきた年金制度は、近


年の雇用環境の変化への対応が迫られてお


り、その一つの選択肢としてこれまで未適


用であった非正規労働者への適用拡大が挙


げられよう。このような認識のもと、就業


形態の多様化の現状整理、要因分析、今後


の方向性の考察を実施し、それらに基づい


て、制度の一元化など就業形態多様化を包


含する年金制度のあり方を検討し、提言す


る。 


 


Ｂ.研究方法 


１年度目においては、まず就業形態の多


様化（非典型雇用や自営業化など）の実態


を整理し、現行年金制度との摩擦・ミスマ


ッチといった観点で問題点の整理を行い、


課題を摘出する。主な調査事項は下記の通


りである。調査方法としては文献調査、実


地調査及び各国の統計データ等を踏まえた


年金制度の分析が中心となる。 
① わが国における就業形態の多様化の


現状把握 
② 就業形態多様化の現状整理及び労働


供給側、労働需要側から見た要因分


析（主要国について） 
③ 就業形態多様化に対する各国年金制


度の対応の整理（主要国について） 
④就業形態多様化と年金制度の摩擦・ミス


マッチの摘出・整理および対応策の検討 
２年度目においては、１年度目の調査結果


に基づいて、人口構造や産業構造の変化な


どに関する先行研究なども参考に、下記の


事項について分析し、提言を纏めた。 
① 若年のフリーター、ニート、派遣、請


負をターゲットにしたネットアンケー


ト調査 
② 厚生年金適用拡大の効果測定 
③ 雇用に関する高齢者への調査 
④ わが国年金制度の対応の選択肢（一元


化を含む多様な支え手を前提とした視


点から 
 
なお、上記に関して、定期的な全体研究


会、有識者ヒアリングを開催して進行した。


全体研究会は計１０回実施した。 
 
（倫理面への配慮） 


一般の研究における倫理性と同等の配慮


のもと研究を実施した。 


 


Ｃ.研究結果 


アンケート「非典型労働者に対する年金


等に関する意識調査」も含めた、被用者年


金の適用状況と厚生年金の適用拡大に対す


る行動の分析からは、 
○ 潜在的な第２号被保険者に対する被用


者年金の適用を遵守することで、国民


年金の未納・未加入率は特に若年層に


おいて大きな改善効果が期待できる 
○ パート労働者への厚生年金の適用拡大


に対しては、おおむね賛成とする者が


多く、パート・アルバイトの多くが現


在よりも労働時間を増やす、あるいは


変えない、と回答し、新たな就業調整


  







が発生するという可能性は低い 
ということが明らかとなった。 


 
また、アンケート「年金受給者に対する調


査」の結果からは 
○ 公的年金・賃金収入者の中、厚生年金


等を考慮して 4 割の高年齢就業者が実


際に就労調整をしているが、その中の 4
分の 3 が会社提示のコース選択あるい


は会社による就労調整で、労働者の本


人の意思で就労調整を行っていない者


が大半である。 
○ 労働者本人の意思で就労調整を行って


いても就労調整の理由で厚生年金保険


料を挙げているのは就労調整者の 4 分


の 1 で、就労調整者の大半は長時間労


働を避けることを理由としている。 
○ 就労調整している人の 4 割が週労働時


間は 20 時間以上 30 時間未満である一


方、在老非適用でかつ週労働時間 30 時


間以上である者も半分弱（45％）存在


していることから、厚生年金の 20 時間


以上 30 時間未満への適用拡大は、かな


り有効に非適用者を新たな適用対象者


として捕捉することが期待される。 
ということが、示唆された。 
 


次に、高齢者が年金の支えてとなる選択


肢として、在職老齢年金制度の改善、パー


トタイム労働者への厚生年金適用、繰下げ


受給、そして 70 歳以上への厚生年金の適


用が考えられるが、シミュレーションを行


った結果、そのうちパートタイム労働者や


70 歳以上の者に対する厚生年金適用によ


って、相当年金の持続可能性が強固になる


ことが分かった。 
 
更に、社会保険庁｢国民年金被保険者実態


調査｣のデータを使用した多項ロジット分


析からは、 
○ 本人および世帯の所得が国民年金の納


付状況に与える影響はきわめて限定的


であること 
○ 国民年金の完納に注目すると、自営業


者、家族従業者といった職業は完納率


が高いが、臨時・パート（アルバイト）


の完納率が低いこと 
○ 年金に関する知識が完納や免除の利用


を高めていること 
○ 制度に関する知識の普及も納付行動に


重要な影響を与えること 
○ 納付行動全般については生命保険料や


個人年金保険料の支払いが高くなると、


完納確率は高まり、必ずしも生命保険


や個人年金保険に頼って一部納付や未


納が発生しているわけではないこと 
○ 申請免除がどれほど低所得層に利用さ


れているかに関しては、厳しく見積も


っても低所得層の約半分、さらに一部


納付者や未納者の一部は申請免除制度


の適用（捕捉）を受けていない 
などが示された。 
 


Ｄ.考察 


上記 C.研究結果から、 
○ 適用対象のパート労働者をどの程度に


するかという結論は今後に委ねられる


が、適用拡大問題の成否は、事業主側


の拠出逃れをいかに抑制するかという


ことにかかっている 
○ より短時間のパート等への厚生年金保


険の適用拡大に関する可否については、


大半は賛成であり反対は 1 割ほどにす


ぎない。また、就労調整に関し多くの


場合適用拡大の負の影響はないものと


みられる 


  







○ 30時間以上就労している人で発生して


いる在老適用漏れ（60－64 歳で 2 割、


65－69 歳で 1 割存在）を防ぐこともま


た重要な課題であること 
○ 近年の半額免除制度や多段階免除制度


の導入により、こうした問題がどれほ


ど改善されたかさらに検討する必要が


あること 
○ 請免除制度の存在は就業形態多様化に


よる年金未納の影響を軽減している可


能性があること 
といった考察をすることが出来る。 


 


Ｅ.結論 


本研究は、非典型労働者への厚生年金適


用拡大の意義を以下のようにまとめる。 
１）就業形態の選択に中立的になる。非典


型労働者のみに適用される新しい加入


制度や適用拡大の除外を設けることは


雇用形態に非中立な影響を与えるあら


たな制度を作ることになるため避ける


べきである。 
２） 非典型労働者が厚生年金の適用対象


者になることにより、ライフコースが


多様化しても一定の年金を保障できる。 
３） 非典型労働者の適用拡大は、厚生年


金制度がもつ再分配効果の対象者が拡


大することから、老後所得格差の縮小


に貢献できる。 
４） 高齢者や非正規労働者の労働力率の


上昇とともに彼らに対する厚生年金の


適用拡大が行われてはじめて年金財政


は安定化する。 
 
このように、就業形態の多様化に対応す


るための厚生年金適用拡大は多くの点で有


効かつ適切である。厚生年金の適用拡大に


当たっては、労使ともに就業調整ができな


い水準、就労形態の選択によって適用逃れ


ができない範囲まで適用拡大を進めるべき


であり、部分的に適用拡大を残すことは、


新たな雇用のゆがみをもたらすことになる。


適用拡大への最大の障害は、事業主負担で


ある。特に、短期間では賃金や価格に事業


主負担を転嫁できない中小企業に限定し、


激変緩和のための一時的な経過措置は必要


であろう。 
最後に、厚生年金を従来の被用者年金に


とどめるか否か再考の時期にある。増加す


る非典型労働者の保護については、すでに


労働法では「労働者性」として、最近の ILO
勧告でも「雇用関係」として再定義しつつ


ある。厚生年金を、臨時・パート・アルバ


イトなどの非正規労働者だけではなく、請


負なども含めた経済的従属関係にある広い


意味で非典型労働者も含めた年金制度に位


置づけるかどうか、国民年金のあり方も含


めて一層の議論が必要である。 


 


Ｆ.健康危険情報 
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序論 報告書各章の要約 
駒村康平 


I. 多様な働き方と公的年金の対応に関する研究の要約 


本研究では、2 年間にわたり、4 種類の年金加入状況に関する実態調査に基づいて、


非典型労働者の増加、高齢期の就業、ライフコースの多様化に対応するために必要な年


金制度改革について研究を行った。まず本報告書の概要を紹介する。 
 


II. 各章の構成 


第1章 駒村論文 
第 1 章では、2 年間の本研究全般についてまとめた上で、非典型労働者への厚生年金


適用拡大の意義を、１）就業形態の選択の中立性に寄与する、２）ライフコースの多様


化のなかで、一定の老後所得を形成する、３）厚生年金・基礎年金制度がもつ再分配効果


の対象者が拡大する、４）年金財政は安定化に寄与する、とまとめている。 
第2章 丸山論文 


第 2 章では、非典型労働者の公的年金加入状況、特に被用者年金の適用状況と厚生年


金の適用拡大に対する行動について分析を行った。現在、非典型労働者に対する被用者


保険の適用は厳密には行われてはいない。こうした適用外になった者のなかには、その


まま国民年金の未納・未加入に陥る者も少なくない。こうした潜在的な第２号被保険者


に対する被用者年金の適用を遵守することで、国民年金の未納・未加入率は特に若年層


において大きな改善効果が期待できる。 
パート労働者への厚生年金の適用拡大に対しては、おおむね賛成とする者が多く、パ


ート・アルバイトの多くが現在よりも労働時間を増やす、あるいは変えない、と回答し、


新たな就業調整が発生するという可能性は低い。適用対象のパート労働者をどの程度に


するかという結論は今後に委ねられるが、適用拡大問題の成否は、事業主側の拠出逃れ


をいかに抑制するかということにかかっているだろう。 
第3章 山田論文 


第３章では、在職老齢年金制度の適用回避行動も今後クローズアップされてくるとい


う問題意識の下、独自実施した「年金受給者調査」を用い、高年齢就業者における意図


的な在職老齢年金からの適用回避行動の広がり、在職老齢年金制度適用の適正性、パー


ト等への厚生年金適用拡大に対する高年齢就業者の就労調整の可能性という 3 つの視点


から分析した。調査によれば、公的年金・賃金収入者の中、厚生年金等を考慮して 4 割


の高年齢就業者が実際に就労調整をしているが、その中の 4 分の 3 が会社提示のコース


選択あるいは会社による就労調整で、労働者の本人の意思で就労調整を行っていない者
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が大半である。労働者本人の意思で就労調整を行っていても就労調整の理由で厚生年金


保険料を挙げているのは就労調整者の 4 分の 1 で、就労調整者の大半は長時間労働を避


けることを理由としている。 
さらに就労調整している人の4割が週労働時間は20時間以上30時間未満である一方、


在老非適用でかつ週労働時間 30 時間以上である者も半分弱（45％）存在していること


から、厚生年金の 20 時間以上 30 時間未満への適用拡大は、かなり有効に非適用者を新


たな適用対象者として捕捉することが期待される。しかし、それ以前に 30 時間以上就労


している人で発生している在老適用漏れ（60－64 歳で 2 割、65－69 歳で 1 割存在）を


防ぐこともまた重要な課題といえる。 
より短時間のパート等への厚生年金保険の適用拡大に関する可否については、大半は


賛成であり反対は 1 割ほどにすぎない。また、就労調整に関し多くの場合適用拡大の負


の影響はないものとみられる。 
第4章 福山・溝端論文 


第 4 章では、高齢者の就業についての現状を確認した上で、年金制度として今後考え


られる幾つかの選択肢を提示し、さらにそれらの選択肢が実現した場合に年金の持続可


能性に与える影響について、大胆な仮定の下にシミュレーションによる検討を試みた。 
本調査研究の一環として行った『厚生年金受給者に対するアンケート調査』では、年


金を受給しながら現在でも職に就いている人の雇用形態は「パート･アルバイト」が


33.3％と も多く、政府の統計調査である『高年齢者就業実態調査』や『労働力調査』


でも、男女で 50 歳台から 60 歳台になると有期雇用や短期雇用が大きく増えることが分


かった。また就業理由別内訳を見ると、経済的理由だけでなく、高年代になるほど生き


がいや社会参加等を理由に挙げる人が増えていた。 
こうした高齢者の就業状況は、元気な高齢者が積極的に雇用され、かつ年金の支え手


としても貢献できる可能性を含んでいる。そのための選択肢として、在職老齢年金制度


の改善、パートタイム労働者への厚生年金適用、繰下げ受給、そして 70 歳以上への厚生


年金の適用が考えられる。大胆な仮定の下、シミュレーションを行った結果、そのうち


パートタイム労働者や 70 歳以上の者に対する厚生年金適用によって、相当年金の持続可


能性が強固になることが分かった。 
第5章 駒村論文 
第 5 章では、社会保険庁『国民年金被保険者実態調査（平成 14 年）』を利用し、職業、所


得などの経済状態、年金に関する知識量が国民年金の納付状況にどのような影響を受けるか


分析した。その結果、本人および世帯の所得が国民年金の納付状況に与える影響はきわめて


限定的であることが確認できた。国民年金の完納に注目すると、自営業者、家族従業者とい


った職業は完納率が高いが、臨時・パート（アルバイト）の完納率が低いことが確認できた。


この結果は第 2 号として適用すべき常用雇用および臨時・パートまでもが第 1 号になり未納


要因となってしまっているとの指摘と整合的であるといえる。 
また、年金に関する知識が完納や免除の利用を高めていることも確認できた。制度に関す


る知識の普及も納付行動に重要な影響を与えることも確認できた。 
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第6章 山田論文 


第６章では、同じく社会保険庁『国民年金被保険者実態調査（平成 14 年）』を利用し、


申請免除制度がどれほど低所得層に利用されているのかについて就業形態多様化のコン


テキストの中で検討された。同時に、公的年金制度に対する知識（とくに申請免除制度


に関する知識）が申請免除にどのような影響を与えているかについても明らかにされて


いる。 
政策的に重要だと考えられる結果は以下の通りである。 
まず、納付行動全般については生命保険料や個人年金保険料の支払いが高くなると、完納


確率は高まり、必ずしも生命保険や個人年金保険に頼って一部納付や未納が発生しているわ


けではないことが示された。また、未納確率は 35 歳まで下降し続けるが、その後反転し上


昇する。これは 35 歳が 25 年間という受給資格期間の限界年齢であることと関係があるもの


と考えられる。申請免除制度に関する知識に関しては、知っていると未納確率は下がるが、


一部納付確率は上がることが分かった。これは免除制度を知っている場合には申請免除者と


なり（未納ではなくなり）、さらに申請免除者の一部は毎年度の継続申請を失念し一部納付者


となるという実態を反映しているものと考えられる。 
申請免除がどれほど低所得層に利用されているかに関しては、厳しく見積もっても低所得


層の約半分、さらに一部納付者や未納者の一部は申請免除制度の適用（捕捉）を受けておら


ず、したがって近年の半額免除制度や多段階免除制度の導入により、こうした問題がどれほ


ど改善されたかさらに検討する必要があることが示された。一方、第 1 号被保険者でかつ常


用雇用、臨時・パートであることは、申請免除制度適用確率を上げる効果を持っているとの


結果も得られており、そのため、申請免除制度の存在は就業形態多様化による年金未納の影


響を軽減している可能性があることも示された。 
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第1章 就業形態の多様化に対応する年金制度に関す


る研究－2 年間の研究のまとめと非典型労


働者への厚生年金適用の意義 
 


 駒村康平 


I. はじめに 


日本をはじめ多くの先進国が共通して直面している労働市場の変化は、正規労働者の


減少と短時間労働者、有期労働者、派遣労働者、請負業務を担う自営業者といった新し


い働き方をする非典型労働者の増加である。その背景には、1)厳しい国際競争に直面し


ている企業による人件費や社会保険料負担の抑制という企業側の要因、2)いわゆるニー


ト、フリーターと呼ばれるような、若い世代に見られる学生から就労までの移行期間の


長期化、3)専業主婦や高齢者という賃金や社会保障給付・負担などにも敏感に反応し、


不連続的に就労する非核労働者の増加にある。 
人々の働き方は、従来の年金制度が想定したような生涯にわたる連続的な働き方から、


不連続性となり、一時的な離職が一般化し、あるいは高齢期にみられるような部分的な


退職といったように多様化している。こうした動きは先進国共通であり、雇用形態の変


化が、社会保険の適用対象者を少なくし、制度の持続性を損なっており、新しい制度に


よる対応が必要になりつつある。 
本論文は、就業形態の多様化と年金制度の対応についての 2 年間の研究成果をまとめ、


非典型労働者の増加、ライフコースの多様化に対応するために必要な年金制度改革、非


典型労働者への厚生年金適用の意義について考察した。 
 


II. 非典型労働者の増加と年金適用範囲の見直し、新しい社会政策


の              対応 


１. 諸外国の動向について 
正規労働者の減少と短時間労働者、有期労働者、派遣労働者、請負業務を担う自営業


者という就業形態の変化により、新しい社会政策上の対応が必要になっているのは日本


だけではない。パートタイマー、有期労働者、自営業者は、 低労働時間や所得、雇用


期間などの条件を満たさないために、公的保険や職域保険によってカバーされない場合


が多い。逆にこうした社会保険の適用条件を利用し、企業はその適用条件未満になるよ


うに、労働者の就業形態を変更させようとしている。就業形態の変化の背景には、経済


のグローバル化による激しい価格競争と人件費抑制がある。それ以外に、重要な変化と


しては、高齢者や女性の就業率の上昇に伴い、生涯にわたって不連続な働き方をする人


 8 







も増えている。就業の中断はその後のキャリア、そして年金にマイナスの影響を与える。


特に、９０年代の欧州各国の年金改革は、負担と給付の対応関係を強化する方向で進ん


だ結果、非典型労働者やライフコースでのキャリアの中断は、年金額を低くすることに


なる。特に育児や介護によってキャリアが中断する可能性が高い女性にとっては不利に


なる。こうした問題に対応するために各国とも育児期間、疾病・障害期間、リハビリ期


間、障害者や高齢者の介護期間、軍務期間に対して年金上の配慮が組み込まれるように


なっている。 
1 年目の研究は、こうした諸外国の雇用形態の変化と年金制度の対応全般について、


海外調査を行い、ＩＬＯ、ISSA におけるヒアリングなどで全体的な動向を把握した。 
また 1 年目にイタリアで行った調査では、契約上は自営業による業務の請負という形


をとりながら、実際は正社員同様に企業の組織に組み込まれて従属的に働くような働き


方、いわゆる擬似的自営業者なども増えており、それに対応するために、適用対象の拡


大がとられていることを確認している。さらに、短時間労働者の増加に対する多様な適


用方法については、1 年目のドイツにおけるヒアリング調査で確認した。 
 


２. 強制加入の年金制度の根拠 
1 年目の研究で行ったもうひとつの研究は、強制加入年金の必要性に関する実証的な


根拠である。この研究は、「国民年金未納、未加入行動に関する実証研究」として、任意


加入の私的年金での逆選択の有無を確認するという関心から多くの研究が行われてきた。


しかし、保険者によるリスク選択が行われていない実際の国民年金制度を材料とした研


究では、逆選択の検証はできない。本研究では、双曲割引の時間選好を想定すると、任


意に保険料を支払う国民年金より強制性の強い厚生年金のほうが優れていることを確認


している。 
 


３. 日本の年金制度の課題 


（１） 就労形態の多様化と年金空洞化 
1 年目の研究の第 1 章が明らかにしたように、国民年金の空洞化は、非典型労働者の


増加と正規労働者の減少によって説明できる。非典型労働者の増加、正規労働者の減少


は、保険料給与天引き型の厚生年金加入者を減少させ、自主納付の国民年金加入者を増


加させた。したがって、国民年金の空洞化問題とは、雇用形態の多様化に厚生年金が対


応してこなかったことが直接の原因である。 


（２） 現行ルールにおける厚生年金適用漏れの問題 
週 30 時間以上の労働時間で働き、本来被用者保険に適用されるべきである非典型労


働者の公的年金の加入状況を調査した。現行適用基準を満たしながら、厚生年金の適用


漏れとなっている非典型労働者の実態はほとんど明らかになっていない。この点につい


て 1 年目の第 1 章や本年度の第 2 章の研究が行っており、異なるデータを使いながらも
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非典型労働者に対する厚生年金の適用もれは予想以上に大きいことを確認した。 
適用漏れの問題は、いわゆる年金の空洞化だけではなく、企業の年金制度への信頼性


を損なうことになる。厚生年金の事業主負担の転嫁と帰着については、後ほど検証する


が、かりになんらかの要因によって、事業主負担を企業が負担している場合は、企業は


その一部を価格に転嫁せざるを得なくなる。企業間で適用が公平に行われていないと、


事業主からは、価格競争などにおける競争条件が不公平になっているという不満が高ま


ることにもなる。報告書取りまとめの時点では、社会保険庁の改編と日本年金機構へ移


行は事実上決まっている。現在、社会保険料の徴収の一部を民間企業に代行させること


が検討されているが、適用と徴収の一体的な運営あるいは適用と徴収の緊密な連携を進


める必要がある。徴収率が上昇しても適用率が下がることになれば、皆年金は崩壊する


危険もある。 


（３） 多様なライフコースに対する配慮 
ライフコースの多様化に対する対応について、国民年金では特に不十分である。たと


えば、家族ケアなどの理由によるキャリアの中断については、厚生年金では、育児休業


期間中の保険料免除が行われているが、産前・産後の休業期間、介護休業についてはこ


のような配慮はない。また待機期間中の派遣労働者への対応も十分ではない1。さらに、


国民年金については、学生期間中や 20 歳代に対しては特例納付制度での配慮があるが、


育児期間、介護期間への配慮はない。公的年金全体において、多様なライフコースに対


する配慮の充実が必要である。 
このほか、厚生年金加入と基礎年金の間にも問題がある。表１は、公的年金加入期間


のうち基礎年金に反映される部分であるが、厚生年金加入者の 20 歳未満の期間や 60 歳


以上の期間は、受給資格期間には含まれるが、基礎年金額に反映されない。若い時代や


高齢期における就業が基礎年金額に反映させる仕組みは必要である。こうした期間も基


礎年金の給付額計算対象の期間に組み込むべきであろう。 
 


〔表１ 公的年金加入期間のうち基礎年金に反映される部分〕 
 


 カラ期間 専業主婦任意加入支払い期間 


受給資格期間 


 


○ ○ 


年金額計算期間 


 


× ○ 


 
 


 


                                                  
1 ただし、待機期間が 1 か月を超えない、次の仕事も同じ派遣会社で、1 か月以上働くことが確実に見込まれる、


場合は厚生年金に継続して加入できる。 
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 若年・学生


特例納付


追納未納


期間 


国民年金


免除期間 


15 歳から


20 歳まで


の厚生年


金加入期


間 


20 歳から


59 歳まで


の厚生年


金加入期


間 


60 歳以降


の厚生年


金加入期


間 


国民年金


納付済み


期間 


育児休業


期間中の


厚生年金


免除期間 


第三号被


保険者期


間 


受給資格


期間 


 


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 


年金額計


算期間 


 


× 一部算入 × ○ × ○ ○ ○ 


 


III. 厚生年金適用拡大の意義 


１. 適用拡大が年金財政に与える影響 
適用拡大が年金財政に与える影響については、本報告書では第 章福山論文でシミュ


レーションを行っている。 
年金財政の安定性を維持するためには、給付や負担に関するパラメーター調整だけで


は不十分であり、高齢者や女性の労働力率の上昇が不可欠である。 
2006 年 12 月に国立社会保障・人口問題研究所より発表された「日本の将来人口」（以


下、新人口推計）を考慮した年金財政の見通しである「人口の変化等を踏まえた年金財


政への影響（暫定試算）」では、職業安定局の 2005 年 7 月推計に基づき、30－34 歳の


女性の労働力率と 60 歳から 65 歳の労働力率の上昇を想定している。労働力率の上昇に


よる財政安定化の効果、所得代替率への効果は明示されていないが、経済状況全体で所


得代替率を 4.5％引き上げる効果があるとされている。しかし、職業安定局の想定した労


働力率の上昇は、短時間労働者の増加が中心である。したがって、短時間労働者が厚生


年金の適用にならない限り、職業安定局の想定通り、労働力率が上昇しても、年金財政


の安定化には寄与しないことになる。厚生年金の適用拡大は、支え手を増やすという意


味で年金財政の持続可能性を高めるために不可欠である。 
 


２. 厚生年金のもつ再分配効果 
厚生年金適用拡大のメリットとしては再分配機能がある。厚生年金では、報酬比例の


保険料と給付の対応関係は、定額給付である基礎年金によって一部切断され、一定の再


分配効果を持っている。この基礎年金による再分配効果は、測定が難しいが、年金給付


のジニ係数の動きで間接的に推測できる。 
図１には厚生年金受給者の新規裁定のジニ係数を示しているが、2000 年から 2001 年
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にジニ係数が不連続に上昇している。この原因は、2001 年より、６０歳代前半の特別支


給の老齢年金の定額部分の支給開始年齢が繰り上がったため、新規裁定は、報酬比例部


分の部分だけになり、現役時代の賃金格差が、直接ジニ係数に反映されたためである。


2000 年のジニ係数と 2001 年のジニ係数の差が、定額部分・基礎年金部分のジニ係数を


引き下げる効果として評価できる。 
 


〔図１〕 公的年金新規受給額のジニ係数 
  


公 的 年 金 新 規 受 給 額 の ジ ニ 係 数
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資料：社会保険庁『社会保険事業年報各年』より作成 
 


このように、厚生年金加入者の基礎年金保険料分は、報酬比例的に厚生年金と合算徴


収し、給付の段階で定額給付を行う再分配機能を内蔵している。したがって、厚生年金


適用拡大は、老後時の所得保障とともに高齢期の格差縮小に寄与するものと考えられる。 
 


IV. 厚生年金適用拡大とその障害 


具体的に非典型労働者に厚生年金適用拡大を進めるに当たっての課題は、①一部に形


骸化している非典型労働者に対する厚生年金の適用の徹底化、②所得、労働時間につい


て、労使ともに調整によって適用を逃れることができないような適用基準の設定、③非


典型労働者の受け皿としての厚生年金と共済年金の一元化である。 


１. 就労形態の多様化と現行適用ルールの徹底化 
すでに分析した通りであるが、中小企業ほど厚生年金の適用が徹底されていないこと


は確認されている。新しい保険料の徴収組織においては、徴収のみならず適用の厳格化


を進めていく必要がある。 
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２. 適用拡大に関連した労使の対応 


（１） 非典型労働者の反応 
新たな保険料負担については、事業主のみならず、非典型労働者自身の抵抗も予測で


きる。しかし、本研究の丸山論文によると、3 号被保険者以外の非典型労働者は厚生年


金の適用拡大には賛成が多く、適用拡大により保険料天引き後の手取りの賃金が減った


としても、むしろ労働時間を増やすという回答も少なくない。一方、3 号被保険者は手


取り賃金の低下には強い抵抗を示している。このように同じ非典型労働者でも適用拡大


に対する対応が異なる。非 3 号被保険者の非典型労働者が適用拡大に賛成であるのは、


１）適用されていない現在の状況では、定額の国民年金保険料を自ら支払うか、未納に


ならざるを得ないから、２）給付時に基礎年金に加え、報酬比例年金も受給できること


などがある。一方、3 号被保険者の非典型労働者は、１）自ら国民年金保険料を負担す


る必要がない、２）給付時のメリットは、報酬比例部分に過ぎない、ということから反


対している。このように考えると、非 3 号被保険者と 3 号被保険者は、適用拡大に対し


て、それぞれ合理的な反応をしていることになる。 
3 号被保険者制度の既得権が、適用拡大の壁となっていることから、厚生年金の適用


拡大に先行して、3 号被保険者の被扶養条件を現在の 130 万円から大幅に引き下げ、国


民年金 1 号被保険者とし、保険料が未納の場合は、夫の厚生年金から妻の国民年金保険


料の天引きを行う改革を先行すべきであると考える。この場合、多くの３号被保険者は、


厚生年金に加入したほうがメリットが生まれる。 
このほか、2 年目の研究の第 章山田論文で確認したように、高齢者においても、60


歳から 69 歳までの厚生年金加入により厚生年金額が増加することを知らないものも多


い。非典型労働者も含めた個人別の年金情報の通知制度の徹底は、年金加入の動機付け


となるであろう。 


（２） 事業主負担分の一時的な激変緩和措置 
もうひとつの適用拡大の障害は、事業主負担の問題である。保険料の事業主負担分に


よって発生した便益は、労働者のものとなることなど考慮すると事業主負担は賃金に転


嫁され、実質的には労働者の負担であるという見方が有力である。社会保険の事業主負


担分の帰着と転嫁の問題は、1 年度の報告書の第 4 章「企業における福利厚生費の増加


が雇用に与える影響（金論文）」、駒村・山田（2005）、岩本・濱秋（2006）、酒井（2006）
など行われているが、まだ決着がついているわけではない。 


賃金や雇用者数の調整という転嫁が行われない場合には、社会保険料は価格を通じて


消費者や配当の引き下げという形で投資家に転嫁されることになる。 
理論的には、事業主負担の賃金への転嫁の程度は、労働供給、労働需要の賃金弾力性


に依存するが、非正規労働者と正規労働者では、それぞれの賃金の弾力性に差があり、


低賃金などの下方硬直性もある。何らかの理由で、事業主負担が賃金に転嫁できない


場合に、中小企業は事業主負担分を短期的には吸収できない可能性もある。この場合、


雇用形態に非中立的な影響を与える恒久的な救済制度や適用除外制度を設けるのではな
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く、時限的な激変緩和措置を行うにとどめるべきである。 
 


３. 適用拡大の基盤整備としての被用者年金一元化 
現在進められている厚生年金と共済年金の一元化は、一見、非典型労働者のへの厚生


適用拡大に無関係のようにも見えるがそうではない。 
厚生年金と共済年金の一元化の一つの理由に挙げられるのは、両者の保険料の差であ


る。厚生年金の保険料率よりも公務員共済年金の保険料率が低い原因は基礎年金の仕組


みにある。社会保障制度審議会年金数理部会の報告書にある将来の厚生年金保険料率と


共済年金保険料率の動きをみると、厚生年金の 2 階部分の保険料率と職域部分を抜いた


公務員共済の二階部分の保険料はほぼ同じ動きをする。一方、基礎年金拠出金のために


必要な保険料率は、厚生年金は 2005 年の５％が基礎年金財源の半額が税財源になるこ


とにより、2010 年に一度 4％まで下がり、以降、2055 年の 6．2％まで上昇し、以降は


緩やかに低下していく。これに対し、公務員共済は 2005 年の 3.4％が 2010 年に厚生年


金と同じ理由で 2．7％まで下がり、2055 年 4．2％、2060 年で 4．3％まで上昇し、以


降ゆるやかに低下する。この結果基礎年金のための厚生年金と共済年金の保険料率（一


階部分の保険料率）は、現在においても、将来においても差が発生する。 
このように、差の原因は基礎年金拠出金にある。一人あたりの基礎年金拠出金は 15300


円程度（2005 年）で同等である。これを保険料率に換算すると、一人あたり基礎年金拠


出金を平均報酬で割るため、平均報酬の高い共済グループの保険料率は低くなり、平均


報酬の低い厚生年金加入者の保険料率は高くなる。したがって、2006 年 4 月の閣議決定


にあるように 2036 年に共済年金の保険料率を厚生年金の保険料率に揃えるよう引き上


げるということは、共済年金から多めの基礎年金拠出金を徴収することを意味する。 
こうした改革が正当化できる理由は、共済は非正規労働者の加入を認めていない一方


で、厚生年金がすでに一部非典型労働者をカバーし、その結果、平均の標準報酬が低く


なっていることにある。基礎年金の給付は同額であるため、基礎年金にかかる保険料率


が高くなるほど再分配の性格は強くなる。今後、多様な就業形態に対応するために、厚


生年金の適用拡大を行うとすると、厚生年金の平均報酬が低下し、基礎年金に必要な保


険料率は上昇することになる。一方、共済年金は正規職員だけによって構成されるため、


平均報酬も高いままであり、そのおかげで低い基礎年金のための保険料率を維持できる。


つまり、現在のままでは、非典型労働者の増加コストは厚生年金のみで吸収することに


なる。したがって、共済、厚生年金という被用者年金の一元化は、非典型労働者の厚生


年金適用の基盤整備として評価できる。 
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V. まとめ－非典型労働者への厚生年金適用拡大の意義 


以上の考察から、本研究は、非典型労働者への厚生年金適用拡大の意義を以下のよう


にまとめる。 
１） 就業形態の選択に中立的になる。非典型労働者のみに適用される新しい加入制


度や適用拡大の除外を設けることは雇用形態に非中立な影響を与えるあらたな制


度を作ることになるため避けるべきである。 
２） 非典型労働者が厚生年金の適用対象者になることにより、ライフコースが多様


化しても一定の年金を保障できる。 
３） 非典型労働者の適用拡大は、厚生年金制度がもつ再分配効果の対象者が拡大す


ることから、老後所得格差の縮小に貢献できる。 
４）高齢者や非正規労働者の労働力率の上昇とともに彼らに対する厚生年金の適用拡


大が行われてはじめて年金財政は安定化する。 
このように、就業形態の多様化に対応するための厚生年金適用拡大は多くの点で有効


かつ適切である。厚生年金の適用拡大に当たっては、労使ともに就業調整ができない水


準、就労形態の選択によって適用逃れができない範囲まで適用拡大を進めるべきであり、


部分的に適用拡大を残すことは、新たな雇用のゆがみをもたらすことになる。適用拡大


への 大の障害は、事業主負担である。特に、短期間では賃金や価格に事業主負担を転


嫁できない中小企業に限定し、激変緩和のための一時的な経過措置は必要であろう。 
後に、厚生年金を従来の被用者年金にとどめるか否か再考の時期にある。増加する


非典型労働者の保護については、すでに労働法では「労働者性」として、 近の ILO 勧


告でも「雇用関係」として再定義しつつある。厚生年金を、臨時・パート・アルバイト


などの非正規労働者だけではなく、請負なども含めた経済的従属関係にある広い意味で


非典型労働者も含めた年金制度に位置づけるかどうか、国民年金のあり方も含めて一層


の議論が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 15 







参考文献 
岩本康志・濱秋純哉（2006）「社会保険料と帰着分析－経済学的考察－」『季刊社会保障


研究第４２巻 第３号』 
駒村康平・山田篤裕（2005）「社会保険の事業主負担の帰着にかんする実証分析―組合


管掌健康保険を例にして）」城戸喜子・駒村康平編著『社会保障の新たな制度設計―セー


フティ・ネットからスプリング・ボードへ』 慶應義塾大学出版会． 
酒井正（2006）「社会保険の事業主負担が企業の雇用戦略に及ぼす様々な影響」『季刊社


会保障研究第４２巻 第３号』 
 


 16 







第2章 就業形態の多様化と非典型労働者の公的年金


適用問題 
 丸山 桂 


 


I. 問題意識 


 2004 年年金改革で残された 大の課題は、パート労働者に対する厚生年金の適用拡大問題


であった。当時は事業主側の保険料負担に対する反発が強く、５年後に再検討されることと


なった。その間にも少子・高齢化は一段と進み、公的年金の保険料率の上昇が見込まれるな


か、就業形態の多様化も進んでいる。総務省統計局「労働力調査」の 2006 年の平均値によ


れば、雇用者（役員を除く）全体に占めるパート・アルバイトや派遣社員ら「非正規社員・


職員」の割合は、前年比 0.4 ポイント増の 33.0％となり、02 年の調査開始以来、 高を更新


した2。また、同調査では、景気回復の影響で、フリーター数は減少したというものの、厚生


労働省「労働者派遣事業の平成１７年度事業報告の集計結果について」によれば、派遣労働


者数は 225 万人で前年度比 12.5％増であるが、賃金は一般労働者派遣事業が 10,518 円（平


均）（対前年度比 7.8%減）、特定労働者派遣事業が 14,253 円（平均）（対前年度比 10.9%減）


など、待遇面での改善はおくれている。パート・アルバイトなどの非典型労働者の社会保険


制度における処遇問題は、重要な社会問題となっている。 
本稿は研究２年度目に実施した若年非典型労働者（パート・アルバイトなど）および無業


者（ニート）を対象にしたインターネット調査と社会保険庁「国民年金被保険者実態調査」


の個票データの分析を行う。特に、非典型労働者の公的年金の加入状況および厚生年金適用


拡大への賛否と導入後の就業行動について、中心に分析を行う。 
 


II. アンケート調査対象者の属性 


本研究会で実施した「非典型労働者に対する年金等に関する意識調査」（以下、本調査）


では、非典型労働者の公的年金、医療保険の加入状況および未納理由、ふだんの仕事の


状況、厚生年金適用拡大への賛否と行動予測などの調査を行った。調査は２段階調査で


行い 、2006 年９月７日～13 日に性別、年齢、職業に関するプレ調査を、2006 年９月


13 日～14 日にかけて、本調査を実施した。個人情報保護法施行後、住民基本台帳など


を利用した調査は非常に困難であること、また非典型労働者だけに焦点をあてた大規模


調査は郵送調査では難しいことを鑑み、品質管理にはまだ課題が残るものの、インター


ネット調査を利用した 。回収率は 46.2％、標本数はウェイト調整後の数字で 3,785 人、


職業分布ではパート・アルバイトの割合が高く、男女比では女性が 77.6％という偏りが


                                                  
2 読売新聞 2007 年３月２日 
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みられた（表１参照） 
 


III. 非典型労働者の公的年金加入状況 


図１は、主な職業別の公的年金の加入状況をあらわしている。左から第１号被保険者、第


２号被保険者、第３号被保険者と続き、右から３つの凡例が、「国民年金を時々未納している」、


「国民年金を全く未納している」、「一切公的年金に加入していない」者で、公的年金の未納・


未加入者である3。 
職業別の公的年金加入状況を比較すると、会社員（正規の職員・従業員）、派遣社員、嘱託


社員・嘱託は、相対的に第２号被保険者の割合が高い。しかし、厚生年金の適用事業所に勤


務している者が含まれているとしても、会社員（正規の職員・従業員）の第２号被保険者の


割合は 64.7％にとどまっており、第３号被保険者が 7.1％4、国民年金納付者が 17.6％、未納・


未加入者が 8.2％、合計で 35％が被用者保険の適用外になっている。また、パート・アルバ


イトについては、第２号被保険者である者はわずか 12％にすぎず、第３号被保険者が 45.2％
と約半数を、第１号被保険者が約 30％を占めている。また、自営業主（雇い人なし）では、


未納・未加入者の割合が 25％、無職者においては 21％ときわめて高く、国民年金の自主納


付制の問題点を浮き彫りにしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表１　調査対象者の基本属性


男性 女性
パート・アルバイト20代 96 322 418
パート・アルバイト30代 131 622 753 45.1％
パート・アルバイト40代 26 511 537
兼業有職主婦（主夫）20代 63 179 242
兼業有職主婦（主夫）30代 136 387 523 28.3％
兼業有職主婦（主夫）40代 92 216 308
無職20代 96 213 309
無職30代 140 356 496 26.5％
無職40代 66 133 199


846 2,939 3,785
(22.4%) (77.6%) (100％）


性別


合計


合計


 
 
 
 


                                                  
3 公的年金、医療保険の加入状況は、本人の申告による結果である。そのため、無業でありながら厚生年金に加入


と回答する者がいるなど、矛盾した回答もみられる。特に、「公的年金に一切加入していない」（未加入）と国民年金


の第１号被保険者の「全く保険料を支払っていない」（未納）が混在している可能性が高い。 
4 厚生省年金局「女性パートタイム労働者等に関する調査」（1997 年３月）でも、第３号被保険者でありながら、週の


べ労働時間が 31 時間以上の者が 15.3％おり、第３号被保険者の適用基準があいまいになっている可能性を示唆し


ている。島田（1992）も第３号被保険者の適用基準が遵守されていないことを指摘している。 
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図１　職業別の公的年金保険加入状況
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図２　職業別の公的医療保険加入状況
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続いて、図２の公的医療保険の加入状況を見ると、職業と加入状況の分布はほぼ年金


保険と類似した傾向がみられる。明確に異なるのが、いずれの職業においても、未納・


未加入者の割合は年金保険よりも低いことである。労働者が老後の所得保障よりも直近


の疾病リスクに敏感に反応し、加入行動の背景に逆選択の存在があることが伺われる。 
 このように現行制度において、非典型労働者、特にパート・アルバイトの被用者年


金（厚生年金）適用率は決して高くはない。加えて、正社員であっても、第３号被保険


者・医療保険の被扶養者である者が７～８％程度いたり、国民年金の第１号被保険者、


国民健康保険加入者が 20～30％いたりするなど、被用者に対する厚生年金の適用基準が


遵守されていない可能性が示唆される。 
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IV. 非典型労働者の公的年金加入状況 


１. 非典型労働者の未納・未加入問題 
 国民年金の未納・未加入率の上昇とともに、その要因を分析する研究が多く発表されてき


た。先行研究については山田（2006）が詳細に整理しているが、非典型労働者の増加が未納・


未加入率を引き上げているという仮説については、研究によって有意である場合と有意でな


い場合があり、なお研究の余地が多く残されている。 
 これまでの国民年金の未納・未加入問題を扱う先行研究は、被保険者が「自身の選択とし


て」保険料の納付・未納を決定しているという前提に基づいている。しかし、前章で見たよ


うに、国民年金の第１号被保険者に、潜在的な第２号被保険者が含まれているならば、厚生


年金の未適用問題が、結果として国民年金の未納・未加入問題にも影響を与えているのであ


る。ほぼ対象者が重複するといわれる雇用保険と厚生年金の適用事業者数には乖離があり、


厚生年金の事業主負担を逃れるために事業所単位で未適用になる現象が従来から指摘されて


いた。 
図３は、各職業における第１号被保険者（未加入者含む）に占める、未納・未加入である


者の割合（未納・未加入率）である。いずれの職業も 20 代が高めの数値で、特に 20 代の派


遣社員の未納・未加入率が突出して高い。また、派遣社員、契約社員・嘱託、パート・アル


バイトは年齢があがっても、未納・未加入率は３割をこえており、高止まりの傾向がみられ


る。図４の社会保険庁の「平成 14 年公的年金被保険者実態調査調査」でも、常用雇用と臨


時・パートの未納率（一部未納者と未納者の合計）は、30 代になっても４割前後と高く、同


様の傾向がみられる。 
 
 


図３　職業別・年代別の国民年金被保険者に占める未納・未加入率
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図４　職業別・年代別の国民年金の未納率
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２. 未納・未加入者の経済状況 
未納・未加入の理由が、経済状況によるものであるかの分析は多くあるが、それもサ


ンプルによって結果が異なっている。社会保険庁「公的年金被保険者実態調査（平成 14
年）の個票調査から分析すると（図５，６）、若干未納者が低所得者に分布が偏る傾向は


あるものの、未納者と納付者の間に所得分布の明確な差はみられず、経済的な事情によ


って、保険料が納付できず未納に陥っているわけではないことがわかる。 
 
 
 
 


図５　国民年金の納付状況別　本人所得分布
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図６　国民年金の納付状況別　世帯所得階級
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３. 本来加入資格がある非典型労働者の被用者年金適用状況 


（１） 厚生年金、健康保険の適用基準 
 厚生年金、健康保険制度の適用事業所は、現在全ての法人事業所と常時 5 人以上の従業員


を使用する事業所と、任意適用事業所5が対象となっている。厚生年金法第２条では、厚生年


金の適用除外基準を定めている。この基準に合致しなければ、被用者年金の適用となる。適


用除外対象者となるのは、①2 ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される人、②臨時に日々


雇用されるか 1 ヶ月を超えない人、③季節的業務に 4 ヶ月を超えない期間使用される人、④


臨時的事業の事業所に 6 ヶ月を超えない期間使用される予定の人、⑤所在地が一定しない事


業所に雇用される人、である。もちろん、社会通念上、使用関係の連続性が認められる事情


にあれば、厚生年金は適用されることになっている。さらに、短時間労働者の厚生年金の適


用基準については、昭和 55 年６月６日の各都道府県保険課（部）内かんで、「通常の就労者


の所定労働時間、所定労働日数の概ね４分の３以上」としていることから、労働時間・労働


日数が通常の就労者の概ね４分の３以上であれば、第２号被保険者となり、それに満たない


場合であれば、配偶者が第２号被保険者で、かつ年間収入が 130 万円未満であれば、第１号


被保険者となる。健康保険制度も、勤務している事業所が健康保険法の適用事業所であるこ


とと、その事業所との使用関係が適用基準となっている。 
 


                                                  
5 適用対象外の事業所（農林水産漁業、サービス業、レジャー、法務、宗教などの個人事業所）および常時５人未満


の個人事業主が対象となる（健康保険法 31 条）。任意加入は使用される人の２分の１以上の賛成が必要で、社会保


険事務所長に認可を受けることになる。 
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（２） 被用者保険の加入資格をもつ非典型労働者の年金保険、医療保険の適用状況 
 図１、２に示すように、パート・アルバイトなどの非典型労働者全体に占める被用者年金、


医療保険の適用率（第２号被保険者の割合）はそれほど高くはない。以下は、本来加入資格


がある非典型労働者のなかで、被用者年金（厚生年金・共済年金）、医療保険（政府管掌健康


保険、組合管掌健康保険、共済組合）の適用率をみていこう。 
 本稿では、非典型労働者をパート・アルバイト、契約社員・嘱託、人材派遣会社からの派


遣社員、請負会社からの派遣社員とし、契約期間、労働時間・日数（１週間の労働時間、１


ヶ月の平均就業日数、ふだんの就業・日数が正規の職員・従業員に比べて長短があるかどう


か）に関する質問項目から被用者保険の加入資格の有無を検討した。しかし、非典型労働者


が勤務する事業所における通常の労働者の１週間の労働時間、１ヶ月の労働日数が把握でき


なかったため、以下の２つの基準を採用した。第１の基準は、契約期間が３ヶ月以上かつ週


平均労働時間が 30 時間以上かつ１ヶ月の平均労働日数が 17 日以上6である労働者を被用者


保険の加入資格があるとする基準で、第２の基準は、契約期間が３ヶ月以上かつ労働時間・


日数が通常の労働時間と同じかそれ以上である労働者を被用者保険の加入資格があるとする


基準である。前者の方が対象範囲が狭く、後者は契約期間を除けば、ほぼ通常の労働者と遜


色ない働き方をしている非典型労働者である。 
 図７は、第１の基準を満たす非典型労働者（標本数 719 人）の被用者年金、医療保険の適


用率を、従業員規模別に比較したものである。一見すると分かるように、従業員規模が大き


くなるにつれて、年金保険、医療保険とも被用者保険の適用率が上昇する傾向にある。しか


し、適用率は平均で 40％前後、もっとも高い官公庁でも 70％台にとどまっており、さらに


従業員数５人未満の事業所では年金保険の適用率はわずか 6.3％にすぎない。 
 


図７　非典型労働者の被用者保険適用率
－雇用契約期間３ヶ月以上かつ週平均労働時間が30時間以上かつ


１ヶ月の平均労働日数が17日以上の労働者－
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6 通常の労働者の１ヶ月の労働日数については、週休２日を前提に１ヶ月 30 日－８日（週休２日を全体とした１ヶ月


の休日）＝22 日とした。これに４分の３を乗じると 16.5 日となり、小数点以下を四捨五入した 17 日以上を４分の３基


準をみたす労働日数とした。 
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第２の基準を満たす非典型労働者（標本数 489 人）の被用者保険の適用率を比較した結果


が図８である。従業員規模によって標本数にばらつきが大きいために注意が必要であるが、


ほぼ通常の労働者と変わらない労働時間、労働日数である被用者でありながら、非典型労働


者の被用者保険の適用率は、図７に比べた上昇率はわずか数％ポイントで、かえって低下し


ている従業先規模もある。 


図８　非典型労働者の被用者保険適用率
－雇用契約期間３ヶ月以上かつふだんの労働時間・日数が正社員


と比べて同等以上の者
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 続いて、第１の基準で、非典型労働者の被用者保険の適用率を業種別に比較したのが、表


２である。標本数にばらつきがあるために注意が必要であるが、建設業、運輸業、卸売・小


売業、飲食店・宿泊業、サービス業の適用率が低い傾向にある。 
 


 表２　非典型労働者の被用者保険適用率


業種 年金保険 医療保険 標本数
個人請負サービス業（企業の業務を個人で請け負う） 0.0 0.0 4
専門サービス業（弁護士・会計士・税理士・社会保険労務士等） 100.0 100.0 3
製造業 40.0 37.0 100
建設業 32.1 25.0 28
電気・ガス・熱供給・水道業 75.0 75.0 8
情報通信業 39.6 42.6 48
運輸業 30.8 28.0 26
卸売・小売業 32.3 24.5 99
金融・保険業 80.6 71.0 31
不動産業 50.0 50.0 6
飲食店・宿泊業 21.3 23.4 47
医療、福祉 64.0 60.0 25
教育、学習支援業 48.6 39.5 37
郵便局・協同組合 50.0 40.0 16
サービス業（他に分類されないもの） 30.8 29.3 185
官公庁 95.8 79.2 24
マスコミ 66.7 55.6 9
研究機関（大学等の機関を含む） 100.0 100.0 5
その他 33.3 22.2 18
合計 40.9 36.8 719
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４. 就業形態と未納・未加入問題の関係性 
 続いて、本調査の個票データから、未納・未加入行動と就業形態に相関があるのか、


ロジスティック回帰分析を行った。 
 
被説明変数：未納・未加入者（未加入、未納（全く未納、時々未納））を含む 
説明変数：男性ダミー、年齢、学歴、職業、未婚者ダミー、２５年要件を満たせない者7


であ 
るかダミー、本人の年収、本人以外の世帯収入、医療保険未加入・未納ダミー、民間の


保険に加入8ダミー 
 それぞれについて、全員を対象にした分析、および第１号被保険者と未加入者のみの


分析の２種類を行った。 


（１） 全員を対象にした分析 
表３は、未納・未加入行動のロジスティック回帰分析の結果である。 
 


〔表３〕 未納・未加入行動の要因分析（全員） 
 
 


B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B)
男性ダミ－ 0.633 0.186 11.515 0.001 1.882 ***
年齢 -0.041 0.013 9.713 0.002 0.960 ***
（学歴：中卒を基準）
高卒ダミ－ -1.016 0.406 6.256 0.012 0.362 **
短卒ダミ－ -1.481 0.428 11.955 0.001 0.227 ***
大卒ダミ－ -1.655 0.413 16.087 0.000 0.191 ***
（職業：自営業主（雇い人あり）を基準）
自営業主（雇い人なし） 1.972 0.878 5.042 0.025 7.185 **
農林漁業者 -3.815 15.216 0.063 0.802 0.022
自家営業の手伝い 1.856 0.987 3.536 0.060 6.401 *
内職 1.869 0.983 3.620 0.057 6.484 *
パート・アルバイト 1.381 0.870 2.523 0.112 3.980
契約社員・嘱託 0.943 0.909 1.074 0.300 2.567
人材派遣会社からの派遣社員 1.104 0.897 1.515 0.218 3.016
請負会社からの派遣社員 1.736 1.215 2.041 0.153 5.677
会社員（正規の職員・従業員） 0.362 0.943 0.147 0.701 1.436
会社などの役員 -1.959 12.813 0.023 0.878 0.141
公務員 1.149 1.390 0.683 0.408 3.154
その他 0.806 1.419 0.322 0.570 2.238
未婚者ダミー 0.838 0.200 17.560 0.000 2.313 ***
２５年要件を満たせるダミー -1.348 0.335 16.153 0.000 0.260 ***
本人の年収 0.000 0.001 0.552 0.457 1.000
本人以外の世帯年収 -0.001 0.000 5.776 0.016 0.999 **
医療保険の未納・未加入ダミー 2.773 0.250 123.532 0.000 16.008 ***
民間保険加入ダミー -0.158 0.183 0.746 0.388 0.854
定数 1.019 1.402 0.529 0.467 2.772
Ｒ２乗 0.353
標本数 1860


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                  
7 これまでの公的年金の加入期間と（60 歳―現在の年齢）の期間の合計が、国民年金の受給資格期間２５年を満た


せない者を１とした。つまり、今後保険料を納付しても、受給資格に結びつかないことから、未納・未加入行動をする


のではないかという仮説に基づく。 
8 逆選択の存在をみるための変数である。民間の個人年金などに加入しているために、公的年金が未納・未加入に


陥るのではないかという仮説を検証するためである。 
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注：***＜0.01、**＜0.05、*＜0.1 


 まず、職業による結果は、パート・アルバイトなどの非典型労働者に未納・未加入が


多いのではなく、自営業主（雇い人なし）などの個人事業者や自家営業の手伝いや内職


などきわめて零細な個人事業者に未納・未加入者が多い傾向がみられた。 
男性の方が女性よりも未納・未加入行動が高く、また年齢が高くなるに従って未納・


未加入率が低くなることが明らかとなった。また、先行研究と同じように、25 年の資格


期間を満たせない者、医療保険の未納・未加入者は有意に未納・未加入に陥りやすいこ


とが分かった。本人の年収はほとんど影響を与えないが、世帯年収は符号がマイナスで


あり、世帯の経済状況が未納行動に影響を及ぼしていることが分かった。民間保険の加


入は有意な結果とならず、逆選択の存在は確認できなかった。 
 


（２） 第１号被保険者（未加入含む）の未納・未加入行動の分析 
表４は、自主納付に基づいて未納・未加入行動が出来る第１号被保険者に限定して分


析をしたものである。 
 


〔表４〕 未納・未加入行動の要因分析（第１号被保険者のみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B)
男性ダミ－ 0.375 0.189 3.924 0.048 1.455 **
年齢 -0.043 0.014 8.860 0.003 0.958 ***
（学歴：中卒を基準）
高卒ダミ－ -0.886 0.438 4.103 0.043 0.412 **
短卒ダミ－ -1.192 0.462 6.662 0.010 0.304 ***
大卒ダミ－ -1.474 0.442 11.103 0.001 0.229 ***
（職業：自営業主（雇い人あり）を基準）
自営業主（雇い人なし） 1.972 0.878 5.042 0.025 7.185 **
農林漁業者 -3.815 15.216 0.063 0.802 0.022
自家営業の手伝い 1.856 0.987 3.536 0.060 6.401 *
内職 1.869 0.983 3.620 0.057 6.484 *
パート・アルバイト 1.381 0.870 2.523 0.112 3.980
契約社員・嘱託 0.943 0.909 1.074 0.300 2.567
人材派遣会社からの派遣社員 1.104 0.897 1.515 0.218 3.016
請負会社からの派遣社員 1.736 1.215 2.041 0.153 5.677
会社員（正規の職員・従業員） 0.362 0.943 0.147 0.701 1.436
会社などの役員 -1.959 12.813 0.023 0.878 0.141
公務員 1.149 1.390 0.683 0.408 3.154
その他 0.806 1.419 0.322 0.570 2.238
未婚者ダミー -0.273 0.217 1.587 0.570 2.238
２５年要件を満たせるダミー -1.650 0.414 15.864 0.000 0.192 ***
本人の年収 0.000 0.001 0.438 0.508 1.000
本人以外の世帯年収 0.000 0.000 1.960 0.162 1.000
医療保険の未納・未加入ダミー 2.293 0.273 70.358 0.000 9.905 ***
民間保険加入ダミー -0.141 0.200 0.498 0.480 0.869
定数 2.648 1.509 3.078 0.079 14.131 *
Ｒ２乗 0.263
標本数 841


 
 
 
 
 
 
 
 


 
注：***＜0.01、**＜0.05、*＜0.1 
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表４についても、ほぼおなじ結果がみられた。しかし、未婚者について有意な結果がみら


れないという違いがあった。共通するのは、医療保険を未納・未加入している者は公的年金


も未納・未加入をしやすいことがわかった。ＳＯＨＯなどの個人事業主が未納・未加入に陥


りやすいことがわかった。また、経済的な要因は有意は結果とはならず、今後は免除の拡充


よりは強制徴収の新たな方法の検討が必要であるといえよう。 


 


V. 被用者年金の適用状況別にみた非典型労働者の賃金比較 


 社会保険の加入資格をもちながら、社会保険に加入できないことは、老後の年金額が低額


になったり、保険料負担の労使折半のメリットが受けられないなど、所得保障の面で不利益


を被っていることになる。第１の基準（４分の３基準）を満たす非典型労働者のうち、適用 
者の 78.9％、非適用者の 69.5％が「時給」で賃金が支払われている。図９は、第１の基準を


満たす非典型労働者の時給額の分布をあらわしたものである。非適用者の方が適用者に比べ


て、低額な方に分布が集中し（カイ二乗検定で１％水準で有意）、時給の平均額では約 200
円の差があった。こうした時給額の差は年収の差にもつながっており、非典型労働者の平均


年収（賃金の支払い方が時給以外の者を含む）は、適用者が 203 万円であるが、非適用者の


年収は 145 万円で、約 70 万円の差（カイ二乗検定で１％水準で有意）となっている。つま


り、被用者保険に加入できない非典型労働者は、被用者年金適用者に比べ、賃金と社会保険


の二重の意味で不利益を受けていることになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


図９　被用者年金の適用有無別にみた非典型労働者の時給額の分布
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VI. 厚生年金の適用遵守が納付率に及ぼす効果 


１. 本調査（インターネット調査）からみる厚生年金適用遵守の影響 
 表５は、非典型労働者の未納・未加入者数（公的年金に一切加入していない者、国民年金


の第１号被保険者であるが、保険料を全く支払わない者、時々しか支払わない者の合計数）


を表している。標本数が限られているとはいえ、特筆すべきは、全未納・未加入者数（①）


のうち、第１の基準（４分の３基準）を満たす、被用者年金に加入資格がある未納・未加入


者（②）が約半数を占めていることである。 
 表６は、こうした本来第２号被保険者になるべき未納・未加入者が、国民年金から被用者


年金に移行することによって、国民年金の未納・未加入率がいかに変化するかを職業別に試


算した結果である。限られた標本数による結果ではあるが、パート・アルバイトの未納・未


加入率は、厚生年金の適用遵守によって 10％ポイント程度の改善が期待できる。 
社会保険庁では強制適用事業所でありながら拠出逃れをする事業所に対し、事業所への立


ち入り調査を強化し、法人または法人役員に対し、罰金などの刑事罰を科すようになってい


る9。適用事業所に勤務していない労働者には、個人単位で厚生年金に加入できる厚生年金任


意単独被保険者制度があるが、事業主の同意と社会保険料の事業主負担が生じるため、加入


者数はわずか 100 数十人にすぎない。企業の法令遵守（コンプライアンス）が厳しく求めら


れるようになってきたが、社会保険の法令遵守はまだ緒についたにすぎない。 
 


〔表５〕 非典型労働者の未納・未加入者数 
 
 
 
 
 
 


未納・未加入者数　①
うち被用者年金加入資格


がある未納・未加入者
②


②が被用者年金へ移行し
た場合の未納・未加入者


①－②


当該職業
従事者合


計
パート・アルバイト 257 101 156 1712
契約社員・嘱託 22 12 10 187
人材派遣会社からの派遣社員 39 21 18 239
請負会社からの派遣社員 3 1 2 14
会社員（正規の職員・従業員） 14 11 3 170


〔表６〕 被用者年金の適用を徹底した場合の国民年金の未納・未加入率の試算 
 


　　国民年金の未納・未加
入率（％）：　①÷（第１号被
保険者＋未加入者）


被用者年金の適用を徹底した場合の
未納・未加入率（％）：　（①－②）÷
（第１号被保険者＋未加入者－②）


パート・アルバイト 35.1 24.7
契約社員・嘱託 34.4 19.2
人材派遣会社からの派遣社員 47.6 29.5
請負会社からの派遣社員 50.0 40.0
会社員（正規の職員・従業員） 29.2 8.1


 
 
 
 
 
 
（注）社会保険庁で使用する納付率とは定義が異なる。①、②とは表５で使用した数値である。 


                                                  
9 朝日新聞朝刊 2006 年８月 10 日（木） 
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２. 国民年金被保険者実態調査の納付率に及ぼすシミュレーション分析 
 続いて、厚生年金の適用遵守が納付率に及ぼす影響を、社会保険庁「平成 14 年国民年金


被保険者実態調査」を用いて検討してみよう。同調査では、職業分類として、自営業主、家


族従業者、常用雇用（正社員等）、臨時・パートの４種類を使用している。このうち、常用雇


用（正社員等）を表５の会社員（正規の職員・従業員）、臨時・パートをパート・アルバイト


と読みかえ、同じように第１号被保険者のなかの潜在的な第２号被保険者が厚生年金に適用


された場合、国民年金の未納率がどのように変化するのかシミュレーションを行った。本来


は、本調査の労働データを用いるべきであるが、労働時間などのデータがないため、各年代


（20 代、30 代、40 代）の各職業の未納率の分布が等しいと仮定した。なお、50 代は 40 代


と同じとみなした。 
 


〔表７〕 常用雇用・臨時・パートの未納率シミュレーション（１） 
 
 
 
 
 
 
 


一部納付者 未納 遵守後の未納
（人） （人） 者減少者数


常用雇用（正社員等） 402435 67232 50 111653 100 145269
臨時・パート（アルバイトを含む） 1056543 146260 60.714286 297366 51.851852 242990.4921
常用雇用（正社員等） 666664 101418 75 195323 100 271386.5
臨時・パート（アルバイトを含む） 998240 154937 27.272727 273876 50 179193.5455
常用雇用（正社員等） 674396 72103 0 101962 0 0
臨時・パート（アルバイトを含む） 489061 109450 25 155092 40 89399.3
常用雇用（正社員等） 342285 42586 0 49404 0 0
臨時・パート（アルバイトを含む） 853845 98943 25 103079 40 65967.35


うち本来２
号の％


うち本来２
号の％


３０代


４０代


５０代


合計


２０代


〔表８〕 シミュレーション（２） 
 


常用雇用（正社員等） 44.45 13.07
臨時・パート（アルバイトを含む） 41.99 24.66
常用雇用（正社員等） 44.51 6.41
臨時・パート（アルバイトを含む） 42.96 30.48
常用雇用（正社員等） 25.81 25.81
臨時・パート（アルバイトを含む） 54.09 43.82
常用雇用（正社員等） 26.88 26.88
臨時・パート（アルバイトを含む） 23.66 17.27


当初の未納
率（％）


遵守後の未
納率（％）


２０代


３０代


４０代


５０代


 
 
 
 
 
 
あくまでも、被用者の働き方がインターネット調査と同じと仮定した場合の調査ではある


が、特に若い年代層で未納率は大幅に減少することになる。ごく単純に他の職業の未納状況


が変化しないと仮定すると、国民年金の被保険者に占める未納率は、表９のようになり、20
代で７％ポイント、合計で４％ポイント程度未納率は減少することになる。 
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〔表９〕 国民年金の未納率の変化 
 被保険者数


合計
未納者数


（一部納付＋未納者）
減少した未


納者数
当初の未納


率（％）
遵守後の未納


率（％）
２０代 3882973 1306219 388259.492 33.64 26.27
３０代 3948205 1627592 450580.045 41.22 33.65
４０代 4561593 1304786 89399.3 28.60 27.18
５０代 5484748 1151795 65967.35 21.00 20.04
合計 17877519 5390392 994206.188 30.15 26.04


 
 
 
 


VII. 厚生年金適用拡大に対する反応 


 厚生年金の適用拡大に対しては、事業主負担への賛否を問うた事業主側のアンケート調査


は発表されるものの、パート労働者側を調査したアンケート調査はきわめて少ない。 
 


１. 事業主側の先行アンケート結果 
2001 年７月の（財）21 世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」10では、


厚生年金適用事業所に対し、厚生年金を通常労働者の４分の３から２分の１に適用拡大した


場合、適用拡大を避けるために何らかの措置を講じるかについて尋ねている。その結果、「特


段の措置を講じない」とする事業所がもっとも多く 44.1％、続いて「制度上可能ならば、新


たな適用対象者について一部、適用を避けようとする」事業所が 31.8％、「制度上可能なら


ば、新たな適用対象者すべての適用を避けようとする」事業所が 12.8％である。一方、中小


企業が比較的多い、2007 年２月発表の日本商工会議所「パート労働者への厚生年金適用拡大


に関する緊急アンケート結果」11によれば、72.7％の事業所が適用拡大に反対で、その理由


（複数回答）として も多いのが、雇用コストの増大が 75.3％、パート労働者の多様な働き


方を阻害（就業調整が発生するなど）が 73.2％となっている。適用拡大に反対する企業のう


ち、84％の企業は何らかの調整を行うと回答し、58.6％の企業が労働時間の調整を行うと回


答している。 


                                                 


 


２. パート・アルバイトの厚生年金の適用拡大に対する賛否 
 本調査では、パート・アルバイトに限定して、厚生年金の適用拡大に対する賛否および適


用拡大後の労働時間の調整について調査を行った。調査の冒頭には、「現在、週 30 時間以上


働いているパート・アルバイトしか、厚生年金（一般サラリーマンの年金）に入っていませ


ん。次の年金改革では、週 20 時間以上働いているパート・アルバイトも厚生年金に加入す


ることが検討されています。試算では、月収８万円のパート・アルバイトが、月 6,000 円を


負担して、20 年間厚生年金に加入すると、将来受け取る年金額は月 8,600 円増加します。そ


 
10 対象事業所は、従業員数 30 人以上の厚生年金適用事業所である。詳細は、（財）21 世紀職業財団（2002）『パ


ート労働の課題と対応の方向性』ぎょうせい、を参照のこと 
11 パート労働者を１人以上雇用している会員企業を対象。詳細は、日本商工会議所ホームページ


http://www.jcci.or.jp/nissyo/iken/070214part_chousa.pdf（アクセス日：2007 年２月 24 日） 
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の場合は、国民年金の保険料負担はなくなります。また、より高い月収であれば、受け取る


年金額はさらに高くなります。」という説明文をいれた。 
 


３. パート・アルバイトも厚生年金に加入する制度にすることの賛否 
 表 10 は、パート・アルバイトも厚生年金に加入する制度にした方がよいかの賛否を尋ね


た結果である。第１号被保険者では 56.3％が加入に賛成で、現在の保険料より負担が軽くな


ることを理由とした者が多い。一方、負担増となる第３号被保険者の賛成は 34％と相対的に


低く、「新たな保険料負担が生じるので、加入には反対」がほぼ同率の 35.2％となっている。


しかし、いずれの被保険者も「よくわからない」の回答が多い。 
 
〔表 10〕 パート・アルバイトも厚生年金に加入する制度にした方がよいか（単位：％、人） 


  
受け取る
年金額が
高くなるの
で加入に
は賛成


今支払って
いる国民
年金の保
険料より負
担が軽くな
るので、加
入に賛成


新たな保
険料負担
が生じるの
で、加入に
は反対


よくわから
ない


その他 標本数


第１号被保険者 24.8 31.5 11.3 28.1 4.2 1632
　うち納付者 (28.6） (31.1） (9.6） (26.9） (3.7） (999）
　うち時々未納者 (16.7） (38.7） (12.7） (27.5） (4.4） (204）
　うち全く未納者 (15.2） (37.1） (14.4） (31.8） (1.5） (132）
第２号被保険者 38.7 21.3 11.7 23.6 4.8 564
第３号被保険者 26.6 7.4 35.2 26.3 4.5 1263
未加入者 19.5 13.7 21.2 41.4 4.2 307


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


４. 労働時間の調整の可能性 
 続いて、適用拡大後に、パート・アルバイトが新たな保険料負担を避けるために、就業調


整を行う可能性があるかどうかを質問した結果が、表 11 である。「労働時間を現在よりも減


らす」と回答したのは、第１号被保険者で 3.4％、第３号被保険者であっても 8.8％であり、


新たな就業調整が生まれるのではないか、という懸念は妥当ではないという結果になった。


かえって「労働時間を現在よりも増やす」という回答が第１号被保険者で 20.5％、第３号被


保険者で 26.1％と相対的に高い割合を示している。 
 


〔表 11〕 厚生年金が適用拡大された場合、労働時間を調整するか（単位：％、人） 
 
 
 
 


 労働時間
を現在より
も減らす


労働時間
を現在より
も増やす


労働時間
を変えるつ
もりはない


わからない 標本数


第１号被保険者 3.4 20.5 33.8 42.4 616
第２号被保険者 1.0 11.2 59.0 22.0 205
第３号被保険者 8.8 26.1 34.8 30.3 773
未加入者 2.6 18.4 29.8 49.1 114
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表 12 は、表 11 において、「労働時間を現在よりも減らす」と回答した者に対し、その理


由を尋ねた結果である。労働時間を調整する、と回答した者がきわめて少ないために注意が


必要であるが、「保険料を払うと実質的な手取りが減少するため」とする回答が多い。 
 


〔表 12〕 労働時間を減らす理由（単位：％、人） 
 


保険料を
払うと、実
質的な手
取りが減少
するため


会社の意
向によっ
て、社会保
険の加入
が制限さ
れていると
思うから


保険料負
担に比べ、
老後の年
金額が見
劣りするた
め


その他 標本数


第１号被保険者 76.2 9.5 14.3 0.0 21
第２号被保険者 0.0 0.0 60.0 40.0 5
第３号被保険者 52.2 14.9 32.8 0.0 67
未加入者 33.3 33.3 33.3 0.0 3


 
 
 
 
 
 


〔表 13〕労働時間を増やす理由（単位：％、人） 
 保険料を


払っても、
老後の年
金が増え
るから


労働時間
を調整する
と、現在よ
り収入が
減ってしま
うから


現在よりも
収入を増
やしたいか
ら


もともと労
働時間を
調整してい
ないから


その他 標本数


第１号被保険者 15.9 12.9 29.7 37.2 4.2 333
第２号被保険者 9.1 15.6 12.3 58.4 4.5 154
第３号被保険者 17.6 23.4 26.1 22.9 10.0 471
未加入者 9.1 36.4 30.9 21.8 1.8 55


 
 
 
 
 
 
表 13 は、適用拡大後に「労働時間を増やす」と回答した者に対し、その理由を尋ねた結


果である。「もともと労働時間を調整していない」とする者を除くと、「現在よりも収入を増


やしたいから」、「労働時間を調整すると現在よりも収入が減ってしまうから」という回答が


多く、老後の年金額に期待する長期的視点に基づく行動ではなく、保険料負担分を取り戻す


ために収入を増やすという短期的視点にたった回答が相対的に多い。 
図 10 は、適用拡大後の働きたい１週間の労働時間と、現在のふだんの労働時間の差をと


ったものである。「減らす」と回答した者の減らす労働時間は平均-1.8 時間で、調整後の１週


間あたりの労働時間の平均は 20.1 時間で、約 66％が 20 時間以下に調整したいと回答してい


る。「増やす」と回答した者は現在より平均 9.4 時間増やし、適用後の１週間の労働時間の平


均は 26.9 時間であった。 
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 図１０　厚生年金適用拡大後に働きたい労働時間と
現在の労働時間の差
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厚生年金の適用拡大問題は、健康保険や介護保険の適用拡大問題ともリンクする問題であ


る。そこで本調査では、「パート・アルバイトに厚生年金の適用拡大が行われた場合、あわせ


て健康保険の加入が求められ、さらに保険料負担が生じる可能性があります。月収８万円の


パート・アルバイトの場合、年金保険料とあわせて月 8,600 円の保険料負担がかかります。


その場合は、国民年金と国民健康保険の保険料負担はなくなります。」という説明文を加えた


のちに、パート・アルバイトも厚生年金や健康保険に加入する制度にした方がいかの賛否を


問うた。その結果が、表９である。 
 表 14 によれば、厚生年金に加え、健康保険料の保険料負担が新たに生じるために、第３


号被保険者の「新たな保険料負担が生じるので反対」とする割合が 42％と高い結果となった。


第３号被保険者にとっては、すでに夫の扶養に入っていれば、健康保険の新たな保険料負担


は給付面での見返りが少なく、反対意見が高いのは当然の結果といえる。第１号被保険者に


ついては、未納者にやや反対意見が多いものの、全体としては反対はわずか 10 数％にすぎ


ず、約５割が適用拡大に賛成の立場となっている。しかし、先述したように「よくわからな


い」とする立場がいずれの被保険者でももっとも高い割合を示しており、法改正の趣旨説明


が適用拡大の賛否の重要な鍵を握ることになる。 
〔表 14〕 パート・アルバイトも健康保険に加入する制度にした方がよいか（単位：％、人） 
 


受け取る
年金額が
高くなるの
で加入に
は賛成


今支払って
いる国民
年金や国
民健康保
険の保険
料より負担
が軽くなる
ので賛成


新たな保
険料負担
が生じるの
で、加入に
は反対


よくわから
ない


その他 標本数


第１号被保険者 20.1 33.9 13.1 29.2 3.6 1652
　うち納付者 22.9 33.9 11.7 28.0 3.5 998
　うち時々未納者 16.2 37.7 14.7 27.5 3.9 204
　うち全く未納者 11.4 34.1 18.9 34.1 1.5 132
第２号被保険者 32.9 26.4 11.9 24.2 4.6 565
第３号被保険者 20.0 7.4 42.0 26.8 3.7 1263
未加入者 17.0 18.6 19.9 40.5 3.9 306


 
 
 
 
 
 
 
 
続いて、適用拡大後に労働時間を現在よりどの程度増やすかについて、重回帰分析を行っ
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た。 
被説明変数：適用後に働きたい労働時間－現在のふだんの労働時間（いずれも週あたり） 
説明変数：男性ダミー、年齢、世帯年収、時給額、学歴、国民年金の被保険者の種類、適


用拡大の賛否 
 
標本数は 254 である。結果は、表 15 に示す通りである。 
 


〔表 15〕 適用拡大後に働きたい労働時間 


 標準化係数
B 標準誤差 ﾍﾞｰﾀ


（定数） 18.288 6.270 2.917 0.004 ***
男性ダミー 5.423 2.455 0.140 2.209 0.028 **
年齢 -0.044 0.090 -0.029 -0.494 0.622
世帯年収 0.002 0.002 0.046 0.753 0.452
時給額 -0.001 0.003 -0.022 -0.404 0.687
望ましい労働時間ー現実の労働時間 0.682 0.085 0.444 8.026 0.000 ***
（学歴：中学卒を基準）
高卒ダミー -12.735 5.157 -0.517 -2.469 0.014 **
短大・高専ダミー -11.877 5.170 -0.479 -2.297 0.022 **
大卒ダミー -15.770 5.184 -0.606 -3.042 0.003 ***
（国民年金納付・免除者を基準）
２号ダミー 3.008 2.929 0.060 1.027 0.306
３号ダミー -1.220 1.758 -0.051 -0.694 0.488
未納・未加入ダミー -4.952 2.572 -0.118 -1.926 0.055 *
（適用拡大の賛否：反対を基準）
老後の年金額が高くなるので賛成 4.322 1.456 0.177 2.968 0.003 ***
現在より保険料が安くなるので賛成 1.675 1.942 0.054 0.863 0.389
わからない -1.780 3.671 -0.026 -0.485 0.628
調整済み決定係数


注：***：１％水準、**５％水準、*10％水準で有意であることを示す


非標準化係数


0.290


t 有意確率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 15 にあるように、男性は女性に比べ、労働時間を増やす効果がある。しかし、世帯年


収も時給も有意な結果とはならず、適用拡大後の労働時間選択の所得効果と代替効果の及ぼ


す効果は本調査では確認できなかった。学歴については、学歴が高いほど労働時間は現在よ


りも減らす傾向にある。３号や未納・未加入者は労働時間を増やすインセンティブに乏しく、


適用拡大の賛否については老後の年金額に結びつくと考える者が労働時間を増やす傾向にあ


る。ただし、かなりの割合がいる「わからない」と回答する者は、労働時間を増やすインセ


ンティブはみられず、「わからない」派にいかに適用のメリットを伝えるかが鍵であるといえ


る。 
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VIII. おわりに 


 本稿では、非典型労働者の公的年金加入状況、特に被用者年金の適用状況と厚生年金の適


用拡大に対する行動について分析を行った。 
現在、非典型労働者に対する被用者保険の適用は厳密には行われてはいない。こうした適


用外になった者のなかには、そのまま国民年金の未納・未加入に陥る者も少なくない。こう


した潜在的な第２号被保険者に対する被用者年金の適用を遵守することで、国民年金の未


納・未加入率は特に若年層において大きな改善効果が期待できる。 
パート労働者への厚生年金の適用拡大に対しては、おおむね賛成とする者が多く、パート・


アルバイトの多くが現在よりも労働時間を増やす、あるいは変えない、と回答し、新たな就


業調整が発生するという可能性は低い。標本数が少ないながら昨年行ったアンケート調査で


も、同様の結果が出ており、異なる標本で行った２つの調査で同様の結果が出たことの意義


は大きい。適用対象となるパート労働者の範囲は、今後の議論に委ねられるが、適用拡大問


題の成否は、事業主側の拠出逃れをいかに抑制するかということにかかっているだろう。 
就業形態の多様化の流れは、今後も変わらないであろう。被用者保険の未適用問題は、結


局は労働者の所得保障の不安定化につながる大きな問題である。2009 年年金改革の厚生年金


適用拡大の前に解決しなければならない大きな課題である。 
 


＜参考文献＞ 
島田とみ子（1992）『年金入門』岩波書店 
丸山桂（2005）「労働市場の多様化と社会保障」城戸喜子・駒村康平編著『社会保障の


新たな制度設計』慶應義塾大学出版会 
山田篤裕（2006）「就業形態多様化と国民年金未納」『就業形態の多様化に対応する年金制度


に関する研究』 
「平成 18 年度就業形態の多様化に対応する年金制度に関する研究 報告書」 
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第 3 章 高年齢就業者の厚生年金保険適用問題* 


－「年金受給者の年金と仕事に関するアンケート調査」に基づく分析－ 


山田篤裕 


I. 問題意識 


急速に進む少子高齢化の中、あらためて社会保障の支え手としての高齢者が注目され


ている。とくに日本の場合、国際的にみて高い就業意欲をもつ高齢者が働き続けること


は、Active Ageing 社会の実現とともに、次世代への負担をより軽くするという世代間負


担のコンテキストでも厚生年金制度へ与える影響は大きい。 
社会保険庁『事業年報（平成 14 年）』に基づく筆者推計によれば、高年齢者の就業に


よる厚生老齢年金の支給停止額は 9,005 億円に達する。在職老齢年金受給者が納付する


厚生年金保険料は 2,619 億円にのぼるので、合わせて約 1.2 兆円の影響がある。この額


は厚生老齢年金給付総額の 8.5％に相当する。 
もちろん一方で厚生年金保険適用を意識した就労調整という負の影響も見逃せない。


就労調整の第一の影響は高齢者の就業抑制である。この影響はこれまでの研究で再三指


摘されてきたこと12であり、これにより所得および税・社会保険料などが失われている。


そして第二の影響は、就業はするが厚生年金保険適用を回避するよう就労調整を行う事


である。第二の影響については、これまであまり注目されてこなかったが、高齢者の就


労形態（フルタイム、パートタイム等）選択に与える年金の効果分析として、橘木・下


野（1994）、樋口・山本（2002）、樋口ら（2006）などの先行研究がある。実際に個票


を用いたそれらの研究では厚生年金がフルタイム就業率に負の影響を与えることが確認


されている。 
では質問を逆にしたらどうであろうか。すなわち在職老齢年金制度に本来適用すべき


なのに適用除外となっている人々はどれほど存在しているのであろうか。もちろん、こ


の問いは実証分析上、在職老齢年金（による支給停止額）のフルタイム就業率への影響


に関する係数が潜在的にどれほど大きいかということと同義である。とはいえ、政策的


には在職老齢年金制度適用の水平的公平性にかかわる重要な問いである。 
現在、国民年金保険料未納や、本報告書第 2 章（丸山桂）で明らかにされたように非


典型雇用者において常態化した厚生年金保険の適用逃れが深刻な問題となっている。労


働力全体に占める高年齢就業者の比率が高まるにつれ、在職老齢年金制度の適用回避行


動も遅かれ早かれ政策的課題としてクローズアップされてくるだろう。 


                                                  
* 謝辞：本節における分析は、大阪府・宮城県・北海道の 3 道府県における社団法人全国厚生年金受給者団体連


合会による協力の下に今年度行われた「年金受給者の年金と仕事に関するアンケート」に基づくものである。連合会


ならびに加入者のご協力なしには成しえなかった分析であり、貴重な時間を割いてご協力賜った連合会ならびに加


入者に厚く御礼を申し上げる。 
12 これまでの研究蓄積のサーベイ等については清家・山田（2004）などを参照せよ。 
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本稿では、今年度に本プロジェクトで実施された独自調査「年金受給者の年金と仕事


に関するアンケート調査（以下、『年金受給者調査』と呼ぶ）」を用い、高年齢就業者に


おける意図的な在職老齢年金からの適用回避、すなわち厚生年金保険料納付回避の広が


りについて定量的に把握する。具体的には以下の三点について明らかにする。 
厚生年金保険適用を意識した就労調整の有無 
厚生年金保険適用の適正性 
厚生年金適用拡大に対する就労調整の可能性 
Ⅱでは「年金受給者調査」の概要を述べる。Ⅲでは当該調査における高年齢就業の実


態について述べ、Ⅳで在職老齢年金からの回避行動の広がりについて分析する。簡潔な


結論がⅤにある。 


II. データ 


１. サンプル設計および回答率 
社団法人全国厚生年金受給者団体連合会による協力の下、大阪府・宮城県・北海道の


3 道府県における各支部加入者の中、60－64 歳、65－69 歳 70－74 歳の三年齢階級に


たいして 500 人ずつ合計 4,500 人を調査対象とした。調査対象者はランダムに各支部に


より選択された。 
質問票の配布・回収は郵送形式で 2006 年 10 月 19～25 日に配布・実施（回答期限は


11 月 15 日）された13。有効回答率は全体で約 25％である。年齢階級別の有効回答率は


以下の通りで、60－64 歳でやや回答率が高くなっている。 
 


〔表 1〕有効回答率（各年齢階層毎） 


郵送数 有効回答数 有効回答率（%）
60-64歳 1500 400 26.7
65-69 1500 397 26.5
70-74 1500 318 21.2  


 


２. 厚生年金に関する回答率 
本調査においては厚生年金に関する詳細情報に関して調査対象者に、①年金証書・裁


定通知書、②裁定通知書・支給額変更通知書、③年金改定通知書のいずれかを参照して


もらうようにしている。さらに質問票には参考として、実際の各通知書の見本を添付し、


それぞれどの部分を書き写せばよいかを具体的に示している。このような方法を取った


のは、在職老齢年金制度の適用による年金支給停止額と配偶者の就労による年金支給停


止額を厳密に識別するためである。 
全国厚生年金受給者団体連合会の加入者は定義により厚生年金受給者と考えられるが


                                                  
13 調査実施時期に幅があるのは、各支部間で作業スケジュールに差があったことによる。 
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60－64 歳において 4%ほど公的年金を受給していない者が含まれている。 
 


〔表 2〕公的年金受給者（本人） 


                   


Q1. 公的年金の受給


本人受給
本人受給
していない


無回答


60‐64歳 96.0 4.0 0.0
65‐69 100.0 0.0 0.0
70-74 98.7 0.0 1.3
全体 98.2 1.4 0.4  


 
調査対象者が参照した通知書と各項目の非回答率は表 3 の通りである。まず参照した


通知書（複数回答可）は、裁定通知書・支給額変更通知書が 35%で も多く、その次に


年金改定通知書 34%、年金証書・裁定通知書の 27%となっている。何も参照していない、


あるいは参照した通知書に関する質問に非回答の者は全体のサンプルの 20%にあたる


（表 3、 終行）。 
三通知書いずれかを利用している場合には厚生年金の基本額および年金額（基本額か


ら支給停止額を差し引いた額）の両方が非回答となっている割合はほぼ 0%であり、かな


り正確に厚生年金額の情報が得られているものと期待される。各通知書を用いた場合の


年金額の回答率の高さは、現在の収入を尋ねた質問（Q5）における公的年金額一般に対


する非回答率が、三通知書を利用した人でも、2、3 割程度存在する事を考慮するといっ


そう明瞭となる。 
 


〔表 3〕参照した通知書と厚生年金に関する詳細情報の各項目の非回答率 


（各通知書の参照者＝100％） 


Q3 副問　参照した通知書


年金証書・
裁定通知


書


裁定通知
書・支給額
変更通知


書


年金改定
通知書


その他
何も参照し
ていない


Q3 副問
非回答


Q3 厚生年金の詳細（本人）
（ア）　厚生年金・基本額（基本となる年金額） 3.4 2.3 7.3 23.1 38.5 80.8 19.5
（イ）　厚生年金・支給停止額 50.3 36.6 50.1 69.2 92.3 90.9 57.0
（ウ）　厚生年金・年金額 35.3 24.3 29.5 50.0 61.5 88.4 42.6
（エ）　厚生年金・被保険者期間 40.1 25.6 64.2 76.9 69.2 90.9 57.0
（オ）　平均標準報酬月額（1～4種） 45.2 29.2 72.4 76.9 84.6 92.4 60.8
（カ）　平均標準報酬月額（基金1～3種） 63.7 63.2 82.4 76.9 84.6 93.4 77.5
（キ）　基金1～3種・実期間 67.1 64.2 82.4 84.6 100.0 94.9 79.5
（ア）および（ウ） 0.3 0.0 0.8 3.8 7.7 78.3 14.6


Q5 現在の収入
公的年金（厚生・共済・国民年金等） 31.2 24.3 20.9 15.4 53.8 44.4 29.3


N [292 ] [383 ] [369 ] [26 ] [13 ] [198 ] [1095 ]
[ N=1095を100%とする内訳 ] 26.7 35.0 33.7 2.4 1.2 18.1 100.0


計


 


 


 


被保険者期間と平均標準報酬月額・実期間に関しては年金改定通知書には記載されて


いない情報である。しかし、それらの情報が記載されているその他の二通知書を利用し


ていたとしても非回答率は 3－7 割に上り、年金額の非回答率の高さが目立っている。 
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３. 就業率に関する既存統計との比較 
本章では、高年齢就業者の分析が中心であるため、就業率にかんして他の既存統計と


比較した。具体的には「所得再分配調査（2002 年）」および「高年齢者就業実態調査（2004
年）」である。両調査とも全国を対象としていること、調査年次がずれていることなど、


「年金受給者調査」との厳密な比較は難しい。しかし、少なくとも大まかな傾向をつか


むには適当であろう。 
「所得再分配調査（2002 年）」と比較すると、「年金受給者調査」は各年齢階級とも男


性で 20％ポイントほど就業率が低い。就業者サンプルは少ないので留保が必要であるが、


女性の方が乖離は小さい。さらに「高年齢者就業実態調査（2004 年）」の 55 歳当時雇用


者の就業率と比較しても男性 60－64 歳で 32％ポイント、65－69 歳で 23％ポイントほ


ど就業率が低い。こちらは女性に関しては各々18％ポイント、17％ポイントの乖離があ


る。 
 


〔表 4〕既存調査との就業率の比較 


55歳当時
雇用者


男性
年金受給
者調査
(2006)


[就業者サン
プル数]


所得再分
配調査
（2002）


高年齢者
就業実態


調査
（2004）


60‐64歳 35.5 [92 ] 56.6 67.5
65‐69 23.2 [64 ] 43.5 45.8
70-74 14.5 [32 ] 30.4 n.a.


女性


60‐64歳 37.3 [31 ] 35.1 55.6
65‐69 16.2 [11 ] 20.3 33.8
70-74 10.3 [3 ] 14.1 n.a.


男女計


60‐64歳 36.0 [123 ] 46.8 61.4
65‐69 21.8 [75 ] 34.0 38.8
70-74 14.1 [35 ] 23.4 n.a.


厚生年金受給者


 


出典：山田（2005）、厚生労働省（2005）『高年齢者就業実態調査報告』に基づく筆者


推計。 
 
以上の比較から、調査対象地域、年次の相違があるが、既存統計と比較すると、「年金


受給者調査」の就業率は厚生年金受給者全体の平均と比較してかなり低いことが示唆さ


れる。 
 
 


４. 就労所得の非回答率 
就労所得の非回答率に関しては表 5 の通りである。60－64 歳の就業者の中、就労所得


（勤め先からの給与および経営している事業収入）に回答してない者の割合は 14％（7
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人に 1 人が非回答）である。年齢階層が高くなると非回答率も高くなり、70－74 歳では


34％（3 人に 1 人が非回答）となっている。 
 


〔表 5〕就労所得の非回答率 


60-64 65－69 70－74歳 計


就業率（Q1.公的年金受給者） 35.4 21.7 13.1 24.0
就労所得非回答率（就業者＝100%） 14.0 23.3 34.1 20.2


[ 就労所得回答サンプル数 ] [117] [66] [27] [210]  


 


 


III. 「年金受給者調査」における高年齢就業者 


本節では高年齢就業者が在職老齢年金に対してどのように就労調整を行っているか分


析する前に現行の在職老齢年金制度の概要および「年金受給者調査」における高年齢就


業者の就労形態と在職老齢年金等の適用状況について確認する。 
 


１. 高年齢就業者の就労形態 
前節で見たように「年金受給者調査」は、他の既存統計より就業率が低い可能性の高


いことを留保した上で、その就労形態に注目する。 
まず、現在の仕事であるが、各年齢階級で も比率が高いのはパート・アルバイトで


ある。二番目に高いのは 60－69 歳で嘱託あるいは 70－74 歳では自営業主・自営業とな


っている。正規職員・従業員は多くなく、60－64 歳で 15%である。 
 


〔表 6〕現在の仕事（各年齢階級＝100%） 


60-64 65－69 70－74歳 計
自営業主・自由業 6 14 24
家族従業 1 2 5
正規職員・従業員 15 10 2 11
パート・アルバイト 40 28 27 34
嘱託 23 22 10 20
派遣社員 2 4 2
その他雇用者 9 11 10
会社・団体役員 4 9 20
内職 0 0 0
その他 0 0 0


100 100 100 100
N [127] [81] [41] [249]


12
2


3
10
8
0
0


 


次に現在の仕事の職種についてみてみるといずれの年齢層でも販売・サービス職の割


合が 3 割程度と、 も高い比率となっている。 
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〔表 7〕現在の仕事の職種（各年齢階級＝100%） 


60-64 65－69 70－74歳 計
管理職（課長職以上） 5 10 23
専門職 4 5 8
技術職 10 13 8 11
事務職 15 9 5
販売・サービス職 31 37 26 32
技能工・労務職 16 9 8
農林漁業作業者 1 4 8
保安職 10 4 8
運輸・通信職 6 6 3
その他 2 3 5


100 100 100 100
N [128] [78] [39] [245]


9
5


11


12
3
8
6
3


 


 
現在の仕事の従業員規模に関しては、中小規模の会社に勤めるサンプルが多く、100


人未満規模が半数以上を占めている。 
 


〔表 8〕現在の仕事の従業員規模（各年齢階級＝100%） 


60-64 65－69 70－74歳 計
5人未満 15 25 38 22
5－29人 22 20 22 21
30－99人 15 12 11 13
100－299人 20 20 11 19
300－999人 11 11 14 11
1000人以上 13 7 5
官公庁 5 5 0


100 100 100 100
N [123] [75] [37] [235]


10
4


 


 


現在の仕事の雇用契約期間であるが、期間の定めなしが も高い比率で半分以上を占


めているが、1 年以内もその次に多くなっている。60－64 歳で 40%が、65－69 歳では


36%が 1 年以内の雇用契約期間を結んでいる。 
 


〔表 9〕現在の仕事の雇用契約期間（各年齢階級＝100%） 


60-64 65－69 70－74歳 計
2ヶ月以内 3 3 0
半年以内 9 8 5
1年以内 28 25 14 25
1年以上2年未満 2 4 5
2年以上 14 7 8
雇用期間の定めなし 45 53 68 51


100 100 100 100
N [127] [75] [37] [239]


3
8


3
11
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２. 在職老齢年金制度の仕組み 
周知の通り、在職老齢年金制度は低い水準の年金を補うため賃金を得ると年金が全面


的に支給停止される問題を解決するために 40 年前に導入された。その後、制度適用対象


となる年齢階級を変え、さらに制度の就労抑制的な面を改善しつつ今日に至っている。 
国際的にみた日本の在職老齢年金制度は、厚生年金保険料を支払いながら（2007 年 4


月以降導入される 70 歳以上の在職老齢年金を除く）、部分的あるいは全面的に支給停止


された厚生年金を受けとるという、保険料徴収と年金給付が同時に行われるという点で


ユニークな制度である。 
2007 年 3 月時点において、在職老齢年金制度は年齢層（60－64 歳と 65－69 歳）に


よって異なる。 
まず 60－64 歳の在職老齢年金であるが、対象は賃金月額（総報酬月額相当額）と老


齢厚生年金月額の合計額が 28 万円を超える場合である。その場合、図表 X－10 のよう


賃金月額と老齢厚生年金月額の組み合わせにより 4 つに場合分けされ、各々の計算式に


従って停止基準額が決められる。 
なお 60－64 歳では生年月日により特別支給の老齢厚生年金を受給する期間および部


分年金（報酬比例部分のみ）を受給する期間の二種類がある。特別支給の老齢厚生年金


を受給する期間については報酬比例部分と定額部分の合計額が、部分年金を受給してい


る期間は報酬比例部分のみの額が支給停止の対象となる。 
加給年金は停止の対象とならない。ただし、報酬比例＋定額の一部でも支給されれば


加給年金は全額支給されるが、報酬比例＋定額の全部が支給停止になれば加給年金も全


額支給停止される14。 
 


〔表 10〕60－64 歳在職老齢年金制度の停止基準額（月額）の計算 


 賃金≦48 万円 賃金＞48 万円 


年金≦28 万円 (賃金＋年金－28)×1/2 (48＋年金－28)×1/2＋(賃金－48) 


年金＞28 万円 賃金×1/2 (48×1/2) ＋ (賃金－48) 


 
注：マクロ経済スライドにより、28 万円と 48 万円は毎年度改定される。なお、60－64 歳の在老算式中の 28 万円を


「支給停止調整開始額」、同じく４８万円を「支給停止調整変更額」という。また後述される 65－69 歳の在老算式中


の 48 万円を「支給停止調整額」という。「支給停止調整開始額」については、再評価率によって毎年度見直しされ


る。「支給停止調整変更額」及び「支給停止調整額」は、物価変動率と名目手取賃金変動率により毎年度見直さ


れる。 


 


2002 年 4 月 1 日に施行された 65－69 歳の在職老齢年金制度の対象となるのは 1937
年 4 月 2 日以降に生まれた人（以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人）で、賃金月


額（総報酬月額相当額）と老齢厚生年金月額の合計額が 48 万円を超える場合である。そ


の場合、表 11 の式によって停止基準額は求められる。 
65－69 歳では、60－64 歳の在職老齢年金と異なり、一部支給停止の対象は老齢厚生


                                                  
14 部分年金の場合も加給年金の扱いは同じである。 


 42 







年金のみで、老齢基礎年金・経過的加算は全額支給される。加給年金の扱いは 60－64
歳の在職老齢年金と同じである。 


 
〔表 11〕65－69 歳在職老齢年金制度の停止基準額（月額）の計算 


 


（賃金＋年金－48）×1/2 


 


2007 年 4 月より 70 歳以上を対象とした新たな在職老齢年金制度が施行される。対象


となるのは 2007 年 4 月 1 日時点で 70 歳に達する人（1937 年 4 月 2 日以後生まれ）で


ある。停止額の計算方法は、65－69 歳と同じであるが 70 歳以上は厚生年金の被保険者


とはならないため、厚生年金保険料負担はない。 
以上が在職老齢年金制度の仕組みであるが、厚生年金に適用されていない事業所で働


く場合や、非常勤の役員やパート等、正社員の 4 分の 3 以上働いていない場合、適用事


業所で働いていても加入対象からはずれる。 
 


３. 雇用保険との関係 
年金は雇用保険給付を受給することによっても支給停止される。具体的には雇用保険


の基本手当あるいは高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給


付金）を受給することで年金給付額が調整されるが、その調整方法は異なる。 
雇用保険の基本手当を受給している場合には、受給した月について特別支給の老齢厚


生年金は全額支給停止となる。 
高年齢雇用継続給付は雇用保険の期間が 5 年以上ある人が 60 歳到達後の賃金が 60 歳


到達時の賃金に比べ一定率（25%）以上低下した場合に 高で支給対象月の賃金の 15％
15を給付するという一種の賃金補助制度である。支給期間は、 長で再就職後 2 年間で


ある。 


                                                 


60 歳到達後の賃金が 60 歳到達時の賃金に比べ 61％未満の場合には標準報酬月額の


6％が支給停止される。61－75%未満の場合には高年齢雇用継続給付の給付率の減少にあ


わせて年金支給停止率も 6％から逓減した割合で支給停止される。また支給対象月の賃


金と高年齢雇用継続給付の合計が約 35 万円を超える場合は高年齢雇用継続給付も減額


されるため、年金の支給停止額もあわせて減額される。 
 


４. 高年齢就業者における在職老齢年金等の適用状況 
「年金受給者調査」における高年齢就業者の在職老齢年金制度の適用状況についてみ


 
15 賃金が 60 歳到達時の賃金に比べ 61％未満の場合には 15％、61－75%の間なら 15％から逓減した比率の額が


給付される。 
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ていこう。「年金受給者調査」では、支給停止額一般（加給年金の支給停止を含む）と在


職老齢年金制度による支給停止、厚生年金保険料の支払いという 3 つの側面から在職老


齢年金制度の適用状況について把握可能である。またこの 3 つの側面に関する質問項目


をクロス集計することで回答の正確さを把握することも可能である。 
60－64 歳において公的年金・賃金収入がある本人で厚生年金保険料の支払いあるいは


在職による支給停止額により、在職老齢年金制度が適用されていることが確認されるの


は、35%である（灰色と下線の 4 つの数字の合計）。逆に言えば、65%は公的年金・賃金


収入があるにもかかわらず、在職老齢年金制度適用を確認できない。 
 


〔表 12〕60－64 歳の在職老齢年金制度の適用状況 


（公的年金・賃金収入あり＝100%） 


SQ5-2　月額厚生年金保険料
記入なし 記入あり


Q3（イ）厚生年金・支給停止額 なし 無回答 あり なし 無回答 あり
記入なし 52.7 3.6 1.8 0.0 0.0 5.5
記入あり 8.2 0.0 3.6 0.0 0.0 24.5


SQ5-3　在職による支給停止額
記入なし 記入あり


Q3（イ）厚生年金・支給停止額 なし 無回答 あり なし 無回答 あり
記入なし 52.7 3.6 4.5 0.0 0.0 2.7
記入あり 8.2 0.0 3.6 0.0 0.0 24.5


60－64歳（N=110）
SQ5-1 在職による支給停止有無 SQ5-1 在職による支給停止有無


SQ5-1 在職による支給停止有無 SQ5-1 在職による支給停止有無
60－64歳（N=110）


 


 
回答の正確性についてであるが、基本的に矛盾が存在すると考えられるのは、表 12


および 13 の灰色の部分の数字である。すなわち、在職による支給停止「あり」と回答（副


問 5‐2、5－3）しているにもかかわらず、厚生年金・支給停止額が非回答（Q3（イ）


で記入なし）である者である。そのようなサンプルは、60－64 歳で 0～2％、65－69 歳


で 5～9％のみである。 
 


〔表 13〕65－69 歳の在職老齢年金制度の適用状況 


（公的年金・賃金収入あり＝100%） 


SQ5-2　月額厚生年金保険料
記入なし 記入あり


Q3（イ）厚生年金・支給停止額 なし 無回答 あり なし 無回答 あり
記入なし 65.5 5.2 0.0 0.0 0.0 10.3
記入あり 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8


SQ5-3　在職による支給停止額
記入なし 記入あり


Q3（イ）厚生年金・支給停止額 なし 無回答 あり なし 無回答 あり
記入なし 65.5 5.2 8.6 0.0 0.0 1.7
記入あり 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8


65－69歳（N=58）
SQ5-1 在職による支給停止有無 SQ5-1 在職による支給停止有無


65－69歳（N=58）
SQ5-1 在職による支給停止有無 SQ5-1 在職による支給停止有無
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同様に 65－69 歳において公的年金・賃金収入がある本人で厚生年金保険料の支払い


あるいは在職による支給停止額により、在職老齢年金制度が適用されていることが確認


されるのは、24%である（図表 13 の灰色と下線の 4 つの数字の合計）。 
回答に矛盾があるサンプルは、在職による支給停止額（パネル下段の灰色の数字）に


のみ見られる。 
なお、高年齢就業継続給付を受給している比率は、60－65 歳の公的年金・賃金ともに


ある者の中の 7％である。 
 


IV. 高年齢就業者における厚生年金保険料納付回避行動 


先にも述べたように、相対的に高い賃金収入を得ていたとしても厚生年金に適用され


ていない事業所で働く場合や、非常勤の役員やパート等、正社員の 4 分の 3 以上働いて


いない場合、適用事業所で働いていても、加入対象からはずれ、在職老齢年金制度によ


る支給停止および厚生年金保険料の支払いを免れることが可能である。表 6 でみたよう


に「年金受給者調査」において就業者の中、正規職員・正規従業員であるのは 60－64
歳で 15%、65－69 歳では 10%である。つまり大半の就業者は潜在的に厚生年金保険料


納付（あるいは在職老齢年金制度）を回避できる余地をもっていることになる。 
この節では実際にどれほどの人がどのような就労調整を行っているのか、「年金受給者


調査」に基づき様々な角度からみてみよう。 
 


１. 厚生年金保険適用を意識した就労調整の有無 
まず、公的年金・賃金収入がある人の中、厚生年金等を考慮して自分で働き方を調整


しているかであるが 4 割が就労調整をしている。ただし、純粋に自分の希望で就労調整


を行っているのはその中の 4 分の 1 ほど（公的年金・賃金収入がある人全体からすると


1 割）であり、残りの 4 分の 3 が会社提示のコース選択あるいは会社による就労調整で、


純粋に自分の希望で就労調整を行っていない者が大半である。 
 


〔表 14〕厚生年金等の考慮による就労調整 


（公的年金・賃金収入あり＝100%） 


60-64 65－69歳 計
自分の希望で労働時間調整 7 2
自分の希望で労働日数調整 3 10
会社提示のコース選択 20 19 19
会社による就労調整 11 2 9
雇用調整なし（厚生年金非加入） 25 14 22
雇用調整なし（厚生年金加入） 33 52 40


100 100 100
N [87] [42] [129]


5
5
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さらにサンプル数は限られるが、自分の希望による就労調整者および会社提示のコー


ス選択による就労調整者に限り、就労調整の基準についてみるとそもそも長時間労働を


希望しないという者が も多く 3 割程度いる。ただし、次に多いのが厚生年金保険料を


基準とする就労調整者で、60－64 歳で 27％、65－69 歳で 25％存在している。 
 


〔表 15〕就労調整の基準 


（公的年金・賃金収入あり・自分の希望およびコース選択による就労調整者＝100%） 


60-64 65－69歳 計
厚生年金保険料 27 25 26
税制上の扶養控除 8 25
家族の扶養手当 0 0
家族の健康保険の扶養 12 8 11
雇用保険料 0 8
所得税の非課税限度額 15 8 13
長時間労働希望せず 35 25 32
その他 4 0


100 100 100
N [26] [12] [38]


13
0


3


3


 


 


従来からの研究では、先験的に高年齢就業者本人が労働供給を調整するものとしてい


るが（いわゆる主体均衡の分析枠組）、「年金受給者調査」に基づけば会社側による（労


働需要側による）就労調整の影響も一定の範囲に及んでいることが示唆された。 
さて就労調整している人の実際と希望の週労働時間を比較してみよう。就労調整して


いる人の実際の週労働時間は 20 時間以上 30 時間未満が 4 割以上とその区間に も集中


している。しかし、希望する週労働時間をみると同じ区間に も集中しているがその比


率は 10％ポイント低く、30 時間以上 40 時間未満の区間が 10％ポイント以上高くなっ


ている。すなわち正社員の 4 分の 3 基準である 30 時間を境にして実際と希望する週労


働時間が食い違っている。 
 


〔図 1〕就労調整している人の週労働時間（N=62） 
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同様に就労調整していない人の週労働時間と比較すると、その特徴はいっそう明らか
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になる。就労調整をしていない人の週労働時間の分布は実際と希望で、就労調整してい


る人と比較してそれほど変わらない。モード（ 頻値）である 40 時間以上 50 時間未満


も 5％ポイントのほどの差しかない。 
 


〔図 2〕就労調整していない人の週労働時間（N=112） 
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２. 厚生年金保険適用の適正性 
次に厚生年金保険適用の適正性についてみてみよう。これは別の言い方をすれば、在


職老齢年金制度へ本来適用されるべき人で実際には適用されていない人がどれくらい存


在しているかということに他ならない。 
在職老齢年金制度の適用有無と週労働時間を「年金受給者調査」でみると（図 3）、本


来、厚生年金保険に加入すべき 30 時間以上の雇用者（賃金労働者）が一定割合存在する


ことがわかる。60－64 歳では在老非適用者（0 で示される左パネル）の週労働時間分布


は、在老適用者（1 で示される右パネル）と比較すると低い方に偏っており、モードは


20 時間以上 30 時間未満のところにあり、この区間に 35％の在老非適用者が集中してい


る。しかし、週労働時間 30 時間以上である在老非適用者は半分弱（45％）存在してい


る。なお、週労働時間が 30 時間未満の在老適用者、すなわち本来なら在老非適用の可能


性のあるサンプルは 10％強しかいない。 
 
 


〔図 3〕在職老齢年金制度の適用有無と週労働時間分布 


（適用・非適用賃金労働者計＝100％、年齢階級別、適用＝１、非適用＝0） 


【60－64 歳：N=116、中 37％適用】     【65－69 歳：N=64、中 25％適用】 
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同様にサンプルは少ないことに留保する必要があるが、65－69 歳においても在老非適


用者の週労働時間分布は 20 時間以上 30 時間未満の区間に 35％が集中している。そして


週労働時間の観点から在職老齢年金制度に適用される可能性のある週労働時間 30 時間


以上のサンプルは、在老非適用者の 4 割ほど存在している。 
厚生年金の 20 時間以上 30 時間未満への適用拡大は、「年金受給者調査」に基づく限


りでは、かなり有効に非適用者を新たな適用対象者として捕捉することが期待されるが、


それ以前に 30 時間以上就労している人の適用漏れを防ぐこともまた重要な課題といえ


よう。 
もちろん在老非適用者の適用漏れを防いだとしても、賃金額・老齢厚生年金額の合計


額が 60－64 歳の場合 28 万円、65－69 歳の場合 48 万円以下であれば、支給停止は行わ


れない。したがって、さらにどれほどの割合の在老非適用者が潜在的に支給停止となる


のかみてみよう。 
60－64 歳の賃金労働者を 100％とすると、約 6 割が在老非適用者である。その中、賃


金額と老齢厚生年金額の合計が 28 万円を超えるのは約 3 分の 1 である。すなわち実際


に支給停止を免れているのは 60－64 歳の賃金労働者の約 2 割ということになる。 
同様にサンプルが小さいことに留意しながら 65－69 歳をみると、賃金労働者の 4 分


の 3 が在老非適用である。そしてその中の約 6 分の 1、すなわち同年齢階級の賃金労働


者の 7 人に一人は、賃金額と老齢厚生年金額の合計が 48 万円を超えている。 
 


〔表 16〕在職老齢年金制度の適用有無と賃金額・老齢厚生年金額 （賃金労働者＝100％、年齢階級


別） 


60-64歳 [N] 65－69歳 [N]
在職老齢年金　適用 37 [43] 25 [16]
在職老齢年金　非適用 63 [73] 75 [48]


p + w > 28/48万円 21 [24] 14 [9]
p < 28万円 &  w < 48万円 15 [17] .. ..
p > 28万円 &  w < 48万円 1 [1] .. ..
p < 28万円 &  w > 48万円 1 [1] .. ..
p > 28万円 &  w > 48万円 4 [5] .. ..


100 [116] 100 [64]  
注：「p」は受給中の老齢厚生年金月額、「w」は賃金月額を表す。 
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興味深いことに、60 歳以降も厚生年金保険料を支払っている場合、60 歳以降の賃金


が現役時より大幅に低かったとしても、将来の年金額に必ず反映される（増額される）


ことを知っているかどうか問う質問（Q18）に関し、在老非適用者が知っている比率は、


在老適用者と比較して 2 割ほど低くなっている。 
 


〔表 17〕在職老齢年金適用の場合の将来年金額への反映についての知識 


賃金労働者
60－64歳 65－69歳


在老非適用 適用 在老非適用 適用
はい 48 63 48 69
いいえ 40 33 33 31
無回答 12 5 19 0


100 100 100 100
N [73] [43] [48] [16]  


 


３. 厚生年金保険のパート等への適用拡大に対する就労調整の可能性 
前節でみたように、「年金受給者調査」に基づけば、60－69 歳の在老非適用者（かつ


賃金労働者）の35％が週労働時間20時間以上30時間未満の区間に集中している。もし、


20 時間以上のパート等へ厚生年金保険の適用拡大する場合、これらの人々はどのように


反応するだろうか。 
適用拡大に関する可否についてみると、非就労者を含めた 60－64 歳では適用拡大に


反対するのは 15％で、およそ半分の人は適用拡大に賛成している。65－69 歳では適用


拡大の賛成者は 6 割で、反対者は 1 割ほどである。 
もっとも、現在、賃金労働者で在老非適用である者の適用拡大に対する反対者の比率


は高くなっており、両年齢階級とも 3 割ほどが適用拡大に反対している。 
 


〔表 18〕パート等への厚生年金の適用拡大への可否（%） 


就労者
　60-64歳 賃金労働者 その他の 非就労者 計


在老非適用 適用 労働者
引退後の年金受給額が高くなるので賛成 41 53 43 57 53
新たに保険料負担が生じるので反対 25 19 9 12 15
よくわからない 21 14 17 24 22
その他 5 7 9 4
無回答 8 7 22 3


100 100 100 100 100
N [73] [43] [23] [261] [400]


5
5
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就労者
　65-69歳 賃金労働者 その他の 非就労者 計


在老非適用 適用 労働者
引退後の年金受給額が高くなるので賛成 52 75 36 60 58
新たに保険料負担が生じるので反対 27 6 9 8
よくわからない 13 6 27 23 21
その他 6 0 0 4
無回答 2 13 27 6


100 100 100 100 100
N [48] [16] [22] [311] [397]


10


4
7


 


 
それでは実際にパート等へ厚生年金が適用拡大された場合、どのように対応するのか


みてみよう（表 19）。 
適用拡大に伴い労働時間を現在より減らすと回答しているのは、在老非適用者の 60－


64 歳で 16％、65－69 歳で 13％である。労働時間を変えないと回答しているのは在老適


用者の 60－64 歳で 41％、65－69 歳で 63％、さらに労働時間を現在より増やすとして


いるのは 60－64 歳で 12％、65－69 歳で 4％である。すでに在職老齢年金の適用を受け


ている 60－64 歳で労働時間を減らすと回答している比率が 23％とやや高いが、それで


も 60 歳台全体で半分以上に適用拡大の負の影響はないものとみられる。 
 


〔表 19〕パート等への厚生年金の適用拡大への対応（Q17） 


賃金労働者
60－64歳 65－69歳


在老非適用 適用 在老非適用 適用
労働時間を現在よりも減らす 16 23 13 13
労働時間を現在よりも増やす 12 9 4 0
労働時間を変えるつもりはない 41 42 63 44
わからない 25 16 8 38
無回答 5 9 13


100 100 100 100
N [73] [43] [48] [16]


6


 


 


さらに 2007 年 4 月以降に 70 歳になる人に既に適用が予定されている在職老齢年金制


度であるが、大半の者がそのころまでに引退するつもりと回答しているとはいえ、労働


時間を現在よりも減らすと回答しているのは在老の適用の有無にかかわらず 1 割程度で


あり、「年金受給者調査」に基づく限りにおいては、現在の高齢者に対する影響はそれほ


ど大きくないものと予想される。 
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〔表 20〕70 歳以上の在職老齢年金の導入（Q19） 


賃金労働者
60－64歳 65－69歳


在老非適用 適用 在老非適用 適用
労働時間を現在よりも減らす 8 7 10 13
労働時間を現在よりも増やす 0 0 0 0
労働時間を変えるつもりはない 22 21 25 19
その頃には引退するつもり 47 40 42 44
わからない 11 19 10 19
無回答 12 14 13 6


100 100 100 100
N [73] [43] [48] [16]  


 


V. 結びにかえて 


労働力全体に占める高年齢就業者の比率が高まるにつれ、在職老齢年金制度の適用回


避行動も、国民年金未納や非典型雇用者の厚生年金未納と同様、今後クローズアップさ


れてくるだろう。 
本稿ではそうした問題意識の下、本プロジェクトで独自に実施した「年金受給者調査」


を用い、高年齢就業者における意図的な在職老齢年金からの適用回避行動の広がり、在


職老齢年金制度適用の適正性、およびパート等への厚生年金適用拡大に対する高年齢就


業者の就労調整の可能性という 3 つの視点から分析した。 
「年金受給者調査」によれば、公的年金・賃金収入がある人の中、厚生年金等を考慮


して 4 割の高年齢就業者が実際に就労調整をしている。ただし、その中の 4 分の 3 が会


社提示のコース選択あるいは会社による就労調整で、労働者の本人の意思で就労調整を


行っていない者が大半である。労働者本人の意思で就労調整を行っていても、就労調整


の理由で厚生年金保険料を挙げているのは、就労調整者の 4 分の 1 である。就労調整者


の大半は長時間労働を避けることを理由としている。 
さらに就労調整している人の4割が週労働時間は20時間以上30時間未満である一方、


在老非適用でかつ週労働時間 30 時間以上である者も半分弱（45％）存在している。こ


の結果に基づく限り、厚生年金の 20 時間以上 30 時間未満への適用拡大は、かなり有効


に非適用者を新たな適用対象者として捕捉することが期待される。しかし、それ以前に


30 時間以上就労している人で発生している在老適用漏れ（60－64 歳で 2 割、65－69 歳


で 1 割存在）を防ぐこともまた重要な課題といえよう。 
より短時間のパート等への厚生年金保険の適用拡大に関する可否についてみると、大


半は賛成であり反対は 1 割ほどにすぎない。また、就労調整にかんし多くの場合適用拡


大の負の影響はないものとみられる。 
もちろん本章が基づいている「年金受給者調査」の代表性にかんしては、大阪府・宮


城県・北海道の 3 道府県の厚生年金受給者団体の会員ということ、就業率が既存統計と


比較して 大で 20％ポイントほど低いということについて、留保が必要である。 
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第4章 高齢者雇用の観点から見た就業形態の多様化


と年金16 
  


福山 圭一 
溝端 幹雄 


I. はじめに 


2006 年 12 月に国立社会保障人口問題研究所から新しい人口推計が公表された。それ


以前の 2002 年 1 月推計と比較しても、わが国が一段と急速に超高齢社会に向かってい


る様子が明らかになっている。 
新人口推計によれば、これからわが国は人口減少時代に入り、2055 年の総人口は、中


位推計で 8,993 万人と現在の約 7 割になると予測されている。15 歳以上 65 歳未満の生


産年齢人口は 50 年間の平均で毎年年率 1.2％ずつ減少し、一方、65 歳以上の高齢人口は


平均年率 0.7％ずつ増加すると見込まれている。この結果、現在は高齢者 1 人に対し若


者 3.3 人であるのが、2055 年には高齢者 1 人に対し若者は 1.3 人になることになる17。 
このような数値だけを見ると、わが国の将来は老人ばかりで若者が少なく、社会全体


としては活力が衰えた暗鬱なものになると映るかもしれない。しかし一方で、わが国の


高齢者が極めて「元気」であることにも注意が払われるべきである。わが国の平均寿命


は世界の 上位の水準にあるが、これは更に伸びると見込まれている。新人口推計（死


亡率中位）では、2055 年の平均寿命は男子で 83.67 歳、女子で 90.34 歳になると想定さ


れている。これは現在18よりも男子で 5.14 年、女子で 4.85 年延びることを意味する。ま


た、WHOの発表する「健康寿命」でもわが国が世界で第 1 位にあることも良く知られ


ている。このような「マクロ」の数値だけでなく、特定の集団を追跡調査したデータで


は、 近高齢者の身体機能が指標によっては 4 年から 11 年も「若返り」をしていること


が示されている19。 
かつてわが国では「定年年齢」といえば 55 歳であったが、その後 60 歳が一般的にな


り、今では 65 歳までの継続雇用が通常になっている。更に、 近は「70 歳まで働ける


企業」の普及促進が実際の政策課題になっている。このように年齢だけで見るのではな


く人間の側も変化していくことに留意することが必要である。また同時に、個人差にも


考慮が必要である。60 歳台でも長期間の闘病生活を余儀なくされたり介護が必要な人も


多い。「高齢者」の一般的定義は「年齢が 65 歳以上の者」であり、年金の支給開始年齢


                                                  
16 本稿は、本文を福山が、シミュレーションの一部を溝端が担当した。 
17 この推計はこれまでの少子高齢化の動向をもとにした中立客観的な見込みで、ほぼ 5 年ごとに改定され


てきている。今後一段と充実されるであろう少子化対策などの政策効果は織り込まれておらず、その点から


すれば将来を確定的に示すものとまではいえない。しかし、人口変動は通常極めて緩やかなものであること


から、今後わが国が世界に類を見ない超高齢社会を迎えるという事実はゆるがない。 
18 厚生労働省『平成 17 年簡易生命表』 
19 鈴木・權（2006）。 
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も 65 歳が原則であるが、年齢だけで一律に考えるのではなく、個々の状況は千差万別で


あることを忘れるべきでない。 
そのことを踏まえたうえで年金について考える場合、平均的には高齢者が元気になっ


ているのであれば、働くことが可能な高齢者には就業の形で世の中に貢献してもらい、


高齢者も支える年金にしていく必要があるのではないだろうか。賦課方式の年金は、単


純化して言えば、若者が働いて高齢者を養う、というものである。しかし、超高齢社会


では高齢者も働ける人は支え手としての役割を果たしていくことで、年金制度の持続性


はより強固に確保されることになるものと考えられる。 
そのためには、高齢者の雇用促進を図ると同時に、それが年金財政へ貢献するか又は


少なくとも中立的であることが求められるであろう。また、多様な個人差に着目すると、


支える側と支えられる側を截然と区分して考えるのではなく、支えられながら支える人


もいるという状態を自然なものとして是認することも同時に必要であると考えられる。 
本稿では、高齢者の就業についての現状を確認するとともに、かかる観点に立って、


年金制度として考えられる幾つかの選択肢を提示し、検討を試みることとする。 
 


II. 年金受給者アンケートによる高齢者就業の現状 


それでは、高齢者の就業の状況や意識はどうなっているであろうか。以下ではその現


状を年金受給者に対するアンケート調査の結果で確認することとしたい。 
高齢者の就業は今後のわが国の年金制度に対し重要な要因になるとの認識の下、本調


査研究の一環として、厚生年金受給者に対するアンケート調査を実施した。調査の概要


などは本報告書に別途記述されているので、以下では調査結果のうち本章の記述に関係


する幾つか特定の事項について概観することとする。 
 


１. 仕事についている人たちの状況 
まず、本アンケート調査の対象になった厚生年金受給者のうち、収入の伴う仕事につ


いていると回答した者の割合は 23.3％であった。年齢階級別には第 1 表のとおりであっ


た。年齢が高くなるほど仕事から離れる者の割合が増えるという常識的な傾向が現れて


いる。 
〔第 1 表〕 年齢 5 歳階級別、就業者の割合（％） 


60―64 歳 34.5 
65―69 歳 21.6 
70 歳― 12.5 
不詳 19.6 
総数 23.3 
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仕事についていると答えた人たちの就業形態の内訳は第 2 表のとおりであった。企業


に勤めていると考えることができるものの割合は、会社、団体の役員を含め、73.9％で


あり、中でも「パート・アルバイト」が 33.3％と も多かった。年齢階級別にみると、


雇用される者は年齢とともに割合が減り、代わって自営業、自由業が増える傾向がある。


また、「嘱託」というのは高齢者特有の就業形態であると考えられるが、1 週間の勤務時


間は正規社員とほとんど変わらない（第 3 表）。なお、嘱託は 70 歳以上になると大きく


減ることも特徴的である。 
 


〔第 2 表〕 年齢 5 歳階級別、就業者の就業形態の割合（％） 


自営業主、


自由業


家族従業


（家業など


の手伝い）


正規職員・


正規従業


員


パート・ア


ルバイト


嘱託 人材派遣


企業の派


遣社員


その他の


雇用者


会社・団体


などの役


員


家庭での


内職


その他 総計


60-64 5 .8 0 .7 14 .4 36 .7 20 .9 2 .2 7 .9 3 .6 0 7 .9 100


65-69 12 .8 2 .3 9 .3 26 .7 20 .9 3 .5 10 .5 8 .1 0 5 .8 100


70- 23 .8 4 .8 2 .4 28 .6 9 .5 2 .4 9 .5 19 0 0 100


不詳 0 11 .1 0 66 .7 0 0 11 .1 0 11 .1 0 100


合計 10.5 2 .2 10 .5 33 .3 18 .5 2 .5 9 .1 7 .2 0 .4 5 .8 100


 
 


〔第 3 表〕 就業形態別、1 週間の就業時間数（時間） 
 


自営業主、


自由業


家族従業（家


業などの手


伝い）


正規職員・正


規従業員


パート・アル


バイト


嘱託 人材派遣企


業の派遣社


員


その他の雇


用者


会社・団体な


どの役員


その他 総計


28.0 24 .0 37 .3 23 .9 36 .9 25 .2 26 .2 34 .0 35 .0 29 .6


 
 


図表○を見ると、現在働いている人たちの週当たりの就業時間は平均 29.6 時間、月当


たりの就業日数は平均 17.8 日であった。今回のアンケート調査では 60 歳台前半より後


半の方がどちらも幾分多い結果になったが、むしろ、ほとんど変わらないと見るべきな


のかもしれない。 
 
〔第 4 表〕 年齢 5 歳階級別、就業者の週当たり平均就業時間と月当たり平均就業日


数 
 年齢 就業時間 就業日数


60-64 30.2 17.7
65-69 31.6 18.4
70- 25.2 17.5
不詳 15.5 12.4
総計 29.6 17.8
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勤め先からの給与のある人の平均月収は 13 万 9,000 円であった。年齢階級別に見る


と、60－64 歳で 14 万 1,000 円、65－69 歳で 15 万 1,000 円、70 歳以上で 11 万 7,000
円、年齢不詳が 5 万円であった。 


また、在職老齢年金による支給停止をされていると答えた人は、会社、団体の役員を


含め企業に勤めていると考えられる者の 26.8％であり、支給停止額の平均額は月額 6 万


6,500 円であった。 
 


年齢層


適当な仕
事がみつ
からなかっ
た


請負や内
職の仕事
の注文がこ
なかった


健康上の
理由


家族の健
康上の理
由（介護な
ど）


家庭の事
情（家事
等）


働いた場合
の年金の
手続きが複
雑だから


仕事以外
のやりたい
ことがあっ
たから


十分な年
収があるの
で、あえて
働く必要が
ないから


もう十分に
働いて、疲
れたから


その他 無回答 総計


60-64 38.7 0.4 13.4 8.4 5.0 1.1 7.3 2.3 16.1 1.5 5.7 100.0


65-69 30.9 0.6 25.1 3.9 3.9 1.0 10.0 1.9 15.1 1.9 5.8 100.0


70- 20.4 0.3 20.8 3.5 4.2 1.4 7.3 2.4 24.2 5.2 10.4 100.0


不詳 16.7 - 27.8 5.6 2.8 2.8 5.6 2.8 8.3 5.6 22.2 100.0


合計 29.2 0.4 20.4 5.1 4.2 1.2 8.1 2.2 18.1 3.0 7.9 100.0


年齢層


適当な仕
事がみつ
かったら


企業・開業
の準備が
整えば


請負や内
職の仕事
の注文がく
るように
なったら


健康が回
復したら


家族の健
康が回復し
たら（介護
など）


家庭の事
情（家事
等）が解消
したら


働いた場合
の年金の
手続きが簡
単になった
ら


その他 無回答 総計


60-64 55.4 0.0 0.6 17.1 8.6 4.0 1.1 4.0 9.1 100.0


65-69 49.8 0.0 1.0 25.6 5.4 3.4 2.0 4.4 8.4 100.0


70- 39.0 0.0 0.7 28.8 4.8 3.4 2.1 6.2 15.1 100.0


不詳 35.0 5.0 0.0 35.0 10.0 5.0 0.0 5.0 5.0 100.0


合計 48.2 0.2 0.7 24.1 6.4 3.7 1.7 4.8 10.3 100.0


２. 仕事についていない人たちの就業意識 
次に、仕事についていない人にその理由を聞いたところ、 も多かったのは、「適当な


仕事が見つからなかった」であった。次に多かったのは、「健康上の理由（介護など）」、


そして、「もう十分に働いて、疲れたから」という順であった。年齢が上がるにつれて、


適当な仕事が見つからないことを理由とするものが減っている。逆に、健康上の理由や


もう十分に働いて疲れたことを理由にするものが増える傾向にある。 
 


〔第 5 表〕 年齢 5 歳階級別、仕事についていない理由（％） 


 
必ずしも自らの意思で仕事についていないのではないと考えられる者（第 5 表の「適


当な仕事が見つからなかった」から「働いた場合の年金の手続きが複雑だったから」ま


でを選んだ回答者）に対し、どのような条件が整ったら再び仕事をするか聞いたところ、


やはり も多かった答えは、「適当な仕事が見つかったら」であったが、年齢とともにこ


れは低下し、代わって、「健康が回復したら」を挙げる者が多くなる傾向にあった。 
 
〔第 6 表〕 年齢 5 歳階級別、やむなく仕事についていない者が再び仕事をする条件


（％） 
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３. 受け取る年金額等の状況 
なお、回答した人本人の公的年金受給額の平均は 17 万 1,000 円であり、これを含め


本人の収入合計額の平均は 23 万 1,000 円であった。また、国民年金（老齢基礎厚生年金）


の繰上げ受給について聞いたところ、有無について回答した人の 19.7％が繰り上げて受


給していた。 
 


（補足） 政府の統計調査による高齢者就業の状況 
前節で見た年金受給者アンケート調査は、既に年金を受給し始め厚生年金受給者協会


に加入している人々についての状況であるので、雇用や就業しているものの割合や就業


に対する意欲などは同年代の高齢者に比較して低い数値を示すことが考えられる。そこ


で、前節の調査結果を補足する観点から、2004 年に厚生労働省により実施された高年齢


者就業実態調査及び総務省により実施されている労働力調査による数値を見ることにす


る。 
 


４. 高年齢者就業実態調査 
高年齢者就業実態調査は、経済社会の構造変化を背景とした労働市場の大きな変化が


雇用構造に与える影響などの実態を把握するため、毎年テーマを変えて実施されている


雇用構造に関する特別調査として厚生労働省によって行われたものである。2004 年調査


のテーマが高齢者就業であった。この調査は、調査対象が 55 歳以上 69 歳以下の者であ


ること、また、調査対象時期は基本的には 2004 年 10 月 1 日であり、年金法改正や高年


齢者雇用安定法改正は成立した後であるが、年金法改正事項の大半はまだ未施行の段階


であり、65 歳までの継続雇用制度なども未実施であったことに注意する必要がある。 
まず、就業、不就業の状況については、各年齢階層における総人口に対する就業者の割


合は、55 歳代後半で 76.0％、60 歳台前半で 55.1％、60 歳台後半で 38.5％であった。い


ずれにおいても男子の方が女子より割合が高いが、男女ともに年齢が高くなるのにした


がって顕著に低下している。 


 
 〔第 7表〕 性、年齢別高年齢者数及び就業状況別高年齢者割合 


       （単位：千人、％）


       


就業者 不就業者 就業希望者 非就業希望者   


性、年齢 高年齢者 
 （９月中に収入


 になる仕事をし


 た者） 


 （９月中に収入


 になる仕事をし


 なかった者） 


 （仕事をしたい 


 と思いながら仕 


 事に就けなかっ 


 た者） 


 （仕事をしたい


 と思わなかった


 者）            


  千人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 


計 計 ［25,635.0］ （100.0） 100.0 58.2 41.8 15.8 26.0 


 57 







 ５５～５９歳 ［ 9,640.0］ （ 37.6） 100.0 76.0 24.0 10.9 13.1 


 ６０～６４歳 ［ 8,652.0］ （ 33.8） 100.0 55.1 44.9 17.9 26.9 


 ６５～６９歳 ［ 7,343.0］ （ 28.6） 100.0 38.5 61.5 19.6 42.0 


男 計 ［12,439.0］ （ 48.5） 100.0 71.5 28.5 14.2 14.2 


 ５５～５９歳 ［ 4,762.0］ （ 18.6） 100.0 90.1 9.9 7.7 2.3 


 ６０～６４歳 ［ 4,193.0］ （ 16.4） 100.0 68.8 31.2 16.1 15.1 


 ６５～６９歳 ［ 3,484.0］ （ 13.6） 100.0 49.5 50.5 21.0 29.6 


女 計 ［13,196.0］ （ 51.5） 100.0 45.6 54.4 17.2 37.2 


 ５５～５９歳 ［ 4,878.0］ （ 19.0） 100.0 62.2 37.8 14.1 23.7 


 ６０～６４歳 ［ 4,459.0］ （ 17.4） 100.0 42.3 57.7 19.7 38.0 


 ６５～６９歳 ［ 3,859.0］ （ 15.1） 100.0 28.5 71.5 18.3 53.2 


 
雇用期間の定めについては、男子で 50 歳台から 60 歳台になると、期間を特に定めな


い割合が大きく低下し、代わって、有期雇用が大きく増えるのが特徴的といえる。男子


ほど顕著ではないが女子についても同様の傾向がある。 
同様に、勤務形態についても、男子で 50 歳台から 60 歳台になると、普通勤務の割合


が大きく低下し、代わって、短期雇用が大きく増えている。女子も同様の傾向があると


はいえ、男子ほどではない。派遣の割合は 60 歳台になると若干増えるが、雇用期間の定


めや勤務形態ほどの大きな変化は見られない。 
 


〔第 8表〕 性、年齢 5 歳階級別、就業者の雇用形態、勤務形態の状況 


       （単位：％）


雇  用  形  態 


性、年齢 雇用者 雇用期間を 


特に定めない


１年を超え 


５年以内 


１ヵ月を超え


１年以内 


１ヵ月以内 


(日雇含む) 
不明 


男  100.0 66.9 13.0 18.5 1.6 - 


55～59 歳  100.0 84.2 9.1 5.8 0.9 - 


60～64 歳  100.0 42.7 20.9 34.2 2.3 - 


65～69 歳  100.0 50.2 11.6 35.8 2.5 - 


女  100.0 68.7 7.7 21.6 2.0 0.1 


55～59 歳  100.0 71.8 5.8 21.0 1.4 - 


60～64 歳  100.0 63.8 10.6 23.0 2.3 0.2 


65～69 歳  100.0 64.7 10.1 20.7 4.2 0.3 
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勤 務 形 態 


      


性、年齢 
普通勤務 短時間勤務 １日の労働  


時間が短い 


勤務日数  


が少ない 


１日の労働時間が


短く勤務日数も少


ない 


不明 


男  81.5 18.5 5.3 8.5 4.7 - 


55～59 歳  95.8 4.2 1.4 2.2 0.5 - 


60～64 歳  68.4 31.6 9.1 14.8 7.7 - 


65～69 歳  52.1 47.9 12.8 20.2 15.0 - 


女  51.4 48.5 23.0 10.6 14.9 0.1 


55～59 歳  57.7 42.3 21.8 8.5 12.0 0.1 


60～64 歳  43.4 56.6 24.7 13.6 18.4 - 


65～69 歳  38.7 61.3 25.4 13.9 22.0 - 


 
就業者の就業理由別内訳を見ると、圧倒的に多いのは経済的理由であり、中でも、自


分と家族の生活を維持するためというのがどの年代層でも過半を占めている。しかし、


この理由は高年代になるほど割合が低下し、代わって、生きがいや社会参加、頼まれた


り時間に余裕があること、健康上の理由などが増えている。 
 


  
〔第 9表〕 性、年齢 5 歳階級別、就業理由別、高年齢就業者割


合 
  


          （単位：％）


        


性、年齢 就業者 
経済上


の理由


自分と


家族の


生活を


維持す


るため 


生活水


準を上


げるた


め 


その


他 
不明


健康上


の理由


(健康に良い


からなど)


い き が


い、社会


参加のた


め 


頼まれた


から、時間


に余裕  


があるか


ら 


その


他 
不明 


男 [71.5] 100.0 79.2 75.0 3.1 0.8 0.2 4.2 6.5 4.8 4.4 0.9 


55～59 歳 [90.1] 100.0 91.7 88.7 2.1 0.7 0.1 0.6 2.4 1.1 3.3 0.9 


60～64 歳 [68.8] 100.0 71.8 67.4 3.6 0.7 0.3 6.3 9.3 6.1 5.5 1.0 


65～69 歳 [49.5] 100.0 60.3 53.9 4.9 1.4 0.1 9.6 11.8 12.1 5.3 0.9 


女 [45.6] 100.0 67.6 57.9 7.5 1.9 0.3 5.1 10.6 8.1 7.6 1.0 


55～59 歳 [62.2] 100.0 72.4 62.7 7.9 1.5 0.3 3.2 9.4 6.5 7.6 0.8 


60～64 歳 [42.3] 100.0 67.1 56.9 7.6 2.2 0.4 5.6 11.3 9.1 5.8 1.0 


65～69 歳 [28.5] 100.0 55.3 46.6 6.0 2.5 0.2 9.3 12.5 10.8 10.8 1.3 
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仕事からの収入については、年齢層が上がるほど平均の収入額は低下するが、ここで


も、男子の 50 歳台から 60 歳台にかけての減少額が大きいことが見て取れる。 
 


〔第 10 表〕 性、年齢 5 歳階級別、仕事からの収入月額 


性、年齢層 平均月収（円）


男 34.1 


55 ～ 59 歳 41.5 


60 ～ 64 歳 28.9 


65 ～ 69 歳 23.3 


女 14.3 


55 ～ 59 歳 15.9 


60 ～ 64 歳 13.1 


65 ～ 69 歳 11.8 


 
主な収入源の状況は、男子は主に自分の収入、女子は主に配偶者の収入で暮らす割合


が圧倒的に高いが、女子の 60 歳台後半で、配偶者の収入に依存する割合が幾分低下し、


自分の収入や子などの収入で暮らす割合が高くなっている。 
 


〔第 11 表〕 性、年齢 5 歳階級別、主な収入源別、高年齢者割合 


       （単位：％）


主 な 収 入 源 


性、年齢 計 
主に自分の


収入で暮ら


している 


主に配偶者


の収入で暮


らしている


主に子、子の  


配偶者の収入  


で暮らしている


その他 不明 


男 100.0 88.6 4.6 2.5 4.0 0.3 


55 ～ 59 歳 100.0 88.3 4.8 1.5 5.2 0.3 


60 ～ 64 歳 100.0 89.1 4.9 1.8 3.9 0.3 


65 ～ 69 歳 100.0 88.6 4.0 4.8 2.4 0.2 


女 100.0 27.0 62.1 6.3 4.2 0.4 


55 ～ 59 歳 100.0 23.4 68.0 3.4 4.8 0.4 


60 ～ 64 歳 100.0 25.1 64.7 5.9 4.2 0.2 


65 ～ 69 歳 100.0 33.6 51.5 10.5 3.4 0.9 


 


５. 労働力調査 
次に、労働力調査は，我が国における就業及び不就業の状態を毎月明らかにすること


を目的として総務省により行われている統計調査である。調査対象は 4 万世帯及びその
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15 歳以上の世帯員（10 万人）である。月次、四半期、年、年度のデータが公開されて


いる。年齢階級別、週間就業時間区分別のデータも農林業・非農林業に分けて集計され


ているが、 高年齢階級は 65 歳以上となっている。 
ほぼフルタイム勤務に近いと考えられる週間就業時間 35 時間以上の非農林業就業者


の状況は第 12 表のとおりである。50 歳代から 60 歳台になるのに伴って人数が半減して


いる。男女別に見ると、各年齢階級で男子は女子の倍以上の就業人数になっている。 
 


〔第 12 表〕  非農林業・週間 35 時間以上勤務者の推移（万人） 


年 次  2001 2002 2003 2004 2005 2006 


計 ５５～６４ 664 679 705 750 778 815 


   ５５～５９ 435 442 465 496 528 570 


   ６０～６４ 230 237 240 253 250 245 


  ６５歳以上 186 186 183 183 187 199 


男 ５５～６４ 469 482 503 533 556 584 


   ５５～５９ 305 313 330 352 376 406 


   ６０～６４ 164 170 172 182 180 178 


  ６５歳以上 131 130 128 128 130 138 


女 ５５～６４ 195 196 203 216 222 231 


   ５５～５９ 129 129 135 144 152 164 


   ６０～６４ 66 67 68 72 69 67 


  ６５歳以上 55 55 55 55 57 60 


 
次に、週間 15 時間～34 時間という短時間勤務者の状況は第 13 表のとおりである。


50 歳代から 60 歳台になってもフルタイム就業者ほどは減少しない。男女別には、男子


の人数はむしろ多くなる一方、女子はほぼ半減近くに低下する。この結果、55～59 歳層


では女子が男子に比べて倍以上の人数であるが、60 歳以上になるとほぼ拮抗する。 
 


〔第 13 表〕  非農林業・週間 15～34 時間勤務者の推移（万人） 


年 次  2001 2002 2003 2004 2005 2006 


計 ５５～６４ 206 213 230 246 262 252 


   ５５～５９ 112 114 127 133 145 142 


   ６０～６４ 95 99 104 113 118 111 


  ６５歳以上 103 106 109 111 117 125 


男 ５５～６４ 83 84 91 95 98 86 


   ５５～５９ 37 36 40 40 42 34 


   ６０～６４ 46 48 51 55 56 52 


  ６５歳以上 62 63 64 64 68 73 
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女 ５５～６４ 123 129 139 152 164 166 


   ５５～５９ 75 78 86 93 103 107 


   ６０～６４ 49 51 53 58 61 59 


  ６５歳以上 41 43 46 47 48 53 


 
週間 15～34時間勤務の短時間勤務者の 15時間以上勤務者に占める割合を見たものが


第 14 表である。これを見ても、先ほどの高年齢者就業実態調査と同様に男子で 50 歳台


から 60 歳台になると短時間勤務の比率が大きく高まっている。また、近年短時間勤務者


の割合がわずかながら漸増傾向にあったが 2006 年には低下しているのは、景気動向を


反映しているものと考えられる。 
 
〔第 14 表〕 非農林業・週間 15～34 時間勤務者の週間 15 時間以上勤務者に占める割合


（％） 


  年 次 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


計 ５５～６４ 23.7 23.9 24.6 24.7 25.2 23.6 


   ５５～５９ 20.5 20.5 21.5 21.1 21.5 19.9 


   ６０～６４ 29.2 29.5 30.2 30.9 32.1 31.2 


  ６５歳以上 35.6 36.3 37.3 37.8 38.5 38.6 


男 ５５～６４ 15.0 14.8 15.3 15.1 15.0 12.8 


   ５５～５９ 10.8 10.3 10.8 10.2 10.0 7.7 


   ６０～６４ 21.9 22.0 22.9 23.2 23.7 22.6 


  ６５歳以上 32.1 32.6 33.3 33.3 34.3 34.6 


女 ５５～６４ 38.7 39.7 40.6 41.3 42.5 41.8 


   ５５～５９ 36.8 37.7 38.9 39.2 40.4 39.5 


   ６０～６４ 42.6 43.2 43.8 44.6 46.9 46.8 


  ６５歳以上 42.7 43.9 45.5 46.1 45.7 46.9 


 


III. 在職老齢年金の問題 


以上、各種データをもとにしながら現在における高齢者雇用の状況を概観した。それ


らを踏まえ、以下では、今後のわが国における人口構成の超高齢化の中にあっても年金


制度の持続性をより強固に確保するために考えられる幾つかの方策を検討することにす


る。 


１. 在職老齢年金制度の変遷 
高齢者雇用を考える場合、在職老齢年金の問題を避けることはできない。2004 年の年


金制度改革で一律 2 割カットが廃止された。これは大きな改善と評価できる。しかし、
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一定の額以上とはいえ働けば年金が減額されるという仕組みは残っている。 
もともと在職中には老齢年金は出ないのが原則であった。老齢年金は退職、引退に伴


って受給するものと考えれば、これはひとつの整理であったといえる。まだ年金の成熟


度が低かったかつての高度成長期の給付の充実の一環として、1965 年改正で 65 歳以上


の者には在職中でも年金の 8 割を給付し、1966 年改正で、60 歳から 64 歳までの者に標


準報酬に応じて年金の 8 割から 2 割を給付する制度が導入された。その後 60 歳から 64
歳までに係る標準報酬額の水準が順次引き上げられてきた。1985 年改正では、65 歳以


上の者は厚生年金を非適用にするのにあわせ 65 歳以上の者に係る在職老齢年金は廃止


された。また、1994 年改正で、60 歳から 64 歳までの在職者について、就業中は 2 割の


年金を停止するとともに、賃金と年金の合計が一定額を超えると更に賃金 2 に対し年金


を 1 支給停止するなどの仕組みに改められた。2000 年改正で再度 65 歳から 69 歳まで


の在職者についても 64 歳までの在職者よりゆるい基準で支給停止する仕組みが導入さ


れ、2004 年改正で 2 割停止が廃止されて現在に至っている。 


２. 現在における在職老齢年金制度の意味 
このような度重なる見直しを経て、現在の在職老齢年金という仕組みは拠出制年金制


度の中で特異な性格を有するものとなっている。即ち、年金は過去の拠出に応じて権利


として受け取るものであるにもかかわらず、この制度だけは所得制限的な性格を色濃く


有しているからである。しかも、課税所得額や保有資産額がいくら大きくてもそれを理


由に年金が減額されることはないにもかかわらず、雇用されて一定以上の賃金を得てい


るというだけで支給停止されるというのは、必ずしも合理的ともいえない。 
経済学的にも、「働けば年金が減る」という仕組みは高齢者の雇用促進に逆行すること


は明らかである。現に、生涯現役社会構築の観点からこの仕組みを廃止すべきであると


いう主張も見られる20。確かに、個々の高齢者に「年金が減る」ことを考慮することな


く思い切って働いてもらうためには、廃止が望ましいといえるであろう。一般に、若い


間に高いスキルを獲得した者ほど高い年金を受給しており、また、高齢になっても元気


な人ほど高い賃金を得ていると考えられる。従って、このような人たちに思い切って働


いてもらうことはこれからの超高齢社会では必要でかつ望ましいことであり、この観点


からこの主張には十分な考慮が払われるべきである。 


                                                 


しかし、一方でこの制度の持つ年金財政への影響にも留意が必要である。高年齢者の


就業による厚生年金の支給停止額は平成 14 年で 9,005 億円に上ると推計されており21、


単純にこれを廃止するだけでは年金財政の安定運営に支障が生じることが考えられる。 
支給停止の仕組みは 60 歳以上 64 歳までと 65 歳以上とでは大きな違いがある。64 歳


までの場合、年金と賃金の合計が月額 28 万円を超えると支給停止が始まるのに対し、


65 歳以上の場合は合計額が月額 48 万円を超えたときになる。また、65 歳以上の場合、


 
20 清家・山田（2004） 
21 本報告書第 3 章（山田篤弘）1. 
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合計額の算定に老齢基礎年金は含まれない22。 
このため、財政への影響という意味では 60 歳から 64 歳までの受給者にかかる支給停


止額が大きなウエイトを占めるものと考えられる。この年齢層の受給者については年金


の支給開始年齢との関係を考慮する必要がある。即ち、厚生年金の支給開始年齢は制度


的には原則 65 歳からであり、現在はこれに向かって徐々に引き上げられる途上にある。


この意味では経過的な扱いの中で受給をしている人たちということもできる。これらの


年齢層の中で元気な人たちが雇用され受け取る年金と賃金の合計が 28 万円を超えると、


超えた部分の 1/2 相当の年金が支給停止されることになる。 
60 歳台前半の年齢層に対する雇用の促進については、既に高年齢者雇用安定法の改正


により 65 歳までの継続雇用が確保されている。従って、わざわざ年金財政上大きなコス


トを払ってまで在職老齢年金制度を廃止して雇用促進を図ることの実益は、もはや少な


いであろう。 
 


３. 廃止が望ましい 65 歳以上の者に係る在職老齢年金制度 
これに対し、65 歳以上の場合は本来の年金年齢に達した人たちである。従って、引き


続き働き続ける場合、これらの人はリタイヤする人たちと比べて、優位な状態にある特


別な人たちと位置づけられる。しかし、実際には元気な人は多く、思い切って働いても


らうためには、この年齢層には在職老齢年金の制度は廃止したほうがよいと考えられる。 
また、基準額も月額 48 万円と比較的高いことから、廃止しても当面はそれほど大き


な財政影響はないものと考えられるが、これからますます高齢化が加速する状況の中で


は、将来の財政影響も勘案すべきであろう。従って、支給停止の措置は廃止し、年金財


政に対し当面中立的になるよう、65 歳以上被保険者期間にかかる年金額の計算に給付乗


率を引き下げることが考えられる。 
当面財政的に中立であっても、廃止によって雇用が促進されれば年金財政にプラスに


働くことが期待される。また、高齢者数が今後増加すればその効果はなおさらであろう。 
なお、高齢者は余命が短いことなどから、給付乗率をむしろ引き上げるべきだという


議論も成り立つかもしれない。しかし、拠出から給付までの期間が短いことにも留意が


必要である。また、65 歳以上の期間は本来ならば引退する年齢だが元気な人だけが働け


るということ、働いた結果得られるのは既裁定の年金に上乗せされる年金であること23


からすると、今後急速な高齢化で累増する年金給付費を元気な高齢者も支えるという世


代内連帯の考え方に立って、あえて給付乗率を引き下げるというような仕組みを導入す


ることも正当化できるのではないかと考えられる。 


                                                 


ただし、給付乗率を変更するとそれだけ制度が複雑化するという問題がある。このこ


とからあえて乗率は改正しないことも考えられる。これであっても、基礎年金制度も現


 
22 具体的には本報告書第 3 章（山田篤弘）Ⅲ.2 参照。 
23 現行制度では、働くのを止めた段階でそれまでの勤務期間に基づき年金額が再計算され、年金額が改定さ


れる。 
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行どおりであるなら、40 年を超えて年金の適用を受ける限り本来定額部分に対応するべ


き保険料分は同一世代内連帯としての役割を果たすことになる。また、65 歳以降の標準


報酬の算定は過去から切り離し、給付の算定も本則乗率である 5.481/1000 を使うことに


すれば、複雑な経過措置を引きずらず、更に一定の財政効果も期待できる24。この仕組


みでは、高齢者にとっても、法律の本則にある乗率と 65 歳からの期間だけで上乗せにな


る年金額の計算が容易にできるようになることから、支えることの喜びをより実感でき


ることにもなろう。 


                                                 


IV. パートタイム労働者への厚生年金適用 


第 2 節で見たとおり、60 歳台になると短時間勤務の割合が高まり、また、年金受給者


アンケートでも年金を受給しながら働く形態としては「パート・アルバイト」が も多


かった。このことから示唆されることは、高齢者雇用に関してはパートタイム労働をど


う考えるかが も重要な視点になるであろうということである。 
 


１. 高齢期に望ましい就業形態 
高齢者になると一般的には身体機能が低下し、それまでのように毎日フルタイムで働


くということが次第に困難になる。しかし、それでも一挙に完全リタイヤするのではな


く、長年の経験で習得した知識や経験を引き続き何らかの形で生かすことができること


が、働く意欲はある高齢者自身にとっても、また、雇う側の企業にとっても望ましいで


あろう。毎日フルタイムで働くことが難しくなっても、週あたりの出勤日を少なくする


とか、一日あたりの勤務時間を短くすることで、高齢者には無理なく働いてもらうこと


ができよう。そのように考えると、パートというのは高齢期にこそ望ましい就業形態で


あるといえるのではないか。パートタイムというのは非正規雇用の典型的な就業形態で


あるが、高齢者にとってはこれがむしろ本来の就業形態であると位置づけることがまず


必要であろう。 
とりわけ日本のようにこれから生産年齢人口が年々低下していく場合には、高齢者の


能力活用はますます重要になると考えられる。特にこれからいよいよ団塊の世代が退職


年齢にさしかかる。この世代の大量退職が一度に起こることにより企業内に蓄積されて


きた知識や技術が後の世代にうまく継承されない危険性もよく認識されているところで


ある。その点でも、正規雇用から離れていく高年齢労働者をパートタイムなどの形で引


き続き組織内で活用する手立てが講じられることがこれからのわが国における高齢者雇


用の 1 つの方向であると考えられる。 
 


 
24 第 6－2 節で記述する再裁定の考え方参照。 
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２. 厚生年金の適用について 
このように高齢者についてパートタイムの形で就業促進を図る場合、それに対する厚


生年金の適用も問題となる。これは高齢者だけの問題ではなく、むしろ、本来の雇用が


非正規化が進む現代においては、若年者についてこそ重要な対策である。しかし同時に、


高齢者についても同じくパートタイムで働く以上、同様の対応が講じられるべきである


ことは言うまでもないであろう。仮に高齢者を除外した場合、社会保険料の負担を「コ


スト」と認識する事業主には高齢者を雇用するインセンティブを与え、本来の支え手で


ある若年層の失業を助長することにつながると考えられる。  
パートタイム労働者に対する厚生年金の適用は 2004 年年金法改正についての検討段階で


課題の 1 つとなり、調整の努力が払われたが、パートタイム労働者を多く雇用する流通業界など


からの反対が強く、改正事項とすることが断念され、引き続いての検討課題とされた経緯がある。


しかし、本報告書取りまとめの段階で、パートタイム労働者に対する厚生年金の適用が政


治的、行政的課題として再浮上し、社会保険審議会年金部会においてもワーキンググル


ープが設置され、検討が急がれている。上述に照らし、適用拡大の方向で検討が進むこ


とは好ましいことであり、評価できる動きである。 
さて、もともと厚生年金保険法の規定上、被保険者は、適用事業所に使用される 70


歳未満の者とされるが、この規定にかかわらず、臨時に使用される者や季節的業務に使


用される者などは、被保険者としないとされている。このような規定からすると、たと


え短時間勤務者であっても、ある程度の期間継続して雇用される者はすべて被保険者と


して適用すべきものとも考えられるが、行政解釈により、所定労働時間及び所定労働日


数が通常の就労者のおおむね 3/4 以上である場合に、適用対象になるとされている25。 


これを受け、厚生年金などの保険料負担が増えないよう、勤務時間や勤務日数をわざ


わざ短く調整することがよく行われるといわれる。本来厚生年金など社会保険の適用は


雇用や就業行動に対して中立的であるべきであり、現実にこのようなゆがみが生じることは好ま


しくない。やはり、本来の厚生年金保険法の規定の趣旨に沿って、社会通念上事業所に勤務


する者は、他の就業者に比べて短時間といえども、適用していくことが本来の方向である。 


ところで、現在厚生年金が適用されていないパートタイム労働者に新たに適用をする場合、


60 歳以上の者については、在職老齢年金制度も適用になり、賃金と年金の額によってはこれま


でもらっていた年金が減額されるという問題が生ずる。特に、60 歳から 64 歳までの年齢層の


人々の場合、支給停止調整開始額が月額 28 万円であり、かなりの該当者が出るものと思われ


る。 


しかし、この年齢層の人たちが受けているのは、「特別」支給の老齢厚生年金である。第 3－2


節で述べたとおり、本来の年金の支給開始年齢は 65 歳からなのであり、言わば経過的な性格


の年金である。また、2004 年改正で、いきなり 2 割カットされるということもなくなった。65 歳まで


の雇用が通常になった今日では、パートタイムとはいえ働いて一定以上の収入がある場合には、


                                                  
25 健康保険も同様の取扱いになっている。なお、これは、通達の一種である「内かん」によって示されてい


るが、この妥当性、適法性などについては、台（2003）参照。 
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年金の減額もやむをえないだろう。適用拡大を図る場合には、このことについてよく理解を求め


ることも必要である。 


 


V. 繰下げ受給 


働いている間は年金は要らないという人も多いのではないだろうか。2007 年 4 月から


はこのような人は申し出れば老齢厚生年金の受取を停止できるようになる26。また、退職


金や貯蓄で当面暮らせるので、年金は後に取っておきたいと考える人もいるだろう。個々


人の健康状態や就業状況は多様であり、これに応じてライフプランのニーズは様々であ


る。老後生活にとって年金は大きな要素であるが、こういったニーズに柔軟に対応でき


る制度であることが望まれる。その点で、年金をもらい始める年齢を調整できるという


のは、年金制度の重要な機能であるといえる。 
 


１. 繰下げ受給の仕組み 
2004 年年金法改正で 65 歳からの老齢厚生年金27について、支給開始年齢を繰り下げ


て加算された年金を受け取れる仕組みが導入された。この施行は 2007 年 4 月からであ


り、本報告書執筆時点ではまだ関係政令は公布されていないが、考えられている仕組み


の概要は明らかになっている。 
2004 年改正の前の 2000 年改正では、60 歳台後半の在職者の年金額の支給調整が行わ


れることに伴い、老齢厚生年金の繰下げ支給の制度が一度廃止されている。しかし、今


後高齢者の就労が進んでいくことが見込まれるとともに、実際に引退した後から年金を


受給することを望む人が増えている考えられることから、年金制度上も 65 歳からの老齢


厚生年金について、自らの引退年齢を自分自身で選択できるような仕組みとする、とい


うのが導入の背景にある考え方である。 
別途、老齢厚生年金を 65 歳より繰り上げて受給する仕組みもあり、また、老齢基礎


年金にも繰下げ、繰上げの仕組みがある。これらとあわせて、年金を受給開始する時期


について、受給権者の選択の幅が広がることになる28。 
老齢厚生年金の繰下げ支給の仕組みは次のとおりである。即ち、老齢厚生年金の受給


権を有する人で、66 歳に到達する前に老齢厚生年金の請求をしていなかった人は、老齢


厚生年金の支給の繰り下げの申出をすることができる。繰下げの申出を行った場合の老


齢厚生年金の額は、支給繰下げの申出をしなかった場合の老齢厚生年金の額に繰下げ加


算額を加算した額となる。この加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する


                                                  
26 この申出による支給停止はいつでも将来に向かって撤回できる。 
27 64 歳までの特別支給の老齢厚生年金には繰下げの仕組みはない。 
28
 繰下げ支給は実施が 2007 年 4 月からであり、それまでに 65 歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した


人は、その対象にはならない。 
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月の前日までの被保険者期間を基礎にして計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金制


度により支給調整された後の額を勘案し、政令で定める額になる。 
政令においては次のとおり定めることが予定されている29。 
 
 
政令で定める額＝（繰下げ対象額＋経過的加算額30）×増額率 


＊ 増額率＝0.7％×繰下げ月数・・・老齢基礎年金の増額率と同じ 
＊ 繰下げ対象額＝受給権発生時点での老齢厚生年金の額×平均支給率 
＊ 各受給権者にかかる平均支給率＝受給権が発生した月の翌月から繰下げの申出    


を行った月までの各月の支給率を計算し、その平均を取ったもの 
＊ 支給率＝１－（各受給権者の在職支給停止額／受給権発生時点での老齢厚生年


金の額） 
 
以上のとおり、繰下げ対象額の算定に当たっては支給率が乗ぜられることから、繰り


下げた場合の加算は在職老齢年金相当分で満額年金分ではないことに注意が必要である。


これは、働きながら年金を受給している人との均衡上当然の措置といえる。 
繰下げ受給を選択すれば、年金を受け取らないのであるから、在職老齢年金の場合の


ように「働けば今もらっている年金が減る」ということはない。しかし、「働けば将来加


算される額が減る」という意味では潜在的には在職老齢年金と同じ問題がある。前節で


65 歳以上の人たちに係る在職老齢年金の廃止を提案したが、これに合わせて、繰下げの


場合に支給率を乗ずる仕組みも廃止することが望ましい。それによって、繰り下げれば


「将来の楽しみが増す」ことになり、高齢者の雇用促進にプラスの効果があると考えら


れる。 
ただし、今予定されている仕組みのままでも繰下げによる上乗せは受け取る年金額が


増えるという意味で将来の楽しみにはなる。月当たり 0.7％の増額率というのは 12 倍し


て 1 年にすれば 8.4％になる。昨今の低金利の状況下では受給者権を有する人にとって


も十分に考慮に値する水準といえるであろう。 
 


２. 年金教育の重要性 
現在のところ日本人にとって65歳の平均余命は男子18.11年、女子23.16年である31。


この数値自体今後伸びることが見込まれる上、元気な人にとっては死亡までの期間は更


に長くなるであろう。将来の年金額を多くするために元気なうちは年金をもらわず働く


ということがシニア層にとってライフプランのあり方の有力な選択肢になっていくと考


                                                  
29
 以下の政令の内容は 2006 年 11 月に厚生労働省が意見募集を行った際のものである。 


30
 経過的加算額とは、65 歳を境に年金額が下がることのないようにするため、特別支給の老齢厚生年金の


定額部分の額と老齢基礎年金の額との差額を、本来支給の老齢厚生年金に加算するものである。 
31 厚生労働省「平成 17 年簡易生命表」による。 
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えられる。 
これらのことは、シニア層に対する年金教育の重要性を示す一つの事例になるであろ


う。冒頭で指摘したとおり、高齢者といってもその置かれた事情はさまざまであり、65
歳という一律の年齢だけで考えるのではなく、個人差への十分な留意が必要である。年


金制度の側でも前述のとおり選択の幅を広げるべく繰上げ、繰下げの仕組みが導入され


ているのであるから、個々人がそれぞれの事情に応じてどのように老後生活の設計をし


ていくか、後で後悔することのないよう正しい知識をもとに具体的な選択ができるため


の支援が必要であると言える。 
とりわけ、繰下げは、支給開始年齢の引上げの地ならしになりうるとも考えられる。


わが国の厚生年金の支給開始年齢は現在 60 歳から 65 歳へ引き上げの途上にあり、男女


とも完全に 65 歳になるのは 2031 年とまだまだ先である。一方、新人口推計では今後


50 年で平均寿命が約 5 年伸びると想定され32、これは現行の年金財政再計算の基礎にな


った前回の人口推計と比べても男子で 2.72 年、女子で 1.12 年の伸びとなっている。そ


のような状況では今後支給開始年齢の引上げが長期的な検討課題になっていくと考えら


れる。支給開始年齢を引き上げるには国民の十分な理解と納得が必要であり、繰下げ受


給が広く普及することがこのための条件整備の 1 つとなることも期待される33。 
 


VI. 70 歳以上への厚生年金の適用 


70 歳以上でも元気で働ける人は多い。しかし、現行の厚生年金保険制度では 70 歳以


上の人は厚生年金の被保険者になることができない34。従って、60 歳台から継続して雇


用されていても 70 歳になったとたんに厚生年金の保険料負担がなくなり、以後の勤務期


間が年金額に反映されることもなくなる。 
 


１. 厚生年金の加入年齢上限制度のあり方 
もともと厚生年金には加入年齢の上限はなかった。しかし、1985 年改正で、65 歳以


上の在職老齢年金の廃止とあわせて、65 歳以上の者は被保険者にしないこととする適用


の年齢制限が導入された。その後、2000 年改正で、65 歳から 69 歳までの在職者につい


ても厚生年金の被保険者として保険料の納付を求めるとともに、収入の多い者について


                                                  
32 


新人口推計（死亡中位）の想定する 2055 年の平均寿命は平成 17 年簡易生命表の平均寿命と比べ、男子


で 5.14 年、女子で 4.85 年長くなっている。 
33 


厚生年金の支給開始年齢を 60 歳から 65 歳へと引き上げることについて、これが具体的課題として検討さ


れたのは 1980 年改正時であるが、実際の制度化は、定額部分については 1994 年改正、報酬比例部分につ


いては 2000 年改正と、実現までに 20 年を要した。更に、完全に 65 歳支給が実施になるには 2031 年まで


かかり、半世紀を要することになる。65 歳から更に引上げをするかどうかについても、十分な検討と合意


のための条件整備が必要である。 
34
 例外的に、70 歳になっても老齢基礎年金などの老齢給付の受給資格期間を満たしていない人は期間を満


たすまでは任意加入できる。 
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は賃金に応じて厚生年金（報酬比例部分）を一部又は全部支給停止する在職老齢年金の


仕組みが復活した。2004 年改正では、支給停止の仕組みだけは 70 歳以上にも適用され


ることになった（2007 年 4 月から施行35）。 
これからの超高齢社会においては、これらの高齢者についても、働いて同世代の年金


受給者へ貢献するとともに、年金額の上乗せで貢献することの喜びも感じられるように


することが必要ではないかと考えられる。90 歳台でも多忙に活躍する医師は有名だし、


100 歳台の中にも就業している人がいる。これほどまででなくとも 70 歳台や 80 歳台で


あればまだまだ社会でアクティブに活動できる人はこれからますます増えるであろう。


これらの人々を単に年金受給者とのみ捉える制度のままでは、世の中の実態と乖離して


いくことになるのではないか。 
現に、2004 年年金法改正では、70 歳以上の在職者についても、新たに、60 歳台後半


の在職老齢年金の仕組みが適用されることになった。このように在職老齢年金の観点か


らは 70 歳以上の者も現役労働者となる可能性があると捉えることになったが、高齢者数


の増加やその中での個人差を勘案すると、今後は年齢に関わりなく、70 歳以降も働けば


厚生年金を適用することを検討していくべきであると考えられる。ただ、やはり年齢が


上がっていくほど若年の正規労働者と同じ密度の労働に服することは難しくなっていく


であろう。１日の勤務時間を短縮したり、週や月当たりの勤務日数を少なくしたパート


タイムでの勤務が必然的に多くなることが考えられる。したがって、第 4 節で述べたパ


ートタイム労働者への厚生年金適用が前提になる。 
 


２. 裁定のあり方 
さて、現行制度では 69 歳までの年金受給者が働いて保険料を納めた場合、働くのを


やめるか 70 歳に到達したところで 初から年金額が再計算される。仮にこの仕組みのま


まで 70 歳以上にも加入を認めることにした場合、年金制度の複雑な経過措置を相当期間


長く引きずることになる。これは記録管理の実務上も負担になるであろう。 
むしろ、年金の裁定によってそれまでの拠出期間を完結させ、受給者となって以降の


期間を新たな被保険者期間とし、これに本則を適用するほうが簡明ではないかと考えら


れる。法律上裁定は確認行為であり、それ自体が新たな法律関係を生ぜしめるものでは


ないと考えられているが、高齢者の雇用が促進され新規裁定以降も働くことが一般的に


なってくると、働くのを止めた段階で 初から再計算していわば裁定の修正をするとい


うことではなく、裁定は裁定とし、それ以降は新たな被保険者期間がまた始まり本則を


適用すると整理し直すことも検討に値するのではないかと考えられる。 
また、厚生年金の適用に関する年齢の上限を廃止した場合、各人がそれぞれ働くのを


止めたところで別々に再計算するのではなく、統一的な仕組みを設けることも考えられ


                                                  
35
 1937 年 4 月 1 日以前生まれの人（施行日に 70 歳以上の人）には、在職老齢年金の仕組みは適用されず、


年金が全額支給される。 
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る。医療保険では 65 歳から 74 歳までを前期高齢者、75 歳以降を後期高齢者と区分し、


後期高齢者に対し独立した保険制度を適用する仕組みが発足することになったが、これ


を参考に、厚生年金でも 75 歳で再裁定をすることが一案として考えられる。また、前述


のとおり、100 歳台でも就業している人がいるとなると、それ以降も定期的（例えば 5
年ごと）にこのような機会があってもよいであろう。 


 


３. 加入上限年齢の引き上げ 
以上は、1985 年改正で一度年齢制限を導入したのをまたもとに戻すようなことにもな


ることから、直ちに実施することは難しいかもしれない。しかし、超高齢社会における


年金制度の持続可能性をより高めるための方策として、予断を持たずしっかりと検討さ


れることが望まれる。 
なお、現実的な選択肢として、一挙に年齢制限を撤廃するのではなく、とりあえず 74


歳まで加入可能年齢を引き上げることも考えられる。医療保険で 75 歳以上が後期高齢者


とされたのに合わせ、年金でも 75 歳を完全引退年齢とし、74 歳まで上限年齢を引き上


げることとするのである。1985 年に 64 歳という上限年齢が設けられたときは、定年年


齢は 55 歳から 60 歳に移行しつつある状況下にあった。2000 年改正の頃には 60 歳定年


が社会的に定着し、 高雇用年齢として 65 歳を定める企業が多かった中で、年齢上限が


69 歳まで引き上げられた。現在は、65 歳までの継続雇用が制度化され、更に、70 歳ま


での雇用促進が政策課題となっている。このようなこれまでの年金改正と時代背景との


関係を振り返ってみるならば、今後の高齢者雇用の促進を前提に、加入できる上限年齢


を 74 歳まで引き上げることは何ら不自然ではないといえよう。 
 


（補足）国民年金適用の年齢制限とのバランス問題について 
1985 年当時、65 歳で厚生年金の適用を打ち切ることにした理由として、65 歳が一般


的な引退年齢であることの他に、自営業者等の場合には 65 歳になると稼得収入がいくら


あっても老齢基礎年金が出るのに、被用者は 65 歳になっても勤めていると年金が出ない


のはアンバランスであること、老齢基礎年金は加入期間 40 年が 高でそれ以上加入して


も年金額は増えないこと、などであったとされている36。一般的な引退年齢という実態


面の変化を別とすれば、厚生年金適用の年齢制限撤廃のために問題となるのは、国民年


金とのバランスである。 


                                                 


このうち、厚生年金の場合には賃金収入があると年金がカットされるというのは、第


4 節で提唱したように 65 歳以上の在職老齢年金を廃止することで解決される。従って、


問題は国民年金（老齢基礎年金）にも 40 年以上の加入期間を認め、年金額の上乗せの仕


組みを設けるかどうか、ということになろう。 
高齢者がアクティブに活動できるのは被用者に限らないことから、国民年金について


 
36 吉原（1987）ｐ174 
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も加入年齢の上限を同時に撤廃することが一応考えられる。しかし、国民年金は被用者


年金各制度に加入しないすべての国民を対象にする制度であるので、所得の有無に関わ


らず全員を終身強制加入とするのはとても無理であろう37。また、被用者に比べ自営業


者等の所得の把握が難しいという問題もあり、保険料負担を求める者の範囲の基準を定


めることも現実的には困難が予想される。結局、60 歳以上の者は加入期間が 40 年を超


えても任意加入できることとするかどうか、これで厚生年金とのバランスが取れると言


えるかどうかという問題となろう。 


                                                 


60 歳以上の被用者以外の国民には国民年金への任意加入を認め、40 年を超える加入


期間に係る給付を老齢基礎年金に上乗せするという仕組み自体は実現可能であると考え


られる。国民年金はほぼ完全に賦課方式により運営されているので、任意加入であれ保


険料を支払う人が増えればそれだけ財政上の助けになる。ただし、2004 年改正により老


齢基礎年金の 1/2 は国庫負担とされたことから、当該任意加入期間に支払われた保険料


に対応する給付単価は通常の老齢基礎年金の半分として算定することが妥当である。そ


して、在職老齢年金金の廃止をするのと同じ考え方で、年金を受け取りながら国民年金


保険料を払うことも認められるべきであろう38。 
このように国民年金の 60 歳以上任意加入の仕組みを導入すれば、被用者ではないが


元気な人は更に自己努力で年金の上積みをすることができ、厚生年金加入による上積み


と対になる仕組みとすることが可能となろう。ただ、それでも厚生年金は雇用されれば


強制加入になるので、両者のバランスという観点からは完全に問題が解決されたとまで


はいえない。 
しかし、ひるがえって、このバランスを取ることが厚生年金の年齢制限を撤廃するた


めに本当に必須の条件なのであろうか。このことについては、改めて問い直してみるこ


とが必要ではないかと考えられる。 
国民年金に強制加入になるのは原則として 59 歳までであり、厚生年金より更に低い。


この点では現在でも既にバランスを欠いていると言えなくもない。バランスに固執する


なら厚生年金も加入可能期間を 40 年までとすべきではないか。しかし、2000 年改正で


は逆に加入可能年齢が 69 歳まで引き上げられたのである。結局何を狙いとするか、その


趣旨に照らして考えてみる必要があろう。 
これまでのこの章の検討は、引退して本来年金を受け取る年代にある人のうち元気な


人には相応の貢献をしてもらうためという観点からのものである。厚生年金と国民年金


はもとより別制度であり、給付水準や給付体系も両制度で大きく異なる。このような中


で、高齢者の中で特別に元気な人が貢献できる仕組みが、制度を超えて厳格にバランス


が取れていなければならないということには必ずしもならないのではないか。厳格なバ


 
37 ただし、被用者の場合には 65 歳までの継続雇用が一般的になった今日、国民年金の適用年齢も 65 歳ま


で引き上げることは検討されるべき課題ではないかと考えられる。これにより国民年金の支え手の層が広が


るのを年金財政に生かしていくためには、給付単価の引下げなどが同時に必要になる。 
38 以上のような仕組みの是非は国民年金制度にとって大きな問題であり、課題も多いと考えられるが、本


研究は「就業形態多様化」に関するものであるので厚生年金の適用に焦点を当てることとし、この仕組みに


ついては可能性を指摘するのみにとどめる。 
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ランスというのは両制度を完全に一元化して初めて成立する話であり、この一元化がで


きなければ何事も進まないというものでもないであろう。わが国の社会保険制度は、保


険にせよ年金にせよ、被用者のための制度とそれ以外の自営業者等のための制度を別体


系とすることが基本となっている。その中で、とりあえず被用者年金グループ内の年金


受給者世代内連帯のあり方として議論することは十分に意味のあることであると考えら


れる。 
また、近代社会における社会貢献の手段はやはり企業に勤め組織的な活動に参加する


ことが中心である。外見的には自営業者であっても法人組織形態を取るところも多い。


近の会社法制の改正で会社組織としての起業もより容易になっている。このような中


で、従来は自営業と考えられた人たちが厚生年金に加入して年金の持続性確保のために


活躍できる機会が一段と増えていることにも着目するならば、たとえ国民年金制度はそ


のままでも、まず厚生年金の年齢制限を撤廃するか、あるいは、少なくとも当該年齢を


5 歳程度引き上げることは、十分に今日的意味があるものと考えられる。 
 


VII. 高齢者雇用促進による年金財政への効果に関するシミュレー


ション 


以上、高齢者雇用の促進とともに元気な高齢者が年金の支え手としても貢献できるた


めの幾つかの選択肢を検討したが、これらの給付と負担による年金財政に対する効果は


どの程度になるだろうか。以下では、大胆な仮定の下に、粗いシミュレーションをして


みることとする39。 
以下で検討するのは、パートタイム労働者の厚生年金適用と、70 歳以上の者に対する


厚生年金適用である。65 歳から 69 歳までのパートタイム労働者で途中で仕事を止める


者は 70 歳まで繰り下げて受給するものとした。70 歳以上の者については、74 歳まで適


用年齢を伸ばすこととして計算する。65 歳以上の在職老齢年金の廃止については、財政


影響が生じないよう乗率を改めれば影響はないし、改正しなくとも財政影響はさほどで


はないと考えられる。 
シミュレーションにおいては、これらの施策が 2008 年度当初から実施されるものと


仮定する。基礎数値として 2006 年 12 月の新人口推計を使用し、これにあわせ 2055 年


度までの数値を試算することとする。 


１. 60 歳から 64 歳までのパートタイム労働者に対する厚生年金の適用 
現行では短時間勤務者であっても所定労働時間が通常の就労者の 3/4 以上の者には厚


生年金が適用される。これを 1/2 にまで拡大することが検討されている。正規雇用の場


                                                  
39 これはごく大雑把に将来の傾向をイメージする以上のことを意図するものではない。なお、厳密に効果を


計測するためには、一定の年金数理モデルの開発が必要であり、これは別途の課題である。 
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合、週 40 時間勤務が通常であることから、適用拡大が実現すれば週 20～29 時間勤務の


者にも適用されることになる。 
本シミュレーションでは、適用拡大で新たに増える 60 歳から 64 歳の加入者数を 2008


年度で 79 万 9,000 人と見込んだ。そして、新人口推計における 60－64 歳人口の変動に


比例してこの数も変化するとした。 
現在は 60 歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。パートタイム勤


務者が新たに厚生年金の適用を受けると、この年金と勤労収入の合計が月に 28 万円を超


える場合には、在職老齢年金の適用を受け、年金額の一部又は全部が支給停止になる。


これによる年金財政への効果は大きいと考えられるが、本シミュレーションは新たな適


用に伴う負担と給付の関係を見るために行うことから、この効果は含めていない。 
年齢 60 歳以上であれば基礎年金の保険料払い込み期間（480 月）は終了している。従


って、新たに適用になる期間は報酬比例部分のみの追加期間となり、65 歳から当該年金


を受け取るものとした40。 
このようにして試算した適用拡大に係る給付と負担の変化に伴う年金財政としての収


支は次のとおりである。なお、経済前提については、厚生労働省年金局（2007）の基本


ケースに準拠するが、物価上昇はなく、賃金水準が実質で変動するものとした。従って、


現在の価格水準の下での数値である。 
 


〔第 15 表〕経済基本・適用定常ケース 
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40 現状では 5 年間働き続ける人もいればすぐに働くのを止める人もいるなど様々であると考えられるが、


今後は 65 歳までの継続雇用制度の定着に伴い、パートタイムで働く人も 65 歳になるまでは働き続けるよう


になるものとした。 
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保険料の納付は適用拡大初年度からフルに開始されるが、これに伴う給付は年々累増


する。このため、年間収支は、団塊の世代がこの年齢層に入ってくる 2010 年前後を除


き、年を追うごとに低下して行く。2035 年頃には一度収支は回復するが、その後は 60
－65 歳人口の減少に伴って、相当程度低下していくこととなる。 


なお、65 歳までの継続雇用制度ができたことから、この年齢層は現在パートタイム勤


務の者も勤務内容が高度化し、正規雇用に近づくことが考えられる。これに伴い、これ


らの者の月間収入が今後 10 年間毎年 4,000 円ずつ増えると仮定した場合を試算すると、


次のとおりとなる。これは現在パートの者の収入が正規雇用に近づいたときの試算と考


えることもできる。これによって年金財政への影響が改善することがわかる。 
 


〔第 16 表〕経済基本・雇用促進ケース 
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以上は経済前提を厚生労働省年金局（2007）の基本ケースに準拠しているが、これに


おいては参考ケースとしてほぼ 2004 年年金改正時の経済前提に沿ったものも示されて


いる。そこで、上記 2 表について参考ケースに準拠した場合の試算を示せば、次のとお


りとなる。 
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〔第 17 表〕経済参考・適用定常ケース 
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〔第 18 表〕経済参考・雇用促進ケース 
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２. 65 歳から 69 歳までのパートタイム労働者に対する厚生年金の適用 
65－69 歳層についてもパートタイム労働者に対して厚生年金が適用されるものとし


て試算した。2008 年度における新たに適用される加入者数は 59 万 9,000 人と見込んで


いる。これらの者は、5 年間働き続ける人もいればすぐに働くのを止める人もいるなど


様々であると考えられるが、本シミュレーションでは、そのうち 3 割の人たちは 5 年間
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保険料を払い込んで 70 歳から年金を受け取るものとし41、残り 7 割の人たちは途中で仕


事を止めるが、年金は 70 歳まで繰り下げて受給するものとした。このようにして試算し


た年金財政としての収支は次のとおりである。 
 


〔第 19 表〕経済基本・適用定常ケース 
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背景事情は第 7－1 節と同様であるが、団塊の世代が 5 年ずれるため 2015 年前後まで


収支は増加する。その後減少に転じるが、2040 年頃までにかなり収支は回復する。その


後は漸減していくこととなる。 
さて、65 歳が現在の一般的な引退年齢であるとしても、高齢者の健康状態や身体機能


は今後向上が期待され、これに伴いフルタイムでなくとも短時間勤務に従事することを


通じた社会貢献・社会参加の度合いはより一層増えると考えられる。そこで、この年齢


層の週間 20－29 時間のパートタイム勤務者の対人口割合が 10 年で 10％ポイント増加


すると仮定して試算してみると次のとおりとなる。 
 
 
 
 
 
 


                                                  
41 年金受給者アンケート調査では、20―29 時間勤務者数は、70 歳以上の者が 65―69 歳層の者の 29.4％
であった。ただし、データ数はさほど多くない。 
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〔第 20 表〕経済基本・雇用促進ケース 
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経済前提を厚生労働省年金局（2007）の参考ケースに準拠した場合の試算は、次のと


おりである。 
 


〔第 21 表〕経済参考・適用定常ケース 
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〔第 22 表〕経済参考・雇用促進ケース 
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３. 70 歳以上の者に対する厚生年金の適用 
70 歳以上の者に対して新たに厚生年金を適用することとするとどのようになるであ


ろうか。ここでは 70 歳から 74 歳までの週間 20 時間以上勤務者も厚生年金に加入する


とした場合の試算を行った。これに該当する者は 2008 年で 70 万 7,000 人と見込んだ。


なお、これには、60 歳台の場合のシミュレーションと異なり、短時間勤務者のみならず


フルタイム勤務者も含まれる。これらの者についても、3 割の者が 5 年間保険料を払い


込み 75 歳から年金を受け取り、残り 7 割の人たちは順次仕事を止め年金生活に入るも


のとした。このようにして試算した年金財政としての収支は次のとおりである。 
〔第 23 表〕経済基本・適用定常ケース 
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70 歳台についても就業を通じて社会参加が進むと考え、雇用される者の対人口割合が


10 年で 10％ポイント増加すると仮定して試算してみると次のとおりとなる。 
〔第 24 表〕経済基本・雇用促進ケース 
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これらについて、経済前提を厚生労働省年金局（2007）の参考ケースに準拠した場合


の試算は、次のとおりである。 
〔第 25 表〕経済参考・適用定常ケース 


 


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


7000


8000


9000


20
08


20
10


20
12


20
14


20
16


20
18


20
20


20
22


20
24


20
26


20
28


20
30


20
32


20
34


20
36


20
38


20
40


20
42


20
44


20
46


20
48


20
50


20
52


20
54


億円


70-収支


70-給付


70-保険料


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 80 







〔第 26 表〕経済参考・雇用促進ケース 
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４. 累積収支の状況 
以上で述べた年間の収支を積み重ね、これに運用収益を加えた累積額はどうなるであ


ろうか。第 7－1 節から前節までの試算において 初に提示した、経済前提が基本ケース


で、新たに適用になる者の対人口割合などが現状どおりの場合の試算については、次の


とおりである。 
〔第 27 表〕経済前提が基本ケースで対人口割合などが定常 
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次に、それぞれの年齢層で雇用が促進された場合をまとめると、次のとおりである。 
 


〔第 28 表〕経済前提が基本ケースで雇用が促進 
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新たに適用になる者の対人口割合が定常的で経済前提を参考ケースとしたときの試算


は次のとおりとなる。 
 


〔第 29 表〕経済前提が参考ケースで対人口割合などが定常 
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経済前提を参考ケースとしたときの雇用が促進された場合は、次のとおりとなる。 
 


〔第 30 表〕経済前提が参考ケースで雇用が促進 
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５. まとめ 
以上について、2004 年財政再計算の数値と比較して、年金財政への影響の程度を見る


ことが可能と考えられる。財政再計算による厚生年金の財政見通しでは、平成 16 年度価


格表示の 2050 年度末における積立金が 136.7 兆円となっている。この積立度合は 4.5
となっている。このことから、同年度末の 1 積立度合は約 30.38 兆円にほぼ相当する42。 


シミュレーションによる 2050 年度末の積立金を示すと第 31 表のとおりとなる。これ


は、パートタイム労働者や 70 歳以上の者に対する厚生年金適用によって 2050 年度末の


厚生年金積立金に更に上積みされる額を示している。なお、経済前提は参考ケースが


2004 年財政再計算時のものと共通性を有しているので、積立度合換算については参考ケ


ースの方がより整合的である。 
 


〔第 31 表〕 シミュレーションの各ケースの 2050 年度末積立金 
ケース 2050 年度末積立金 積立度合換算 
基本・定常 17.7 兆円 0.58 
基本・雇用促進 32.7 兆円 1.08 
参考・定常 15.3 兆円 0.50 


                                                  
42 「積立度合」は、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率であり、1 年のずれがあるが、大体の


イメージを把握するには無視して差し支えないであろう。 
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参考・雇用促進 27.8 兆円 0.92 
 
今後の超高齢社会においては、高齢者でも働ける人は年金の支え手としていくことが


必要であると考えられる。上記の結果はそのことによって相当年金の持続可能性が強固


になることを示しているものと言えよう。 
雇用促進のケースは機械的な想定に基づくもので画餅的な側面も否定できないにせよ、


今後の高齢者雇用への政策的な取組みが一段と強化されることによって年金財政に好影


響がもたらされることを示すものと見ることはできるであろう。また、鈴木・權（2006）


に見られるような高齢者自身の若返りやメタボリックシンドローム対策に代表される健


康増進施策の今後の展開を考えると、あながち実現不可能な数値でもないと考えられる。


いずれにせよ、2004 年財政再計算では 100 年後の 2100 年度末に積立度合を 1 にするこ


ととなっている。新人口推計が示すように更に少子高齢化が進む環境の中で、今後の政


策次第ではその途中の2050年度末で積立度合を0.5以上上積みできる可能性があること


の意味は大きいのではないだろうか。 
本シミュレーションでは、基礎数値についてはアプローチの異なる複数の統計データ


を組み合わせて算出し、また、今回の年金受給者アンケート調査にはデータ数の制約も


あることから、どこまで現実を正確に反映しているか若干心もとない面はある。また、


試算に当たっても、随所でかなりの割切りをしており、もとより厳密さには欠けるもの


である。特に、物価上昇がないことを仮定したことからマクロ経済スライドは考慮して


いないが、2004 年財政再計算ではこれによりモデル世帯に係る所得代替率を 59.3％か


ら 50.2％へと約 15％引き下げることとされている。従って、新規適用者数が本シミュレ


ーションで想定した基礎数値どおりであった場合、実際には年金財政としての収支は第


31 表に示すものより更に改善されることになるであろう。 
どのケースにおいてもかなりの収支余剰が発生する。これは、今回検討の対象とした


部分だけに関しては、適用拡大によって新たに加入する人たちにとって、事業主負担分


も含め払っただけの保険料に見合う年金がもらえないということに他ならない。しかし、


この部分の年金は若い間に拠出して受け取る本来の年金に対する上乗せ分にすぎない。


また、65 歳以上の加入に係る部分は、通常であれば引退し年金を受け取る年齢に達して


いる中で元気でまだ働ける人についての、その働く期間に係る給付と負担である。賦課


方式を基本とする年金運営の下では、本シミュレーションでは収支余剰とされるこの額


は、同一世代の年金給付の支えになるのである。これらのことについて、働こうという


意欲のある元気な高齢者からの十分な理解を得ることが、本章で検討した施策導入の前


提となろう。 
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（補足）シミュレーションの概要 
まず、60－64 歳、65－69 歳、70－74 歳別に、新たに適用対象になる人数の対年齢階


級別人口の比率を高年齢者集合実態調査、労働力調査及び年金受給者アンケート調査に


より推計を行い、これを初期条件として設定した。以後は年齢階級別人口に対する比率


を固定するか、又は、一定の条件で推移させ、これを 2006 年 12 月の国立社会保障人口


問題研究所の将来推計人口に掛け合わせて、将来の姿をシミュレーションすることとし


た。そして、上記施策が 2008 年度からスタートするとして、年金財政への効果を測定


することとした。年齢階級別の人口推計が 2055 年まで入手可能であるので、ここまで


の各年について計算を行った。 
パートタイム労働者の数については、高齢者就業実態調査によって、60 歳から 64 歳


までと 65 歳から 69 歳までの男女別の就業者の割合に、それぞれの短時間労働者の比率


を乗じ、これに、当該調査実施年である 2004 年の労働力調査による 60 歳から 64 歳ま


でと 65 歳以上に係る非農林業従業者の全産業従業者の割合を乗じて、各年齢階級別人口


に対応する非農林業の短時間労働者の比率とした。これに、年金受給者アンケート調査


による週 40 時間未満就業者に対する労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の者の比率を


乗じ、現行の 3/4 基準から 1/2 基準に改正された場合のパートタイム労働者のうち厚生


年金が適用される者の比率とした。 
70 歳以上の者への厚生年金の適用を検討するため、高年齢者就業実態調査による 65


―69 歳の就業者割合と労働力調査の 65 歳以上の非農林業従業者割合にアンケート調査


による 65―69 歳と 70―74 歳の就業者の比率を乗じ、70－74 歳就業者の当該人口に対


する非農林業就業者比率を求めた。これにアンケート調査による 70―74 歳に係る 20 時


間以上就業者の全就業者に対する比率を乗じて新たに適用対象になる者の対人口比率を


求めた。 
また、収入については、アンケート調査による各年齢層の週間就業時間 20－29 時間


の者の勤め先からの給与額の平均値（70－74 歳層については 20 時間以上の者の平均値）


を採用した。具体的には、2006 年時点で、60－64 歳層で 98、300 円、65－69 歳層で


95,700 円、70－74 歳層で 119,300 円とした。65－69 歳層では標準報酬の下限（98,000
円）を若干下回るなど標準報酬制とは必ずしも整合しないが、各年齢層とも実額を採用


し、実質賃金上昇率でスライドさせた。 
厚生年金保険料率は 2004 年改正による引上げスケジュールによった。 
給付額の計算には、2004 年改正後の給付乗率を用いた43。 
給付を計算するには給付期間が必要であり、このための各歳平均余命については、新


人口推計の将来生命表が未入手であるため、2002 年 1 月人口推計の 5 年毎のものに、同


推計と新推計の 終平均寿命の伸び率を乗じて算出した。各 5 年内の各年は等差で推移


するとした。短時間就業者の男女比は同数を仮定し、男子に対する給付は各歳の男子平


                                                  
43 実際には従前額保障などの経過措置があることから、若干問題なしとしないが、計算を簡便に行うため


である。 
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均余命まで老齢厚生年金が支給され、その後 2 歳年下の妻に女子の平均余命まで遺族厚


生年金（老齢厚生年金の 3/4）が支給されるものとし、女子に対する給付は各歳の女子平


均余命まで老齢厚生年金が支給されるものとした。途中退職する者の給付期間に関して


は、各歳各月に均等に退職し、途中で新たに雇用される者はいないものとした。 
物価上昇率はゼロ（価格水準一定）とし、マクロ経済スライドは考慮していない。 
通常のケースは年齢階級別の就業者の対人口割合などを将来にわたって固定させたが、


高齢者雇用が促進されるケースでは、60－64 歳層については継続雇用制度が導入された


ことで現在パートの者も正規労働に近くなると考え、収入が年金受給者アンケート調査


の平均水準（139,000 円）に 10 年で近づくよう、2009 年度から 2018 年度までの各年


の収入が実質賃金の伸びより更に 4,000 円ずつ増えると仮定した。65－69 歳層及び 70
－74 歳層については、勤務による社会参加がすすむと考え、それぞれ、就業者の対人口


割合を 2009 年度から 2018 年度まで機械的に 1 パーセントポイントずつ増えるとした。 
過去の年間収支と運用収益の累計が累積収支であり、これに対し一定の運用利回りに


よる運用収益が当年度に付加されるとした。運用収益の計算上、前年度までの累積収支


に当年度の年間収支の 1/2 を加算したものを運用資産平均残高とした。従って、積立金


は年度末残高である。 
経済前提については、厚生労働省年金局（2007）に基づき、物価上昇率ゼロの下で基


本ケースと参考ケースの賃金上昇率及び運用利回りを次のとおりとした44。 
 
足下の設定（基本ケース、％） 


 2007 2008 2009 2010 2011 
賃金上昇率 2.0 1.8 1.8 1.7 2.2 
運用利回り 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 


 
 
 
足下の設定（参考ケース、％） 


 2007 2008 2009 2010 2011 
賃金上昇率 2.0 1.2 0.7 0.6 0.7 
運用利回り 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 


 
長期の設定（2012 年度以降、％） 


 基本ケース 参考ケース 
賃金上昇率 1.5 1.1 
運用利回り 3.1 2.2 


                                                  
44 厚生労働省（2007）の各年度における賃金上昇率及び運用利回りから物価上昇率を控除したものを各年


度の数値とした。 
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第 5 章 経済状態が国民年金納付に与える影響 
 駒村康平 


 


I. はじめに 


 これまでの章で見てきたように、国民年金の納付状況は、職業が大きな影響を与えている


と考えられる。しかしながら、国民年金の未納・未加入の原因に所得制約、流動性制約が強


いという見方もある。本章では、職業、所得などの経済状態、年金に関する知識量が国民年


金の納付状況にどのような影響を与えるか、国民年金と国民健康保険を比較しながら分析す


る。 


II. 就業状態と国民年金の納付状況 


この章での分析は、社会保険庁「平成 14 年国民年金保険実態調査」（以下、「調査」）を使


用して行う。国民年金保険実態調査は、社会保険庁によって国民年金被保険者を対象に行わ


れるアンケート調査である。 


１. 国民年金の納付状況 
 国民年金の納付状況については、完納、一部納付、未納、申請免除、学生特例納付の分類


がなされている。年齢別の納付状況は、図表１のようになっている。 
 


〔図表１〕年齢別国民年金納付状況 
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２. 年金制度に関する知識 
調査では、年金制度に全般に関する知識について、公的年金の物価水準維持、障害年金の


存在、基礎年金の国庫負担、年金受給の要件、任意加入、国民年金保険料の控除、保険料の


 88 







納付期間と受取額との関係、世代間扶養の仕組みを知っているか、平成 14 年以降の徴収機


関の変更について、知っているか否かについて質問している。さらに、納付方法や免除方法


について、前納、追納、全額免除、半額免除、半額免除追納といった納付方法、免除に関し


て、知っているか否か、聞いている。 
図表２は、納付状況別の年金全般、納付方法に関する回答状況である。 
全額納付の加入者は、年金全般に関する知識は高く、次に部分納付、免除の順となってお


り、未納者の年金に関する知識が大きく劣っていることがわかる。このような傾向は駒村


(2007)でも確認できている。 
 
図表３は、年齢別の年金知識を示している。納付方法に関する知識は年齢間ではあまり大


きくないが、年金全般に関する知識は年齢とともに増加することが確認できる。このことは、


駒村(2007)で確認できている。 
 


〔図表２〕納付状況別年金全般の知識 
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〔図表３〕年齢別の年金納付に関する知識 
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３. 所得と納付状況 
図表４は個人所得と納付状況の関係である。個人所得の増加とともに確かに完納者の割合


は上昇するものの、未納者の割合は減少しない点に注目する必要がある。 
図表５は世帯収入と納付状況の関係であるが、個人所得とは異なるが、それでも未納者の


割合はそれほど低下しない。 
 


〔図表４〕個人所得別の納付状況 
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〔図表５〕世帯収入別の納付状況 


0


10


20


30


40


50


60


70


80


所得なし 400万円以上500万円未満 1000万円以上1200万円未満


世帯所得


％


完納


一部納付


未納


申請免除


学生納付特例


      


 
をあまり受けないようであるが、この


について、国民健康保険の納付状況を比較した。 
 


このように国民年金の未納者の割合は、所得の影響


点
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まず図表６のように、国民年金未納者のうち約６９％ が国民健康保険を納付している。 
図表７、図表８は、国民健康保険の納付率、未納率と世帯所得の関係を見たものであるが、


帯所得が高いほど未納者の割合が減少することが確認できる。 
 


〔図表 6〕国民年金の納付状況と国民健康保険の納付状況 


   


世


 国保の保険料納付状況
国民年金 全月納付 一部納付 全月未納
完納 95.53 3.66 0.82
一部納付 84.11 11.85 4.05
未納 68.71 17.91 13.39
申請免除 78.61 14.26 7.13
学生納付特例 88.67 7.99 3.34  


 
〔図表 7〕世帯所得別の国民健康保険の納付率 
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〔図表８〕世帯所得別の国民健康保険の未納率 
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III. 分析 


 以上のような平成 14 年国民年金被保険者実態調査について、納付形態に影響を与える要


因を抽出するために多項ロジット分析を行う。 


１. 所得と就労形態に関するデータ特性 
分析に先立ち、 初に重要な変数である職業別の個人所得分布と世帯所得分布を見ておく


ことにする。 
図表９が職業別の個人所得分布である。自営業者と常用雇用者の分布はかなり重なってい


ることや、臨時・パート（アルバイト）の分布が低所得者のほうに分布の集中していること


など、就業構造基本調査における分布と似た傾向を示している。一方、図表１０は職業別の


世帯所得分布である。回答者の職業にかかわらず、世帯所得の分布はかなり類似しているこ


とが確認できる。 
〔図表９〕職業別の個人所得分布 
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〔図表１０〕職業別の世帯所得分布 
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２. 国民年金加入に関する多項ロジット分析 


（１） 推計式 
推計は、多項ロジット分析で行い、下記のような被説明変数、説明変数を採用した。 
① 被説明変数 


国民年金の加入形態を、全納、免除45、一部納付、未納に分け、このいずれを加入者が


選択しているか、多項ロジット分析の被説明変数に使った。 
② 説明変数 
性別ダミー：男性を基準にした（男性＝1、女性＝0）。 
年齢：回答者の答えた実年齢を使用した。 
個人所得：実数 
世帯所得：実数 
職業：自営業主、家族従業者、常用雇用者、臨時・パート（アルバイト）、無職のダミーで


ある。推計結果の表は、仕事種類１が自営業、２が家族従業者、3 が常用雇用者、4
が臨時・アルバイト、5 が不詳。基準は無職である。 


年金全般知識：年金に関する全般的な知識（0 から 9 点） 
年金納付知識：年金の納付に関する知識（0 から 4 点） 


（２） 推計結果 
本分析に使った変数の基本統計量は図表 11 に示してある。図表 12 は多項ロジット分析の


推計結果である。 
多項ロジット分析では、被説明変数のカテゴリー別に推計結果が出る。本推計ではカテゴ


リーは全納、免除、一部納付、未納の 4 種類であるが、推計結果は、未納を基準にして、Choice 


Group1 は未納と完納、Choice Group２は未納と免除、Choice Group３は未納と一部未納の３


種類の組み合わせの推計結果が出される。 
推計結果は、Z－ratio が各変数の有意性を、オッズ比が未納に比較して、その選択肢を選


ぶ確率が高いかを示している。オッズ比の Upper（上限）・Lower（下限）区間が 1 をまたが


っているか否かで、確率を高めているか、低めているか、もしくは確率には影響しないかを


判断する。 
オッズ比の上限・下限区間が 1 をまたがっている場合、その変数が未納に比較して、完納、


免除、一部納付を選択する可能性には影響を与えないことになる。上限・下限が共に１より


大きい場合は、未納より完納、免除、一部納付を選択する可能性を引き上げ、上限・下限が


共に１より小さい場合は、未納より完納、免除、一部納付を選択する可能性を引き下げるこ


とを意味する。 
 
 
 


                                                  
45 学生特例納付は免除に分類した。 
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〔図表１１〕基本統計量 


 


 性別 年齢 本人所得 世帯所得 年金知_A 免除知識 仕事種類
N of cases 109495 109495 68782 78193 48674 42603 109495
Minimum 0 20 0 0 0 1 1
Maximum 1 59 47231 184373 9 4 6
Mean 0.51 36.037 112.717 434.014 4.768 2.628 4.561
Standard Dev. 0.5 12.806 309.827 1013.435 2.591 0.68 1.325  


 


〔図表１２〕推計結果（１）本人所得を説明変数に入れた場合 


Parameter Estimate S.E. z-ratio p-value
Choice Group: 1


1 CONSTANT 0.74 0.094 7.889 0
2 性別_0 0.201 0.04 4.975 0
3 仕事種類_1 0.221 0.062 3.578 0
4 仕事種類_2 0.589 0.07 8.412 0
5 仕事種類_3 -0.094 0.063 -1.492 0.136
6 仕事種類_4 -0.207 0.051 -4.077 0
7 仕事種類_5 -0.127 0.086 -1.469 0.142
8 年齢 -0.011 0.002 -6.81 0
9 本人所得 0 0 3.454 0.001


10 年金知識 0.119 0.008 15.21 0
11 納付知識 -0.105 0.03 -3.532 0


Choice Group: 2
1 CONSTANT -1.398 0.102 -13.74 0
2 性別_0 -0.246 0.044 -5.576 0
3 仕事種類_1 -0.269 0.073 -3.705 0
4 仕事種類_2 -0.742 0.092 -8.035 0
5 仕事種類_3 -0.39 0.075 -5.225 0
6 仕事種類_4 -0.201 0.052 -3.829 0
7 仕事種類_5 -0.003 0.09 -0.035 0.972
8 年齢 0 0.002 -0.187 0.852
9 本人所得 -0.005 0 -24.036 0


10 年金知識 -0.024 0.008 -2.821 0.005
11 納付知識 0.96 0.032 30.169 0


Choice Group: 3
1 CONSTANT -0.048 0.1 -0.477 0.633
2 性別_0 0.03 0.043 0.692 0.489
3 仕事種類_1 0.431 0.067 6.425 0
4 仕事種類_2 0.507 0.077 6.602 0
5 仕事種類_3 0.287 0.067 4.294 0
6 仕事種類_4 0.2 0.054 3.712 0
7 仕事種類_5 0.248 0.09 2.739 0.006
8 年齢 -0.008 0.002 -5.094 0
9 本人所得 0 0 -3.245 0.001


10 年金知識 0.066 0.008 7.957 0
11 納付知識 0.11 0.031 3.521 0        
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Parameter Odds Ratio Upper Lower


2 性別_0 1.222 1.323 1.129
3 仕事種類_1 1.248 1.408 1.105
4 仕事種類_2 1.802 2.067 1.571
5 仕事種類_3 0.91 1.03 0.804
6 仕事種類_4 0.813 0.898 0.736
7 仕事種類_5 0.881 1.043 0.744
8 年齢 0.989 0.992 0.986
9 本人所得 1 1 1


10 年金知識 1.126 1.144 1.109
11 納付知識 0.9 0.954 0.849


Choice Group: 2
2 性別_0 0.782 0.853 0.717
3 仕事種類_1 0.764 0.881 0.663
4 仕事種類_2 0.476 0.571 0.397
5 仕事種類_3 0.677 0.784 0.585
6 仕事種類_4 0.818 0.907 0.738
7 仕事種類_5 0.997 1.189 0.835
8 年齢 1 1.003 0.996
9 本人所得 0.995 0.995 0.995


10 年金知識 0.976 0.993 0.96
11 納付知識 2.613 2.781 2.455


Choice Group: 3
2 性別_0 1.03 1.121 0.947
3 仕事種類_1 1.538 1.754 1.349
4 仕事種類_2 1.661 1.931 1.429
5 仕事種類_3 1.333 1.52 1.169
6 仕事種類_4 1.222 1.358 1.099
7 仕事種類_5 1.281 1.529 1.073
8 年齢 0.992 0.995 0.988
9 本人所得 1 1 0.999


10 年金知識 1.068 1.086 1.051
11 納付知識 1.117 1.187 1.05


Choce Group: 1


 


 
推計結果の概要 


Log Likelihood: -34322.879 


Log Likelihood of constants only model = LL(0) = -36669.626 


2*[LL(N)-LL(0)] = 4693.493 with 30 df Chi-sq p-value = 0.000 


McFadden's Rho-Squared = 0.064 


 


 


以下、推計結果を解釈する。本人の所得を入れた推計結果（１）について見てみよう。 


Choice Group１では、未納と完納をする加入者の違いに与える要因を明らかにしている。


Odds Ratio（以下、オッズ比）は１を基準に大きいほど、完納を選択する確率が高いことを


意味している。たとえば、女性の方が男性よりも完納する確率が 1．22 倍になるということ


になる。 


性別、自営業、家族従業者、臨時・パート（アルバイト）、年齢、本人所得、年金知識、
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納付知識は有意に影響を与えている。その効果であるが、性別、自営業、家族従業者、年金


知識は上限、下限とも１より大きいため、未納より全額納付を選択させる効果がある。一方、


臨時・パート（アルバイト）、不詳、年齢効果、納付知識は完納を選択する確率を下げる効


果がある。本人所得のオッズ比は１であり、本人所得の効果は完納率を高める効果は確認で


きない。 


Choice Group2 では、免除を選択する加入者に与える要因を明らかにしている。変数は、


性別、自営業、家族従業者、常用雇用、臨時・パート（アルバイト）、本人所得、年金知識、


納付知識はいずれも有意に影響を与えているが、不詳と年齢は有意ではない。変数は、性別、


自営業、家族従業者、常用雇用、臨時・パート、本人所得、年金知識は上限、下限とも１よ


り小さいため、免除を選択させる確率を下げる効果がある。免除に関する知識のみ、免除を


選択させる可能性を高めている。 


Choice Group3 は、一部納付に与える要因について分析している。性別は有意ではないが、


自営業、家族従業者、常用雇用、臨時・パート（アルバイト）、不詳、年齢、本人所得、年


金知識、納付知識は有意になっている。ただし、オッズ比を見ると、本人所得の効果はあま


り明確ではない。 


 
推計結果（２）は、本人所得に代えて、世帯所得を説明変数に投入したところ、全体の傾


向は変わらない。 
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推計結果（２）世帯所得を説明変数に入れた推計 


    


Parameter Estimate S.E. z-ratio p-value
Choice Group: 1


1 CONSTANT 0.3 0.092 3.267 0.001
2 性別_0 0.134 0.037 3.586 0
3 仕事種類_1 0.234 0.057 4.083 0
4 仕事種類_2 0.542 0.066 8.195 0
5 仕事種類_3 -0.03 0.059 -0.503 0.615
6 仕事種類_4 -0.146 0.047 -3.111 0.002
7 仕事種類_5 -0.119 0.081 -1.466 0.143
8 年齢 -0.006 0.001 -3.876 0
9 年金知識 0.116 0.007 15.847 0


10 納付知識 -0.077 0.028 -2.763 0.006
11 世帯所得 0 0 11.757 0


Choice Group: 2
1 CONSTANT -0.444 0.101 -4.411 0
2 性別_0 -0.088 0.041 -2.165 0.03
3 仕事種類_1 -0.733 0.066 -11.054 0
4 仕事種類_2 -0.957 0.087 -10.981 0
5 仕事種類_3 -0.872 0.068 -12.764 0
6 仕事種類_4 -0.366 0.048 -7.56 0
7 仕事種類_5 -0.176 0.083 -2.107 0.035
8 年齢 -0.016 0.002 -9.776 0
9 年金知識 -0.014 0.008 -1.71 0.087


10 納付知識 0.875 0.03 29.395 0
11 世帯所得 -0.001 0 -24.72 0


Choice Group: 3
1 CONSTANT -0.224 0.098 -2.291 0.022
2 性別_0 0.053 0.04 1.33 0.184
3 仕事種類_1 0.385 0.062 6.252 0
4 仕事種類_2 0.463 0.072 6.415 0
5 仕事種類_3 0.272 0.062 4.368 0
6 仕事種類_4 0.224 0.05 4.517 0
7 仕事種類_5 0.22 0.085 2.598 0.009
8 年齢 -0.007 0.002 -4.615 0
9 年金知識 0.063 0.008 8.164 0


10 納付知識 0.117 0.03 3.947 0
11 世帯所得 0 0 3.499 0  
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Parameter Odds Ratio Upper Lower
Choice Group: 1


2 性別_0 1.144 1.231 1.063
3 仕事種類_1 1.264 1.414 1.129
4 仕事種類_2 1.719 1.957 1.51
5 仕事種類_3 0.971 1.09 0.864
6 仕事種類_4 0.864 0.947 0.788
7 仕事種類_5 0.888 1.041 0.757
8 年齢 0.994 0.997 0.991
9 年金知識 1.123 1.139 1.107


10 納付知識 0.925 0.978 0.876
11 世帯所得 1 1.001 1


Choice Group: 2
2 性別_0 0.916 0.992 0.846
3 仕事種類_1 0.481 0.547 0.422
4 仕事種類_2 0.384 0.456 0.324
5 仕事種類_3 0.418 0.478 0.366
6 仕事種類_4 0.694 0.763 0.631
7 仕事種類_5 0.839 0.988 0.712
8 年齢 0.984 0.988 0.981
9 年金知識 0.987 1.002 0.971


10 納付知識 2.399 2.543 2.263
11 世帯所得 0.999 0.999 0.998


Choice Group: 3
2 性別_0 1.054 1.14 0.975
3 仕事種類_1 1.469 1.657 1.302
4 仕事種類_2 1.589 1.83 1.379
5 仕事種類_3 1.312 1.482 1.162
6 仕事種類_4 1.251 1.378 1.135
7 仕事種類_5 1.246 1.471 1.055
8 年齢 0.993 0.996 0.99
9 年金知識 1.065 1.082 1.049


10 納付知識 1.124 1.191 1.06
11 世帯所得 1 1 1  


 


推計結果の概要 


Log Likelihood: -38505.560 


Log Likelihood of constants only model = LL(0) = -41345.956 


2*[LL(N)-LL(0)] = 5680.792 with 30 df Chi-sq p-value = 0.000 


McFadden's Rho-Squared = 0.069 


 


３. 国民健康保険加入に関する多項ロジット分析 
 国民年金と比較するために国民健康保険の加入に関する多項ロジット分析を行った。説明


変数の多くは、国民年金加入に関する多項ロジット分析と同じであるが、国民健康保険の場


合、被説明変数は、「納付」、一部納付、未納の３つの納付状態に分けられる。 
推計結果は、図表13のとおりである。Choice Group１は国民健康保険未納者と国民健康保険


納付者の比較であり、Choice Group２は国民健康保険未納者と国民健康保険一部未納者の比較
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である。 


Choice Group１によると完納になる確率に影響を与えている要因は、性別、家族従業員、


世帯所得である。一方、不詳と年齢は完納の確率を引き下げている。 
Choice Group２によると、一部未納になる確率を高める要因は、性別、自営業、家族従事


者、臨時・パート（アルバイト）である。 


 


〔図表 1３〕推計結果 


     


Parameter Estimate S.E. z-ratio p-value
Choice Group: 1


1 CONSTANT 2.806 0.078 35.952 0
2 性別_0 0.36 0.032 11.4 0
3 年齢 -0.011 0.001 -8.939 0
4 仕事種類_1 0.102 0.086 1.193 0.233
5 仕事種類_2 0.56 0.131 4.28 0
6 仕事種類_3 -0.087 0.102 -0.857 0.391
7 仕事種類_4 -0.052 0.079 -0.66 0.509
8 仕事種類_5 -1.161 0.056 -20.861 0
9 世帯所得 0.001 0 16.648 0


Choice Group: 2
1 CONSTANT 0.472 0.093 5.066 0
2 性別_0 0.26 0.037 6.954 0
3 年齢 -0.003 0.002 -1.867 0.062
4 仕事種類_1 0.334 0.1 3.334 0.001
5 仕事種類_2 0.556 0.148 3.759 0
6 仕事種類_3 0.194 0.12 1.619 0.105
7 仕事種類_4 0.21 0.093 2.251 0.024
8 仕事種類_5 -0.294 0.067 -4.404 0
9 世帯所得 0 0 7.445 0


　 　
Parameter Odds Ratio Upper Lower


Choice Group: 1
2 性別_0 1.433 1.524 1.347
3 年齢 0.989 0.991 0.986
4 仕事種類_1 1.107 1.31 0.937
5 仕事種類_2 1.751 2.264 1.355
6 仕事種類_3 0.916 1.119 0.751
7 仕事種類_4 0.949 1.109 0.812
8 仕事種類_5 0.313 0.349 0.281
9 世帯所得 1.001 1.001 1.001


Choice Group: 2
2 性別_0 1.297 1.396 1.205
3 年齢 0.997 1 0.994
4 仕事種類_1 1.396 1.699 1.148
5 仕事種類_2 1.743 2.329 1.305
6 仕事種類_3 1.214 1.534 0.96
7 仕事種類_4 1.234 1.482 1.028
8 仕事種類_5 0.745 0.85 0.654
9 世帯所得 1 1.001 1  
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推計結果の概要 
Log Likelihood: -37002.362 


Log Likelihood of constants only model = LL(0) = -38422.675 


2*[LL(N)-LL(0)] = 2840.627 with 16 df Chi-sq p-value = 0.000 


McFadden's Rho-Squared = 0.037 


 


IV. まとめ 


以上、見てきたように、本人および世帯の所得が国民年金の納付状況に与える影響はきわ


めて限定的であることがわかった。国民年金の完納に注目すると、自営業者、家族従業者と


いった職業は完納率が高いが、臨時・パート（アルバイト）の完納率が低いことが確認でき


た。 
また、年金に関する知識が完納や免除の利用を高めていることも確認できた。制度に関す


る知識の普及も納付行動に重要な影響を与えることも確認できた。 
 
 


参考文献 


駒村康平(2007)「公的年金に対する国民の知識・評価に関する分析」『年金と経済』2007.1
号、財団法人 年金シニアプラン総合研究機構． 
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第６章  就業形態多様化と申請免除制度の捕捉率 
 山田篤裕 


I. はじめに 


 就業形態の多様化にともなう年金保険料の未納問題は、本来ならば第 2 号と分類されるべ


き被保険者が第 1 号被保険者になってしまっているという制度的要因からもたらされている


ことが指摘されている（本報告書の第 2 章（丸山、2007）参照）。 
 一方、国民年金制度における保険料設定が逆進的であり、そのために未納問題が発生して


いる（流動性制約仮説）との指摘も多い。そうした逆進性を緩和する方法として、近年、さ


まざまな免除・猶予制度の導入が行われている。たとえば昨年（平成 18 年 7 月）には多段


階免除制度が施行されたところである。 
 本章の目的は二つある。第一に、申請免除制度がどれほど低所得層に利用されているのか


という、申請免除制度の適用（捕捉）について就業形態多様化のコンテキストの中で検討す


ることである。第二に、公的年金制度に対する無知（とくに申請免除制度に関する無知）が


納付行動にどのような影響を与えているかについても明らかにすることを目的とする。 
 これら二つが重要なのは以下の理由による。すなわち免除制度がいくら精緻化（多段階化）


されようとも人々がそれに申請しない限り、流動性制約は解決されず未納問題として残って


しまう。さらに、免除資格のある者が申請免除して認められれば、その期間は老齢基礎年金


の受給資格期間にカウントされ年金額算定の際にもその期間が考慮されるが、免除資格があ


るにもかかわらず未納になっている場合、当然ながらそうした考慮は一切無いために無年金


者となる可能性は高くなってしまう。したがって申請免除の制度捕捉率が低いなら、そこに


は無年金者を減らすべく申請免除を促すようなアプローチが社会政策として必要となってこ


よう。また、公的年金制度に対する無知が未納行動に影響を与えている場合には、収納率を


上げるための行政的な方法ばかりでなく、知識が欠如している領域に合わせた効果的な広報


活動により未納率が下がる事が期待される。 
 本章の構成は以下の通りである。まず、第 II 節で先行研究を概観し、流動性制約要因仮説


が過去の研究においていずれも支持されている事を確認する。第 III 節では、近年の免除制


度の発展について概説する。第 IV 節では、本章の分析で用いたデータ「国民年金被保険者


実態調査（平成 14 年）」について説明する。第 V 節において国民年金保険料未納および免除


制度の捕捉にかんする実証分析結果を示す。第 VI 節において簡潔な結論がある。 


II. 先行研究 


国民年金未納問題に関しては、これまでに 12 本の実証研究が公刊されている。なお、各研


究の詳細（分析目的、データ、対象サンプル、モデル、使用変数、主な結果と政策含意）につ


いては、平成 17 年度総括研究報告書所収の第 3 章第ＩＩＩ節図表 9 にまとめられている。 
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初期の分析である小椋・千葉（1991）では全国レベルの集計データが使用されていたが、そ


の後、都道府県・市町村レベル集計データ（駒村（2001）、丸山・駒村（2005））、個票データ（小


椋・角田（2000）、鈴木・周（2001、2005）、阿部（2001、2003）、中嶋ら（2005）、中嶋・臼杵


（2005）、塚原（2005）、駒村・山田（2007））など、よりマイクロ・レベルのデータ、さらには年金未


納分析用に特別に収集されたデータなども使用されるようになってきている。 
また、注目される国民年金未納の要因も研究が蓄積されるにつれ、①流動性制約要因


（収入や資産に対して相対的に年金保険料が高い個人が未納・未加入になるという仮説）


だけでなく、②就業形態多様化要因（非典型的労働者が未納・未加入になるという仮説）、


③世代間の不公平要因（コーホートの若い世代ほど世代間の不公平を感じるため未納・


未加入になるという仮説）、④25 年加入条件要因（年金保険の受給資格期間を満たせな


いとわかると未納・未加入になるという仮説）、さらに 近の研究では⑤リスク回避性向


要因（リスクに対する許容度の高い個人が未納・未加入になるという仮説）、⑥逆選択要


因（予想寿命が短い個人が未納・未加入になるという仮説）や⑦双曲的時間割引要因（異


時点間の効用 大化の観点からは非整合な時間割引率をもつ個人が未納・未加入となる


仮説）に注目するものも出てきている。これら先行研究の分析結果は仮説ごとに以下の


ように整理できる。 
 


①流動性制約要因 


消費額や所得額に対する保険料の比、個人所得、世帯収入など、流動性制約の代理指標は


異なっているが、ほぼすべての論文で保険料に比べて所得が低いこと（流動性制約）により国


民年金未納が発生していることを確認している。 


②就業形態多様化要因 


有期契約雇用者、非正規、第三次産業従事者、など、非典型的労働者の代理指標は異なるが、


小椋・角田（2000）、阿部（2003）、丸山・駒村（2005）は就業形態多様化が有意に国民年金未


納確率を上げることを確認している。 


③世代間の不公平要因 


若いコーホート（生年別集団）ほど年金制度に不公平感を持ち年金に加入しないという、いわ


ゆる「コーホート効果」は、小椋・千葉（1991）や鈴木・周（2001）で明示的に分析された。その後、


阿部（2003）や鈴木・周（2005）で、より精緻な分析手法で追試されたが、いずれも有意な結果


を得られておらず、まだ議論の余地がある。 


④25 年加入要件要因 


35 歳を公的年金の 25 年受給資格要件の上限年齢ととらえ、その前後で未加入行動が異なる


かどうかを検証するという方法が、鈴木・周（2001、2005）、阿部（2001）では採用されている。い


ずれも 35 歳近辺での「屈曲」を認めており、25 年加入要件の影響が確認されている。この結果


を受けて、当該要件撤廃が提言されている。 


⑤リスク回避性向要因 


中嶋ら（2005）では代理変数として、雨傘携行降雨確率（仮想的な天気予報）や諺を用いてい


る。雨傘携行降雨確率では有意な結果を得られなかったが、諺で代理されるリスク回避度の高
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さは未納率を有意に下げるという結果を得ている。 


⑥逆選択要因 


中嶋ら（2005）、中嶋・臼杵（2005）、塚原（2005）では、主観的予測寿命が逆選択の代理指標と


して使用され、いずれの論文でも未加入あるいは（仮想的状況下での任意）未加入要因として


有意となっており、逆選択が確認できたとしている。 


⑦双曲的時間割引要因（情報処理段階の問題） 


中嶋ら（2005）の研究で初めて明示的に扱われた要因である。先述したようにこの要因が確認


されれば、理論的に年金への強制加入の根拠となるが、中嶋ら（2005）では仮説を支持するよう


な有意な結果は得られていない。駒村・山田（2007）では 5％有意水準で確認されている。さら


に中嶋ら（2005）、駒村・山田（2007）双方とも主観的時間割引率が高いほど未納確率が高まる


ことを確認している。 


 
 以上、研究蓄積を概観したが、ほぼすべての研究で一致をみているのが①流動性制約要因


である。本章では、流動性制約要因を緩和するものとして期待される申請免除制度がどのよ


うに機能しているかについて実証的に分析する。 


III. 免除制度の概要 


１. 概要および近年の改正 
国民年金制度には、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合には、保険料


の全額が免除される免除制度がある。また、平成 14 年 4 月に保険料の全額を納めることが


困難な場合には、半額が免除される半額免除制度が導入された。平成 17 年 4 月から若年者


に対する納付猶予制度が施行された。これは親が裕福な場合に、被保険者本人が低所得ある


いは失業していても保険料が免除とならなかった問題を解決するための措置である。さらに


平成 18 年 7 月から多段階免除制度が導入され、これまでの全額・半額免除制度に加え、1／
4 免除および 3／4 免除が認められるようになった。 


申請免除の認定については、本章で用いたデータの調査対象時点（平成 13 年度）以前で


は、① 住民税非課税の場合は免除、② 所得税課税の場合は非免除、③ ①及び②の間（所得


税非課税かつ住民税課税）の場合は、当該被保険者の属する世帯の所得等により算定した判


別指数の値を、地域ごとの免除ライン・非免除ラインの値と比較することにより、免除・非


免除を認定していた。ただし、④ 失業、天災、その他の理由により保険料の拠出が困難と認


められる場合（所得、稼動能力、生活程度等を考慮）は、前年所得の多寡にかかわらず免除


される（特例免除）。 
平成 14 年度からは、半額免除の導入及び免除基準の明確化が行われ、申請免除の認定は、


① 住民税非課税の場合は全額免除、② 所得税非課税及び所得税控除後課税所得 30 万円以


下の場合は半額免除、③ 上記で非免除となった場合は、天災、失業等46により保険料の拠出


                                                  
46 通常の免除申請の審査において、審査対象となる所得は「申請者本人の所得」に「申請者の配偶者の所得」およ
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が著しく困難と認められる場合は、前年所得の多寡にかかわらず、保険料の全額または半額


が免除される。なお、③の特例免除の要件についても平成 14 年度から「その他の理由によ


り保険料の拠出が困難と認められる場合」という文言が外され、その明確化が行われた。 
翌年度以降も免除希望する場合、平成 17 年 3 月までは、毎年申請が必要であったが、平


成 17 年 4 月からは全額免除と若年者納付猶予に限り、免除申請を提出する際に継続申請希


望確認欄に「はい」と○をつければ、申請が不要となり（自動的に継続申請したものとみな


される）、制度運営にも工夫が加えられている。 


２. 本人の全額免除（旧）基準額 
以下の計算式に基づき、所得課税に関する全額申請免除基準が算出される。計算結果の金


額（単位円）が 0 以下ならば全額申請免除基準に該当するものとされる。 
具体的には、本人の老人控除対象配偶者・老人扶養親族、特定扶養親族、控除配偶者（障


害者）及び扶養親族（障害者）、控除配偶者及び扶養親族（①、②、③以外）の合計 A（扶養


者数）によって、次のように計算される。 
⋅ A=0 の場合 「本人総所得」－350,000 
⋅ A>0 の場合 「本人総所得」－350,000×（A＋1）－240,000 


ただし、本人の状況が、障害者、特別障害者、寡婦、寡婦特例（どれか一つ以上該当）の


場合は、次の計算結果と上記の計算結果の小さい方とする。 
⋅ 「本人総所得」－1,250,000 


３. 本人の半額申請免除（旧）基準額（参考） 
平成 14 年 4 月に導入された所得税に関する半額申請免除基準は、具体的には以下の計算


式に基づき算出される。計算の結果、金額（単位円）が 30 万円以下ならば半額申請免除基


準に該当する。 
⋅ 「本人総所得」 


－「雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金、 
地方税法附則第 6 条第 1 項・租税特別措置法第 24 条の免除該当所得」 


－「配偶者特別控除」 
－「老人控除対象配偶者・老人扶養親族」×480,000 
－「特定扶養親族」×630,000 
－「控除配偶者（障害者）及び扶養親族（障害者）」×650,000 
－「控除配偶者及び扶養親族（①、②、③以外）」×380,000 
－「障害者の場合：270,000」 
－「特別障害者の場合：400,000」 
－「老人の場合：500,000」 
－「寡婦の場合：270,000」 


                                                                                                                                                    
び「世帯主の所得」が加わっている。しかし、失業特例を受ける場合には、「申請者本人の所得」は除外されて審査さ


れる。 
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－「寡婦特例の場合：350,000」 
－「基礎控除：380,000」 


IV. データ 


１. 「国民年金被保険者実態調査（平成 14 年）」の概要 
本章では、分析データとして社会保険庁の「平成 14 年国民年金被保険者実態調査（以下、


「実態調査」と略す）」の個票を用いる。この調査は、「国民年金第１号被保険者について、


保険料納付状況ごとにその実態を明らかにし、被保険者の収入、被保険者の国民年金に対す


る意識、保険料未納の理由など今後の国民年金事業運営に必要な資料を得ることを目的」と


して 3 年ごとに実施されている。 
調査対象は、平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（任意加入被保険者は含ま


ない）及びその属する世帯である。ただし、「法定免除者」は調査対象となっていない。サン


プリングは、①保険料納付区分（完納者、一部納付者、未納者、免除者、学生納付特例者）、


②年齢区分（20－24 歳､ 25－34 歳､ 35－49 歳、50 歳以上）、③都市規模区分（東京都特


別区部及び政令指定都市、左記以外の人口 20 万以上の市及び県庁所在市、左記以外の人口


20 万未満の市町村）、④性別に基づき、国民年金現存被保険者（第 1 号被保険者）ファイル


から層別抽出により行われている。約 11 万サンプルが調査対象となっている。 
調査は郵送で行われている（平成 14 年 10 月から 12 月）が、所得等に関しては市区町


村職員（国民年金事務担当者）が市区町村民税課税台帳及び国民健康保険料（税）賦課台帳


から必要事項を所得等調査票に転記することにより把握している。また、免除者・学生納付


特例者については社会保険事務所において免除申請書及び学生納付特例申請書の内容を免除


調査票に記入することにより行われている。郵送調査の回収率は 46.4％で、約 5 万サンプル


が確保されている。 


２. 保険料納付区分 
本章の分析において も重要な変数は保険料納付区分（完納者、一部納付者、未納者、免


除者、学生納付特例者）である。保険料納付区分は、調査時点の平成 14 年 10－12 月ではな


く、平成 12 年度及び 13 年度の保険料の納付状況に基づいて区分されている。 
「納付者」とは「平成 12 年 4 月以降の保険料を納付したことがある者」であって、平成


13 年度中に法定・申請免除期間又は学生納付特例期間のある者は含まれない。この「納付


者」はさらに「完納者」と「一部納付者」に分類されており、前者は「平成 12 年 4 月－14 
年 3 月までの 24 月の保険料をすべて納付している者」と定義され、後者は「完納者以外の


納付者」と定義されている。 
一方、「未納者」は「平成 12 年 4 月－14 年 3 月までの 24 月の保険料を 1 月も納付して


いない者」と定義され、平成 13 年度中に法定・申請免除期間又は学生納付特例期間のある


者は「未納者」に含まれない。われわれが通常「未納者」という言葉から想像する定義より、


「実態調査」での「未納者」の定義はやや狭くなっていることに注意が必要である。 
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３. データ・クリーニングおよびその影響 
郵送調査で回収された約 5 万サンプルの中、就労形態不詳、世帯人数不詳、本人・世帯所


得不詳、課税状況不詳であるサンプルを除去することで、データ・クリーニングを行った。


も不詳が多い項目が本人所得で、約 1 万 6000 サンプルが不詳に該当する。 
こうしたクリーニングの結果、約 5 万サンプルの中、 終的に 3 万サンプルが残された。


約 4 割のサンプルがクリーニング作業中に落とされたことは、層別抽出時とは異なったサン


プル構成になっている可能性がある。そこで、層別抽出の際に使用された各層（年齢区分、


都市規模区分、納付区分）に関して、データ・クリーニングによってどのように構成比が変


化したかについて確認した。ベンチマークとなるのは、社会保険庁（2003）『平成 14 年国民


年金被保険者実態調査結果の概要（以下「結果概要」と略す）』である。 
年齢構成に関しては、クリーニング後 20－24 歳で 4％ポイント減少している。一方で微


増しているのが、45－59 歳である（図表 1）。 
 


〔図表 1〕 データ・クリーニングによる年齢区分構成の変化 


結果概要 クリーニング後 差
20－24歳 21.7 17.5 -4.2
25－29歳 11.9 11.2 -0.8
30－34歳 10.3 10.2 -0.1
35－39歳 8.1 8.3 0.2
40－44歳 7.7 8.6 0.8
45－49歳 9.6 10.9 1.3
50－54歳 15.4 17.1 1.8
55－59歳 15.2 16.2 1.0
合計 100.0 100.0  


 
 都市規模に関しては 3 区分しかない事により、データ・クリーニングによる影響は相対的


に大きくなっている。特に中都市では 7％ポイントも構成比を落とす一方、小都市・町村で


は 9％ポイントも構成比を増大させている（図表 2）。 
 


〔図表 2〕 データ・クリーニングによる都市規模区分構成の変化 


結果概要 クリーニング後 差
大都市 24.1 21.8 -2.3
中都市 25.1 18.3 -6.8
小都市・町村 50.9 59.9 9.1
合計 100.0 100.0  


 
 本章の分析において も重要な変数である保険料納付区分については、それほど大きな構


成比の変化は認められない。データ・クリーニング後、完納者の構成比が 4％ポイントほど


上昇しているが、未納者の構成比は 2％ポイントほどしか落ちていない。 
 


〔図表 3〕 データ・クリーニングによる保険料納付区分構成の変化 
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結果概要 クリーニング後 差
完納者 49.4 53.3 3.9
一部納付者 11.8 11.9 0.0
未納者 18.2 16.3 -1.9
申請免除者 13.8 13.8 0.0
学生納付特例者 6.8 4.8 -2.0
合計 100.0 100.0  


 
 以上のように、データ・クリーニングの結果、都市規模区分に関してやや大きい構成比の


変化があったが、年齢区分および保険料納付区分については構成比の変化はそれほど大きく


ない。したがって以下で行われる分析結果を左右するほどデータ・クリーニングの影響は大


きくないものとして以下分析を進めることにする。 


４. 分析対象サンプルの限定 
 クリーニングされたデータから学生サンプルを除外した。これは「学生納付特例制度」の


影響を除いて申請免除制度の純粋な効果を本章では分析したいためである47。 
さらに本章の分析では、2 種類のサブ・サンプルを目的に応じて使い分けている。一つは


国民年金保険料の未納分析に使用されるサブ・サンプルで、保険料納付区分の中、「完納者」、


「一部納付者」、「未納者」が該当する。つまり、「申請免除者」および「学生納付特例者」を


除くサンプルである。 
もう一つのサブ・サンプルは免除制度の捕捉率に関する分析に使用されるサブ・サンプル


で、潜在的な（全額）免除制度適用者が該当する48。具体的には、平成 13 年度以前の申請免


除制度を参考に以下に該当するサンプルを低所得層、すなわち潜在的な申請（全額）免除制


度適用者とみなした。 
⋅ 市区町村民税が非課税となっている世帯 
⋅ 上記以外の者で世帯の総所得金額が単身者は【35 万円】未満、それ以外の世帯は【35


万円×世帯人員数＋24 万円】未満の世帯 
⋅ 上記以外の者で国民年金の保険料未納理由が「保険料が高く、経済的に支払うのが


困難」でありかつ「失業、倒産、天災、事故、病気などにより所得が低下した」と


回答している者 
⋅ 申請免除者 


こうした方法で識別した潜在的な申請（全額）免除適用者が、実際の申請免除者とどれほど


の一致性をもっているかに関しては次節（分析結果）において検討する。 
各サブ・サンプルの基礎集計表は本章末に示されている。 


５. 被説明変数・説明変数およびモデル 
分析で使用した被説明変数および説明変数の一覧とその説明については、図表 4 の通りで


                                                  
47 学生納付特例制度を利用した場合、その期間は25年の資格期間に含まれるが年金額には（追納しない場合）反


映されないため、免除とは性格を異にする。 
48 半額免除（平成 14 年 4 月施行）については、「実態調査」における納付区分が平成 12 年 4 月－14 年 3 月の


納付実績に基づくため、本章では分析対象とはしない。 
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ある。 
性別、年齢、都市規模区分、世帯所得以外の基本的属性に関する変数以外に、生命保険・


個人年金保険料、仕事の形態（就業形態多様化の代理変数）、年金制度に関する知識（申請


免除制度の知識を含む）などの変数を加えている。 
 納付区分に関する推計（国民年金と国民健康保険の未納分析）に使用するモデルは多肢選


択 Logit Model を採用した。また、申請免除制度の捕捉に関する推計には Probit Model を採


用した。 
 


〔図表 4〕 被説明変数・説明変数一覧 


被説明変数
保険料未納分析


完納 平成12年4月－14年3月までの24月の保険料をすべて納付している者。ただし、平成12年5月以降
に資格を取得した者については、資格取得した月以降の保険料を全月納付している者。


一部納付 完納者以外の納付者。
未納 平成12年4月－14年3月までの24月の保険料を1月も納付していない者。ただし、平成12年5月以


降に資格を取得した者については、資格取得した月以降の保険料を1月も納付していない者。な


お、平成13年度中に法定・申請免除期間又は学生納付特例期間のある者を除く。
全額免除制度捕捉分析


申請（全額）免除 平成13 年度中に申請免除期間のある者。


説明変数
性別 女性を1とおくダミー変数。
年齢 調査時点（平成14年10－12月）の年齢。
等価所得（万円） 平成14年の市区町村民税課税台帳の総所得金額（平成13年所得）に基づく。総所得金額は、利


子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得、一時所得からなり、
収入金額から必要経費（売上原価、減価償却費等）を除いたものである。その総所得金額を世帯
人員数の0.5乗で割った値。


都市規模区分 大都市：東京都特別区部及び政令指定都市。中都市：大都市以外の人口20 万以上の市及び県
庁所在市。小都市・町村：中都市以外の人口20 万未満の市及び町村。それぞれを1とおくダミー
変数。中都市が基準。


生命保険・個人年金保険料 世帯の保険料合計額（千円）。
仕事の形態区分 無業、自営業主、家族従業者、常用雇用（正社員等）、臨時・パート（アルバイトを含む）をそれぞ


れ1とおくダミー変数。自営業主が基準。
公的年金の物価水準維持 「公的年金では、民間保険会社の個人年金とは異なり、物価水準の上昇に応じて年金額が改定さ


れ、年金の実質的価値が目減りしないような仕組みが取られている」ことを知っている場合を1とお
くダミー変数。


障害年金 「国民年金では、加入期間中の病気やけが等により一定以上の障害の状態になった場合は、障害
基礎年金が支給される」ことを知っている場合を1とおくダミー変数。


基礎年金の国庫負担 「基礎年金は民間の個人年金とは異なり、１／３が国庫負担でまかなわれている」ことを知っている
場合を1とおくダミー変数。


年金受給の要件 「老齢基礎年金を受給するためには、公的年金に加入し、保険料を納めた期間と保険料を全額免
除されていた期間の合計が25 年以上必要となる」ことを知っている場合を1とおくダミー変数。


任意加入 「国民年金には60 歳までに公的年金加入期間が25 年未満であっても60－69歳の間に任意加入
することで加入期間を25年以上とし、受給権を確保できる任意加入制度がある」ことを知っている
場合を1とおくダミー変数。


国民年金保険料控除 「国民年金保険料は、所得税額の計算上、全額所得額から控除される」ことを知っている場合を1と
おくダミー変数。


納付期間と年金受取額の関係 「老齢基礎年金は、保険料納付期間が短くなると、その分支給額が少なくなる」ことを知っている場
合を1とおくダミー変数。


世代間扶養の仕組み 「老齢基礎年金は、社会連帯に基づき、現在の現役世代の支払う保険料によって、現在の高齢者
を支える世代間扶養の仕組みとなっている」ことを知っている場合を1とおくダミー変数。


収納機関拡大 「平成14年4月から、国民年金保険料の収納事務が国に移管されたことに伴い、国民年金保険料
の収納機関が全国の金融機関に拡大されている」ことを知っている場合を1とおくダミー変数。


前納制度 「国民年金保険料を一括して前払いすると保険料が割引される『前納制度』がある」ことを知ってい
る場合を1とおくダミー変数。


追納制度 「国民年金保険料は、納め忘れた場合でも、過去２年分までをさかのぼって納めることができる」こ
とを知っている場合を1とおくダミー変数。


免除制度 「経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合には、保険料の全額が免除される免
除制度がある上、平成14 年４月からは、保険料の全額を納めることが困難な場合には、半額が免
除される半額免除制度が新たに始まった」ことを知っている場合を1とおくダミー変数。  
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V. 分析結果 


１. 国民年金の未納分析 
申請免除者および学生を除く第 1 号保険者の未納がどのように発生しているかに関す


る、多肢選択 Logit Model による推計結果が図表 5 に示されている。選択肢は、平成 12
年度と 13 年度の納付実績に基づく、完納、一部納付、未納の三つに区分されている。図


表 5 では、各選択肢に対する各変数の限界効果が示されている。 
 


〔図表 5〕 多肢選択 Logit Model による国民年金保険料の納付状況に関する限界効果の推計 


推計式（1）
被説明変数 完納 一部納付 未納


完納・一部納付・未納 dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.]
説明変数


性別（女性） 0.043 [0.008 ] *** -0.008 [0.007 ] -0.036 [0.006 ] ***


年齢 0.013 [0.002 ] *** -0.007 [0.002 ] *** -0.006 [0.002 ] ***


年齢二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


等価所得（万円） 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


等価所得（万円）二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


大都市 0.027 [0.009 ] *** -0.011 [0.009 ] -0.016 [0.007 ] **


小都市・町村 0.000 [0.009 ] 0.001 [0.008 ] -0.001 [0.007 ]
生命保険料（千円） 0.002 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] ***


個人年金保険料（千円） 0.005 [0.000 ] *** -0.002 [0.000 ] *** -0.003 [0.000 ] ***


無業 0.025 [0.012 ] ** -0.057 [0.010 ] *** 0.032 [0.010 ] ***


家族従業者 0.077 [0.013 ] *** -0.036 [0.012 ] *** -0.041 [0.010 ] ***


常用雇用（正社員等） -0.025 [0.013 ] ** 0.002 [0.012 ] 0.023 [0.011 ] **


臨時・パート（アルバイトを含む） -0.046 [0.012 ] *** 0.007 [0.011 ] 0.039 [0.010 ] ***


多肢選択Logit Model全体


Pseudo R2 0.021
Log liklihood -20976.659
N 20451


各選択肢の割合（＝1.00） 0.47 0.34 0.19  


注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の中、


申請免除者、学生を除いたサンプルが分析対象。***、**、* はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意である


ことを示す。都市規模区分ダミーの基準は「中都市」、仕事形態ダミーの基準は「自営業主」である。 


 
 具体的に図表 5 は以下のように読む。性別の効果と家族従業者の効果を例に取ろう。女性


であることは国民年金保険料の完納確率を 4％高める一方、未納確率を 4％下げる。一部納


付確率に関しては、有意ではない。家族従業者であることは、完納確率を 8％高めるが、一


部納付確率と未納確率を各々4％下げる。なお、完納、一部納付、未納確率の限界効果を足


し合わせると、各事象は背反であるので必ずゼロになる。 
 就業形態多様化の代理変数である仕事形態ダミーに注目すると、常用雇用および臨時・パ


ートの第 1 号被保険者で、各々2％と 4％未納確率が高いことが分かる。これは、本来ならば


第 2 号として適用すべき常用雇用および臨時・パートまでもが第 1 号になり未納要因となっ


てしまっているとの研究結果と整合的である。 
無業であることは完納確率を 3％上げているが、これは失業者と主婦を識別できていない
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ことによるものと考えられる。 
生命保険料や個人年金保険料の支払いが月額千円高くなると、各々0.2％と 0.5％、完納確


率を高め、一部納付確率や未納確率にはマイナスの限界効果を持つ。すなわち、生命保険や


個人年金保険に頼って、一部納付や未納が発生するわけではない事が分かる。 
年齢の限界効果および所得の限界効果が納付行動に与える影響については二次項が入って


いるため、より分かりやすくシミュレーション結果を図示したのが図表 6 および図表 7 であ


る。図表 6 は横軸を年齢にとり縦軸に、完納、一部納付、完納確率をとっている。図表 7 で


は横軸に等価所得をとっている。縦軸は図表 6 と同様である。このシミュレーションにおい


て、他の変数の影響はすべて統御されている。 
図表 6 によれば、完納確率は 20 歳以降上昇し続け、42 歳に 高になった後は 59 歳まで


下降し続ける。一部納付確率は 20 歳以降下降し続け、49 歳で 低となりその後 59 歳まで


微増する。未納確率は、同じく 20 歳以降下降し続けるが、35 歳で 低となり反転し上昇す


る。35 歳は 25 年間という受給資格期間と整合的な年齢である事に注目したい。 
 


〔図表 6〕 国民年金保険料の納付状況に関する年齢の限界効果のシミュレーション 
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〔図表 7〕 国民年金保険料の納付状況に関する所得の限界効果のシミュレーション 
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 一方で、所得の限界効果は年齢の限界効果と相違して、（所得の 大値以下で）確率の上昇


あるいは下降傾向が反転することはない。所得が高くなるにつれ、完納確率は上昇し続け、


一部納付・未納確率は低下し続ける。なお、常に一部納付確率の方が未納確率よりも低くな


っており、未納確率は所得が高くても一部納付確率ほど相対的に下がらないことが分かる。 
図表 8 は図表 5 で示した推計式に年金制度に対する周知度に関する変数を加えたものであ


る。図表の読み方は、図表 5 と同じである。 
 


〔図表 8〕 多肢選択 Logit Model による国民年金保険料の納付状況に関する限界効果の推計 


推計式（2）
被説明変数 完納 一部納付 未納


完納・一部納付・未納 dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.]
説明変数


性別（女性） 0.041 [0.008 ] *** -0.012 [0.008 ] -0.029 [0.006 ] ***


年齢 0.009 [0.003 ] *** -0.007 [0.002 ] *** -0.001 [0.002 ]
年齢二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *


等価所得（万円） 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


等価所得（万円）二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


大都市 0.033 [0.010 ] *** -0.014 [0.009 ] -0.019 [0.007 ] ***


小都市・町村 -0.006 [0.009 ] 0.003 [0.008 ] 0.003 [0.007 ]
生命保険料（千円） 0.002 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] ***


個人年金保険料（千円） 0.004 [0.000 ] *** -0.002 [0.000 ] *** -0.003 [0.000 ] ***


無業 0.046 [0.012 ] *** -0.062 [0.011 ] *** 0.016 [0.010 ]
家族従業者 0.082 [0.013 ] *** -0.039 [0.012 ] *** -0.044 [0.010 ] ***


常用雇用（正社員等） -0.013 [0.013 ] 0.000 [0.012 ] 0.013 [0.010 ]
臨時・パート（アルバイトを含む） -0.028 [0.012 ] ** 0.002 [0.011 ] 0.026 [0.010 ] ***


周知度：公的年金の物価水準維持 0.034 [0.008 ] *** -0.013 [0.008 ] * -0.020 [0.007 ] ***


周知度：障害年金 0.021 [0.008 ] *** -0.015 [0.008 ] ** -0.006 [0.006 ]
周知度：基礎年金の国庫負担 -0.023 [0.008 ] *** 0.016 [0.008 ] ** 0.007 [0.007 ]
周知度：年金受給の要件 -0.053 [0.009 ] *** 0.016 [0.008 ] * 0.037 [0.007 ] ***


周知度：任意加入 0.028 [0.009 ] *** -0.030 [0.008 ] *** 0.002 [0.007 ]
周知度：国民年金保険料控除 0.093 [0.009 ] *** -0.022 [0.008 ] *** -0.071 [0.007 ] ***


周知度：納付期間と年金受取額の関係 -0.008 [0.010 ] -0.002 [0.009 ] 0.010 [0.007 ]
周知度：世代間扶養の仕組み 0.033 [0.010 ] *** -0.027 [0.009 ] *** -0.005 [0.007 ]
周知度：収納機関拡大 0.070 [0.008 ] *** 0.009 [0.007 ] -0.078 [0.006 ] ***


周知度：前納制度 0.148 [0.008 ] *** -0.035 [0.008 ] *** -0.113 [0.007 ] ***


周知度：追納制度 -0.129 [0.008 ] *** 0.083 [0.008 ] *** 0.045 [0.006 ] ***


周知度：免除制度 -0.020 [0.008 ] ** 0.032 [0.008 ] *** -0.011 [0.006 ] *


多肢選択Logit Model全体


Pseudo R2 0.050
Log liklihood -20346.735
N 20451


各選択肢の割合（＝1.00） 0.47 0.34 0.19  
注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の中、


申請免除者、学生を除いたサンプルが分析対象。***、**、* はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意である


ことを示す。都市規模区分ダミーの基準は「中都市」、仕事形態ダミーの基準は「自営業主」である。 


 
 概ね年金制度に関する具体的な知識を有している事は完納確率を 2％から 大で 9％（国


民年金保険料控除の知識）上昇させる。ただし、基礎年金の国庫負担、年金受給の要件、追


納制度、免除制度の知識は逆に完納確率を 大で 13％下げている。この結果は、これらの知


識が完納確率を下げているのではなく、完納しない場合にこれらの知識を得る、という逆の


因果関係を意味するものとして解釈すべきであろう。なお、限界効果が有意である場合、年
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金制度の知識に関するダミー変数の符号は、一部納付と未納で一致している。その例外が免


除制度の知識であり、未納確率では限界効果は（10％有意水準であるが）マイナスで、一部


納付確率ではプラスとなっている。つまり免除制度について知っていると未納確率は下がる


が、一部納付確率は上がるということである。これは免除制度を知っている場合には未納で


はなく申請免除者となり上記の分析対象からは外れ、また申請免除者の一部は毎年度の継続


申請を失念し一部納付者となるという実態を反映しているものと考えられる。 


２. 国民健康保険の未納との比較 
先行研究に倣い、国民健康保険の未納との比較を行うことで、国民年金未納の特徴を明ら


かにしよう。まず国民年金と国民健康保険の保険料納付状況をクロスしたものが図表 9 であ


る。国民健康保険の方が国民年金よりも保険料の納付実績は高くなっている。国民健康保険


料（税）を全月納付していても、その中の 28％は国民年金保険料が一部納付か未納である。 
 


〔図表 9〕 国民年金と国民健康保険料（税）の納付状況 


国民健康保険
全月納付 一部納付 全月未納 計


国民年金 完納 64.2 2.5 0.5 67.2
一部納付 12.5 1.7 0.5 14.7
未納 12.7 3.2 2.1 18.0


計 89.3 7.4 3.2 100.0  
 
 国民年金と同様、国民健康保険に関して全月納付、一部納付、全月未納という納付区分に


ついて多肢選択 Logit Model を分析した結果が図表 10 に示されている。限界効果の解釈は


図表 5 と同じである。 
 


〔図表 10〕 多肢選択 Logit Model による国民健康保険料（税）の納付状況に関する限界効果の推計 


推計式（3）
被説明変数 全月納付 一部納付 全月未納


全月納付・一部納付・全月未納 dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.]
説明変数


性別（女性） 0.027 [0.006 ] *** -0.016 [0.005 ] *** -0.011 [0.003 ] ***


年齢 -0.001 [0.002 ] 0.001 [0.002 ] 0.000 [0.001 ]
年齢二乗 0.000 [0.000 ] 0.000 [0.000 ] 0.000 [0.000 ]
等価所得（万円） 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


等価所得（万円）二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


大都市 -0.054 [0.008 ] *** 0.055 [0.007 ] *** -0.001 [0.004 ]
小都市・町村 0.004 [0.007 ] -0.005 [0.006 ] 0.001 [0.003 ]
生命保険料（千円） 0.002 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] ***


個人年金保険料（千円） 0.002 [0.000 ] *** -0.001 . -0.001 [0.000 ] ***


無業 0.041 [0.007 ] *** -0.032 [0.006 ] *** -0.008 [0.004 ] **


家族従業者 0.039 [0.008 ] *** -0.021 [0.007 ] *** -0.018 [0.004 ] ***


常用雇用（正社員等） 0.002 [0.009 ] -0.007 [0.008 ] 0.005 [0.005 ]
臨時・パート（アルバイトを含む） 0.006 [0.008 ] -0.007 [0.007 ] 0.001 [0.004 ]


多肢選択Logit Model全体


Pseudo R2 0.031
Log liklihood -7058.2698
N 15005


各選択肢の割合（N＝1.00） 0.87 0.09 0.03  
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注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の中、


申請免除者、学生を除いたサンプルが分析対象。ただし、国民健康保険料（税）の納付状況を回答していな


いサンプル（未加入、転入・転出、不詳・その他）を除く。***、**、* はそれぞれ 1％、5％、10％水準で


有意であることを示す。都市規模区分ダミーの基準は「中都市」、仕事形態ダミーの基準は「自営業主」で


ある。 


 
ここでは、国民年金保険料の納付実績に関する各変数の影響との差異に注目する。まず、


指摘できるのは国民健康保険料の納付実績には年齢の影響は有意でないことである。これは


国民健康保険が短期保険という性格を持っているからだと考えられる。また大都市ダミーが


全月納付確率に対してマイナスの影響を持っている。さらに就業多様化の代理変数である仕


事形態ダミーについては、国民年金では完納確率を引き下げる影響を持っていた常用雇用、


臨時・パートのダミーが有意ではない。すなわち、第 2 号に適用されてきた被用者が就業形


態の多様化により第 1 号に区分されるようになり未納が増大したという国民年金で起きた問


題の発生は、国民健康保険では確認できない。 
所得効果については二次項があり係数も小さいため、その限界効果をシミュレーションで


示したのが図表 11 である。図表 7 と比較すると明らかに所得が高くなっても、全月納付確


率はそれほど上がらず、また一部納付・全月未納確率も下がらず、所得による納付実績への


影響（流動性制約要因）は国民健康保険の方が小さい。 
 


〔図表 11〕 国民健康保険料（税）の納付状況に関する所得の限界効果のシミュレーション 
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 以上、国民年金と国民健康保険の未納の相違をまとめると、国民健康保険では年齢・就業


形態の多様化が未納要因とはならない一方、国民年金では年齢・就業形態の多様化いずれも


が未納要因となっている。また国民年金の方では所得が納付行動に与える影響は相対的に大


きくなっている。 


３. 国民年金における申請免除制度の捕捉分析 
冒頭でも述べたように、免除制度がいくら精緻化（多段階化）されようとも人々がそれに
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申請しない限り未納問題は解決されない。周知の通り、免除資格のある者が申請免除して認


められれば、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされ年金額算定の際にもそ


の期間が考慮される。しかし、免除資格があるにもかかわらず未納になっている場合には、


そうした考慮は一切無いため無年金者となる可能性は高くなる。したがって申請免除の制度


捕捉率が低いなら、そこには無年金者を減らすべく申請免除を促すようなアプローチが必要


とされよう。 
図表 12 は申請免除が可能な低所得層を先に述べた方法で識別し、国民年金の納付区分と


クロスさせている。「住民税非課税」とは市区町村民税が非課税となっている世帯に属する個


人、「所得基準未満」とは左記以外の者で世帯の総所得金額が単身者で【35 万円】未満、そ


れ以外の世帯で【35 万円×世帯人員数＋24 万円】未満の世帯に属する個人、「失業・倒産・


事故・病気等」とは左記以外の個人で国民年金の保険料未納理由が「保険料が高く、経済的


に支払うのが困難」でありかつ「失業、倒産、天災、事故、病気などにより所得が低下した」


と回答している者を各々意味している。低所得層は、これら三種類のグループの合計として


識別される。 
こうして識別された「低所得層」と実際に申請免除者がどれほど重なっているかについて


確認しよう。納付区分が申請免除である者の中、41％がその他（低所得層以外）に分類され


ている。すなわち上記の方法により識別された低所得層と実際の申請免除者は 6 割（図表 12
の下半分のパネルの申請免除の行の灰色部分の数値の合計）重なっているということになる。 
この「低所得層」を「潜在的な申請免除者」とみなす場合には、（41％は外れてしまうの


で）かなり低めに申請免除制度の捕捉率を見積もることになる。しかし「実態調査」の変数


の制約からこれ以外の適切な低所得層の識別方法が見つからなかったことから、この方法を


採用する。 
 


〔図表 12〕 申請免除制度の捕捉 


住民税非課税 所得基準未満
失業・天災・事


故・病気等
その他 合計


（単位：千人）


完納 1000 479 0 7372 8851
一部納付 258 121 90 1654 2123
未納 473 161 163 2470 3267
申請免除 1105 254 100 1012 2471
合計 2836 1014 353 12509 16712
（単位：％）


完納 11.3 5.4 0.0 83.3 100.0
一部納付 12.2 5.7 4.2 77.9 100.0
未納 14.5 4.9 5.0 75.6 100.0
申請免除 44.7 10.3 4.1 41.0 100.0


合計 16.8 6.1 1.9 75.2 100.0  
注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の中、


学生を除くサンプルが対象。図表の数値は層別抽出割合に基づき Weight をかけた結果である。 


 


申請免除制度の捕捉率は「住民税非課税」、「所得基準未満」、「失業者・天災・事故・病気


等」を足し合わせた「低所得層」と「申請免除者」の合計を分母に、「申請免除者」を分子に
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することで計算できる。具体的には、図表 12 の上半分のパネルにおける灰色の部分の人数


の合計で、申請免除者計 247 万 1 千人を割ると免除制度の捕捉率が得られる。このようにし


て算出された申請免除制度の捕捉率は 47％である。厳しく見積もっても「低所得層」の半数


以下の者しか申請免除制度の適用を受けていないことが分かる。もちろん、捕捉率が低い事


自体は、将来の年金給付のために敢えて申請免除を利用せずに満額の保険料を支払い続けて


いる人が少なからずいることを考えれば直ちに問題とはいえない。 
真の問題は、一部納付者あるいは未納者の中に、申請免除制度に適用可能な者が少なから


ず含まれている事である。少なく見積もっても申請免除制度に適用可能なのは一部納付者の


22％（＝100％－78％）、未納者の 24％（＝100％－76％）である。つまり未納者に申請免


除を強制適用すれば、少なくとも未納者を四分の三に減らすことが可能である。したがって


近年の半額免除制度や多段階免除制度の導入により、こうした問題がどれほど改善されたか


さらに検討する必要がある。 
では、どのような者が、申請免除の適用を受けているのであろうか。それを検討すべく、


上記で定義した低所得層の申請免除適用の有無（捕捉）を Probit Model により推計した結果


が図表 13 に示されている。 
 


〔図表 13〕 Probit Model による国民年金の申請免除制度適用状況に関する限界効果の推計 


被説明変数 推計式（4） 推計式（5） 推計式（6）
（全額）申請免除利用 dF/dx [Std. Err.] dF/dx [Std. Err.] dF/dx [Std. Err.]


説明変数
性別（女性） 0.038 [0.012 ] *** 0.007 [0.013 ] -0.021 [0.014 ]
年齢 0.023 [0.004 ] *** 0.031 [0.004 ] *** 0.031 [0.004 ] ***


年齢二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


等価所得（万円） -0.001 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] *** -0.001 [0.000 ] ***


等価所得（万円）二乗 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] *** 0.000 [0.000 ] ***


大都市 0.063 [0.015 ] *** 0.057 [0.015 ] *** 0.045 [0.016 ] ***


小都市・町村 -0.003 [0.015 ] 0.004 [0.015 ] -0.001 [0.016 ]
生命保険料（千円） -0.004 [0.001 ] *** -0.004 [0.001 ] ***


個人年金保険料（千円） -0.007 [0.001 ] *** -0.007 [0.001 ] ***


無業 0.112 [0.019 ] *** 0.107 [0.020 ] ***


家族従業者 -0.048 [0.027 ] * -0.022 [0.029 ]
常用雇用（正社員等） 0.088 [0.026 ] *** 0.096 [0.028 ] ***


臨時・パート（アルバイトを含む） 0.102 [0.020 ] *** 0.079 [0.021 ] ***


周知度：公的年金の物価水準維持 -0.064 [0.015 ] ***


周知度：障害年金 0.015 [0.014 ]
周知度：基礎年金の国庫負担 0.026 [0.015 ] *


周知度：年金受給の要件 -0.046 [0.016 ] ***


周知度：任意加入 0.016 [0.015 ]
周知度：国民年金保険料控除 -0.054 [0.014 ] ***


周知度：納付期間と年金受取額の関係 0.000 [0.017 ]
周知度：世代間扶養の仕組み -0.022 [0.016 ]
周知度：収納機関拡大 -0.080 [0.013 ] ***


周知度：前納制度 -0.083 [0.014 ] ***


周知度：追納制度 -0.033 [0.014 ] **


周知度：免除制度 0.482 [0.011 ] ***


Pseudo R2 0.023 0.048 0.176
Log liklihood -5089.0504 -4958.1591 -4289.5599
申請免除の適用者割合（N=1.000） 0.468 0.468 0.468
N 7533 7533 7533  


注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の中、
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学生を除く、低所得層サンプル（住民税非課税、所得が一定基準以下、失業・天災・事故・病気等）が対象。 


 
所得や年齢は二次項が入っているので図表 6、7、11 と同様に他の変数の影響を統御した


上で、その限界効果をシミュレーションで図表 14 に示している。図表では、横軸に所得あ


るいは年齢を取り、縦軸に申請免除適用確率をとっている。この図表から明らかなように、


等価所得が増大するにつれ、（当たり前のことではあるが）申請免除適用になる確率は単調に


減少していく。年齢に関しては、20 歳以降、申請免除適用確率は上昇していくが、43 歳で


大値 66.4％を取り、その後低下していく。 
 
〔図表 14〕 国民年金の申請免除制度適用状況に関する所得・年齢の限界効果のシミュレーション 
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国民年金の完納確率とは反対に、生命保険料や個人年金保険料の支払額が大きいほど、申


請免除適用確率は低下する。 
就業形態多様化の代理変数である仕事の形態ダミーでは、常用雇用、臨時・パートのダミ


ー変数が、申請免除制度適用確率を各々10％、8％上げる効果を持っている。常用雇用、臨


時・パートであることは年金未納要因でもあるが、このように申請免除制度の捕捉率は（自


営業主より相対的に）高いことを考えると、申請免除制度の存在は就業形態多様化による年


金未納の影響を軽減している可能性がある。 
年金制度に関する知識に関して言えば、当然のことながら免除制度の周知は 48％申請免除


制度の適用率を上げる効果を持っている。ただし、公的年金の物価水準維持、年金受給の要


件、国民年金保険料控除、収納機関拡大、前納・追納制度については適用確率にマイナスの


効果を持っており解釈が難しい。これは国民年金の未納分析の項でも述べたとおり、制度適


用と知識の有無の因果関係が一部の知識では逆になっている可能性を意味しているものと考


えられる。 
 


 116 







VI. 結語 


本章では、社会保険庁『平成 14 年国民年金被保険者実態調査』を利用し、申請免除制度


がどれほど低所得層に利用されているのかについて就業形態多様化のコンテキストの中で検


討した。同時に公的年金制度に対する無知（とくに申請免除制度に関する無知）が納付行動


にどのような影響を与えているかについても明らかにした。筆者の知る限り、『国民年金被保


険者実態調査』の個票データを用いてこうした分析が行われるのは初めてのことである。 
政策的に重要だと考えられる本章の結果は以下の通りである。 


① 常用雇用および臨時・パートで、未納確率が各々2％と 4％高い。この結果は第 2 号とし


て適用すべき常用雇用および臨時・パートまでもが第 1 号になり未納要因となってしま


っているとの指摘と整合的である。 
② 生命保険料や個人年金保険料の支払いが月額千円高くなると、各々0.2％と 0.5％、完納


確率を高めており、必ずしも生命保険や個人年金保険に頼って一部納付や未納が発生し


ているわけではない。 
③ 未納確率は、20 歳以降下降し続けるが、35 歳で 低となり反転し上昇する。これは 35


歳が 25年間という受給資格期間の限界年齢であることと関係があるものと考えられる。 
④ 免除制度について知っていると未納確率は 1％下がるが、一部納付確率は 3％上がる。


これは免除制度を知っている場合には申請免除者となり（未納ではなくなり）、さらに申


請免除者の一部は毎年度の継続申請を失念し一部納付者となるという実態を反映してい


るものと考えられる。 
⑤ 国民健康保険では年齢・就業形態の多様化が未納要因とはならない一方、国民年金では


年齢・就業形態の多様化いずれもが未納要因となっている。また国民年金の方では所得


が納付行動に与える影響は相対的に大きくなっている。 
⑥ 厳しく見積もっても低所得層の 47％しか申請免除制度の適用（捕捉）を受けておらず、


一部納付者の 22％、未納者の 24％は申請免除制度に適用可能である。したがって近年


の半額免除制度や多段階免除制度の導入により、こうした問題がどれほど改善されたか


さらに検討する必要がある。 
⑦ 第 1 号被保険者でかつ常用雇用、臨時・パートであることは、申請免除制度適用確率を


各々10％、8％上げる効果を持っている。常用雇用、臨時・パートであることは年金未


納要因でもあるが、このように申請免除制度の適用確率は（自営業主より相対的に）高


いことを考慮すると、申請免除制度の存在が就業形態多様化による年金未納の影響を軽


減している可能性がある。 
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基礎集計表 


 


〔附表 1〕 国民年金保険料の納付状況に関する分析に用いられたサンプルの基礎集計 


完納 一部納付 未納
性別（女性） 0.546 [0.4979 ] 0.516 [0.4998 ] 0.501 [0.5001 ]
年齢 41.282 [12.369 ] 39.696 [12.790 ] 40.339 [13.006 ]
等価所得（万円） 309.927 [469.79 ] 238.448 [278.24 ] 237.140 [324.18 ]
大都市 0.309 [0.4622 ] 0.290 [0.4539 ] 0.283 [0.4505 ]
小都市・町村 0.426 [0.4946 ] 0.439 [0.4963 ] 0.441 [0.4965 ]
生命保険料（千円） 14.899 [18.247 ] 11.980 [15.677 ] 10.760 [15.441 ]
個人年金保険料（千円） 4.390 [11.385 ] 2.504 [8.1734 ] 1.968 [7.1279 ]
無業 0.241 [0.4277 ] 0.215 [0.4111 ] 0.265 [0.4416 ]
家族従業者 0.168 [0.3738 ] 0.124 [0.3291 ] 0.095 [0.2934 ]
常用雇用（正社員等） 0.131 [0.3379 ] 0.155 [0.3620 ] 0.150 [0.3570 ]
臨時・パート（アルバイトを含む） 0.216 [0.4113 ] 0.277 [0.4478 ] 0.279 [0.4487 ]
周知度：公的年金の物価水準維持 0.532 [0.4990 ] 0.480 [0.4996 ] 0.427 [0.4947 ]
周知度：障害年金 0.510 [0.4999 ] 0.473 [0.4993 ] 0.428 [0.4949 ]
周知度：基礎年金の国庫負担 0.437 [0.4960 ] 0.424 [0.4942 ] 0.386 [0.4868 ]
周知度：年金受給の要件 0.636 [0.4813 ] 0.629 [0.4830 ] 0.609 [0.4880 ]
周知度：任意加入 0.362 [0.4806 ] 0.320 [0.4667 ] 0.301 [0.4589 ]
周知度：国民年金保険料控除 0.698 [0.4590 ] 0.612 [0.4872 ] 0.514 [0.4999 ]
周知度：納付期間と年金受取額の関係 0.785 [0.4110 ] 0.758 [0.4284 ] 0.725 [0.4465 ]
周知度：世代間扶養の仕組み 0.776 [0.4168 ] 0.729 [0.4444 ] 0.699 [0.4589 ]
周知度：収納機関拡大 0.554 [0.4971 ] 0.512 [0.4999 ] 0.386 [0.4869 ]
周知度：前納制度 0.740 [0.4385 ] 0.653 [0.4761 ] 0.520 [0.4996 ]
周知度：追納制度 0.524 [0.4994 ] 0.603 [0.4892 ] 0.536 [0.4988 ]
周知度：免除制度 0.589 [0.4921 ] 0.614 [0.4869 ] 0.534 [0.4989 ]


N 9536 6679 4236  


注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の


中、申請免除者、学生を除いたサンプル。 


 


 


〔附表 2〕 国民健康保険料（税）の納付状況に関する分析に用いられたサンプルの基礎集計 


全月納付 一部納付 全月未納
性別（女性） 0.524 [0.4995 ] 0.475 [0.4995 ] 0.447 [0.4976 ]
年齢 41.466 [12.177 ] 42.118 [12.011 ] 42.607 [12.298 ]
等価所得（万円） 259.308 [367.59 ] 211.353 [268.02 ] 194.434 [319.15 ]
大都市 0.259 [0.4380 ] 0.396 [0.4892 ] 0.268 [0.4430 ]
小都市・町村 0.462 [0.4986 ] 0.368 [0.4823 ] 0.455 [0.4984 ]
生命保険料（千円） 13.974 [17.130 ] 11.274 [14.675 ] 8.408 [12.823 ]
個人年金保険料（千円） 3.550 [9.9227 ] 2.357 [8.6025 ] 1.530 [6.1187 ]
無業 0.221 [0.4148 ] 0.181 [0.3849 ] 0.206 [0.4044 ]
家族従業者 0.159 [0.3653 ] 0.127 [0.3334 ] 0.078 [0.2689 ]
常用雇用（正社員等） 0.132 [0.3389 ] 0.143 [0.3502 ] 0.165 [0.3713 ]
臨時・パート（アルバイトを含む） 0.231 [0.4216 ] 0.257 [0.4369 ] 0.279 [0.4489 ]


N 12931 1461 613  


注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の


中、申請免除者、学生を除いたサンプル。ただし、国民健康保険料（税）の納付状況を回答していない


サンプル（未加入、転入・転出、不詳・その他）を除く。 
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〔附表 3〕 国民年金の申請免除制度適用情況に関する分析に用いられたサンプルの基礎集計 


非適用 適用
性別（女性） 0.551 [0.4974 ] 0.602 [0.4896 ]
年齢 41.525 [12.051 ] 41.676 [11.345 ]
等価所得（万円） 62.009 [128.66 ] 38.485 [68.07 ]
大都市 0.309 [0.4621 ] 0.368 [0.4823 ]
小都市・町村 0.428 [0.4949 ] 0.386 [0.4868 ]
生命保険料（千円） 10.170 [14.046 ] 6.724 [10.561 ]
個人年金保険料（千円） 2.243 [7.4212 ] 0.918 [4.9991 ]
無業 0.335 [0.4719 ] 0.404 [0.4908 ]
家族従業者 0.093 [0.2902 ] 0.053 [0.2236 ]
常用雇用（正社員等） 0.084 [0.2779 ] 0.077 [0.2673 ]
臨時・パート（アルバイトを含む） 0.293 [0.4550 ] 0.333 [0.4715 ]
周知度：公的年金の物価水準維持 0.491 [0.5000 ] 0.443 [0.4968 ]
周知度：障害年金 0.472 [0.4993 ] 0.490 [0.5000 ]
周知度：基礎年金の国庫負担 0.420 [0.4936 ] 0.429 [0.4950 ]
周知度：年金受給の要件 0.624 [0.4844 ] 0.622 [0.4851 ]
周知度：任意加入 0.326 [0.4687 ] 0.323 [0.4678 ]
周知度：国民年金保険料控除 0.567 [0.4956 ] 0.506 [0.5000 ]
周知度：納付期間と年金受取額の関係 0.751 [0.4325 ] 0.766 [0.4235 ]
周知度：世代間扶養の仕組み 0.718 [0.4500 ] 0.708 [0.4546 ]
周知度：収納機関拡大 0.476 [0.4995 ] 0.406 [0.4911 ]
周知度：前納制度 0.645 [0.4787 ] 0.602 [0.4895 ]
周知度：追納制度 0.556 [0.4970 ] 0.582 [0.4933 ]
周知度：免除制度 0.596 [0.4907 ] 0.923 [0.2660 ]


N 4008 3525  


注：平成 14 年 3 月末現在の国民年金第 1 号被保険者（法定免除者、任意加入被保険者は含まない）の


中、学生を除く、低所得層サンプル（住民税非課税、所得が一定基準以下、失業・天災・事故・病気等）


サンプル。 
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付属資料１「非典型的労働者に対する年金等に関する


意識調査」実施要領 
 


藤本 征爾 
溝端 幹雄 


I. 調査の目的 


パート・アルバイトを主とした非典型的労働者の 20 歳から 49 歳までの男女個人を対


象として、年金の加入や保険料支払いに関する実態及び働き方や年金改革への意識を探


ることを主目的としている。 


II. 調査会社 


NTT レゾナント株式会社 
東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビルディング 3F 03-5224-5380（代表） 


III. 調査の設計と回収率 


 調査方法  ： インターネットアンケート（goo リサーチ） 
以下調査対象を限定するため職種に関するプレ調査を実施し、抽


出されたモニターに対して本調査を実施 
 調査対象 ：  20 歳代から 40 歳代の｢パート・アルバイト｣｢兼業有職主婦 


（主夫）等｣「無職」に該当する男女個人 
 調査依頼数49 ： 19,921 人 
 調査対象者50 ： 6,977 人 
 有効回答数 ： 3,220 人 
 回収率 ： 46.2％ 
 調査時期 ： 2006 年 9 月 13 日～9 月 14 日 
 品質確保の取り組み ： モニター（回答者）品質を確保するため、二重登録者へ


のアンケート依頼停止、過去の不正回答（回答時間が極端に短い、すべて同選択肢


で回答など）者へのアンケート依頼を停止している。また、回答結果品質を確保す


るため、回答所要時間の短い回答やすべて同選択肢及び規則的選択肢による回答を


無効回答として削除している。 


                                                  
49 今回の調査ではモニターを抽出するためのプレ調査を実施しており、この数はプレ調査の配信数。 
50 プレ調査の結果、本調査の対象とされた数。 
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IV. 標本へのウェイトについて 


プレ調査結果から本調査の対象者に対して質問票を配信した際のウエイト付けは、以


下のとおり。 
 


26.27%


73.73%


男性 女性


プレ調査出現数 本調査配信数


男性 女性 合計


男性 女性 計 配信数 ウエイト 配信数 ウエイト 配信数 ウエイト


パートアルバイト 20代 172 621 793 172 100% 621 100% 793 100%


30代 186 1220 1406 186 100% 592 49% 778 55%


40代 45 891 936 45 100% 723 81% 768 82%


兼業有職主婦
（主夫） 等


20代 122 359 481 122 100% 359 100% 481 100%


30代 212 756 968 212 100% 576 76% 788 81%


40代 155 413 568 155 100% 413 100% 568 100%


無職 20代 160 418 578 160 100% 418 100% 578 100%


30代 207 676 883 207 100% 568 84% 775 88%


40代 109 255 364 109 100% 255 100% 364 100%


1,368 5,609 6,977 1,368 4,525 5,893


↑男性は全配信


※ウエイト：　本調査の回答依頼配信数/プレ調査の回収数


最終回答数


（性別問わず）


418


433


441


242


431


308


309


439


199


3,220


 
 
 


V. サンプルの基本属性 


１. 性別比較 
回答サンプルの性別に関する属性は、男性女性比率が、26.27％：73.73％となってお


り、男性比率が低く、女性比率が高くなっている。 
 


〔図表 1 性別比率〕 
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0.00%


30.09%


40.47%


29.44%


0.00%


0.00%


0% 10% 20% 30% 40% 50%


19才以下


20才－29才


30才－39才


40才－49才


50才－59才


60才以上


２. 年齢別比較 
回答サンプルの年齢に関する属性については、プレ調査を実施の上 20 代、30 代、40


代に限定した。年代別では 20 代が 30.09%、30 代が 40.47%、40 代が 29.44%となった。


30 代のサンプルが も多く、20 代と 40 代はほぼ同様の比率となっている。 
 


〔図表 2 年代別比率〕 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


40.13%


30.48%


29.41%


パートアルバイ ト 兼業有職主婦（主夫） 無職


３. 職種別比較 
回答サンプルの職種に関する属性については、今回の調査対象を「非典型労働者」と


したことからプレ調査を実施の上｢パート・アルバイト｣、｢兼業有職主婦（主夫）等｣、｢無


職｣としたが、それぞれの比率は順に 40.1％、30.5%、29.4%となった。既述のとおり女


性の回答が多かったため、パート・アルバイトの比率が も高くなっている。なお、契


約社員や派遣社員は｢兼業有職主婦（主夫）等｣に含まれている。 
 


〔図表 3 職種別比率〕 
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12.98%


13.45%


13.70%


7.52%


13.39%


9.57%


9.60%


13.63%


6.18%


0% 5% 10% 15%


パートアルバイト【20代】


パートアルバイト【30代】


パートアルバイト【40代】


兼業有職主婦（主夫）【20代】


兼業有職主婦（主夫）【30代】


兼業有職主婦（主夫）【40代】


無職【20代】


無職【30代】


無職【40代】


更に詳細に職種・年齢ごとの比率を見ると、パート・アルバイトは各年代でほぼ均等


に、兼業有職主婦（主夫）等と無職では 30 代の比率が高くなっている。 
〔図表 4 職種・年齢別比率〕 
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あなたご自身についてお聞かせ下さい。


問1 性別 必須 単一選択


選択肢1 男性


選択肢2 女性


問2 年齢 必須 単一選択


選択肢1 19才以下


選択肢2 20才～29才


選択肢3 30才～39才
選択肢4 40才～49才


選択肢5 50才～59才


選択肢6 60才以上


問3
あなたはふだん何か収入になる仕事をして
いますか。


必須 単一選択


仕事をしている（育児休業や介護休業など


のため仕事を一時的に休んでいる場合を含


みます）
選択肢1 仕事をおもにしている


選択肢2 家事がおもで、仕事もしている


選択肢3 通学がおもで、仕事もしている


選択肢4
家事・通学以外のことがおもで、仕事もし


ている
仕事をしていない


選択肢5 家事をしている


選択肢6 通学している


選択肢7 その他


問


3FA
その他の場合は具体的に 任意 自由記述


問4
問3で選ばれた状態となってからの経過期
間をお聞かせ下さい。


必須 単一選択


選択肢1 3ヶ月未満


選択肢2 3ヶ月以上6ヶ月未満


選択肢3 6ヶ月以上1年未満


選択肢4 1年以上3年未満


選択肢5 3年以上


（プレ調査 質問事項） 
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問3で「仕事をしている」と答えた方にお伺い


します。


問5


ふだん何か収入のある仕事をしている人に


伺います。あなたの職業は何ですか。（最も


近いもの一つ）


必須 単一選択


選択肢1 自営業主（雇い人あり）


選択肢2 自営業主（雇い人なし）


選択肢3 農林漁業者


選択肢4 自家営業の手伝い


選択肢5 内職


選択肢6 パート・アルバイト


選択肢7 契約社員・嘱託


選択肢8 人材派遣会社からの派遣社員


選択肢9 請負会社からの派遣社員


選択肢10 会社員（正規の職員・従業員）


選択肢11 会社などの役員


選択肢12 公務員


選択肢13 その他


問


5FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


問6
その仕事の業種は何ですか。（いずれか一


つ）
必須 単一選択


選択肢1
個人請負サービス業（企業の業務を個人


で請け負う）


選択肢2
専門サービス業（弁護士・会計士・税理


士・社会保険労務士等）


選択肢3 農林水産業


選択肢4 鉱業


選択肢5 製造業


選択肢6 建設業


選択肢7 電気・ガス・熱供給・水道業


選択肢8 情報通信業


選択肢9 運輸業


選択肢10 卸売・小売業


選択肢11 金融・保険業


選択肢12 不動産業


選択肢13 飲食店・宿泊業


選択肢14 医療、福祉


選択肢15 教育、学習支援業


選択肢16 郵便局・協同組合


選択肢17 サービス業（他に分類されないもの）


選択肢18 官公庁


選択肢19 マスコミ


選択肢20 研究機関（大学等の機関を含む）


選択肢21 その他


問


6FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述
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【第１部：年金等の加入状況に関する質問】


問1
あなたの年金制度への加入状況について
教えてください。（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1 国民年金に加入（第１号被保険者）


選択肢2 厚生年金に加入（第２号被保険者）


選択肢3
共済（公務員等）年金に加入（第２号被


保険者）


選択肢4
配偶者に扶養され、配偶者が厚生年
金・共済年金に加入（第３号被保険者）


選択肢5
上記のいずれでもなく、公的年金には


一切加入していない


問1-


1


保険料の支払い状況を教えてください。（い


ずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 時々、支払わないことがある


選択肢2 全く支払っていない（未納である）


選択肢3 毎月支払っている


選択肢4 免除されている


問1-


2


保険料を支払わない、もしくは公的年金に


一切加入していない理由を教えてください。


（最もあてはまるもの一つ）


必須 単一選択


選択肢1 うっかりしていて、忘れた


選択肢2 後でまとめて払おうと思った


選択肢3
保険料が高く、経済的に支払うのが困


難である


選択肢4
支払う保険料総額より受け取る受給総
額が少ないと思うから


選択肢5
まだ若いので今から支払わなくてもいい


と思う


選択肢6
すでに国民年金、厚生年金、共済年金
といった公的年金を受ける権利がある


選択肢7 長生きしないと思っているから


選択肢8
公的年金制度（加入義務があること）を
知らなかったから


選択肢9 国民年金をあてにしていない


（本調査 質問事項） 
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問1-2で「国民年金をあてにしていない」とお


答えの方にお伺いします。


問1-


3


国民年金をあてにしていない理由を教えてく


ださい。
必須 複数選択


選択肢1
もらえる年金額がわからないのであて


にできない


選択肢2
制度の存続など年金制度の将来が不


安であるから


選択肢3 個人年金に入っているから


選択肢4
老後も自分で働いて収入を確保するつ


もりだから


選択肢5 貯蓄や財産が十分あると思うから


選択肢6 その他


問1-


3FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


問2


あなたがこれまで公的年金へ加入していた


期間は合計で何年（ただし未納期間は含め


ません）ですか。公的年金とは、国民年金


（第3号被保険者の期間を含む）、厚生年


金、共済（公務員等）年金です。これまで未


加入の方は0とお答えください。


必須 自由記述


（　　　　　）年


問3
あなたの公的な医療保険への加入状況に


ついて教えてください。（いずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 a：国民健康保険に加入している


選択肢2 b：政管健康保険に加入している


選択肢3 c：組合健康保険に加入している


選択肢4 d：共済（公務員等）保険に加入している


選択肢5 e：船員保険に加入している


選択肢6
f：被扶養者（家族）として、上記b～eの


いずれかに加入している


選択肢7
g：上記のいずれでもなく公的な医療保


険には一切加入していない


問3-


1


保険料の支払い状況を教えてください。（い


ずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 時々、支払わないことがある


選択肢2 支払っていない（未納である）


選択肢3 毎月支払っている


選択肢4 免除されている


問3-


2


保険料を支払わない、もしくは公的医療保


険に一切加入していない理由を教えてくださ


い。（最もあてはまるもの一つ）


必須 単一選択


選択肢1 うっかりしていて、忘れた


選択肢2
保険料が高く、経済的に支払うのが困


難である


選択肢3
支払う保険料総額より受けられる医療


サービスが少ないと思うから


選択肢4
健康保険に加入していても医者に行くと


お金がかかるから


選択肢5
病気やケガをする可能性は低いと思う


から


選択肢6
病気やケガをしても友人などに保険証


を借りたら良いと思うから


選択肢7 国民健康保険をあてにしていない
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問3-2で「国民健康保険をあてにしていな


い」とお答えの方にお伺いします。


問3-


3


国民年金をあてにしていない理由を教えてく


ださい。
必須 複数選択


選択肢1
制度の存続など医療保険制度の将来


が不安であるから


選択肢2 民間の医療保険に入っているから


選択肢3
病気やケガをしても貯蓄や財産でしの


げるから


選択肢4 その他


問3-


3FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


問4
あなたは民間金融機関や郵便局の個人年


金や保険に加入していますか。
必須 単一選択


選択肢1 加入している


選択肢2 加入していない


選択肢3 加入しているかどうか分からない


問4-


1


どのような個人年金や保険を購入していま


すか。（あてはまるものすべて）
必須 複数選択


選択肢1 個人年金


選択肢2 生命保険


選択肢3 医療保険


選択肢4 その他積立の金融商品（財形等）


問4-


2


それらの目的は何ですか。（あてはまるもの


すべて）
必須 複数選択


選択肢1 死亡時の保障のため


選択肢2 病気・障害時の保障のため


選択肢3 老後の備えのため


選択肢4 相続税対策のため


選択肢5 その他


問4-


2FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述
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【第２部：ふだんの仕事に関する質問】


問5
あなたはふだん何か収入になる仕事をして


いますか。（いずれか一つ）
必須 単一選択


仕事をしている（育児休業や介護休業など


のため仕事を一時的に休んでいる場合を含


みます）


選択肢1 仕事をおもにしている


選択肢2 家事がおもで、仕事もしている


選択肢3 通学がおもで、仕事もしている


選択肢4
家事・通学以外のことがおもで、仕事も


している


仕事をしていない


選択肢5 家事をしている


選択肢6 通学している


選択肢7 その他


問５で「仕事をしている」と答えた方にお伺い


します。


問6


ふだん何か収入のある仕事をしている人に


伺います。あなたの職業は何ですか。（最も


近いもの一つ）


必須 単一選択


選択肢1 自営業主（雇い人あり）


選択肢2 自営業主（雇い人なし）


選択肢3 農林漁業者


選択肢4 自家営業の手伝い


選択肢5 内職


選択肢6 パート・アルバイト


選択肢7 契約社員・嘱託


選択肢8 人材派遣会社からの派遣社員


選択肢9 請負会社からの派遣社員


選択肢10 会社員（正規の職員・従業員）


選択肢11 会社などの役員


選択肢12 公務員


選択肢13 その他


問


6FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述
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問7
その仕事の業種は何ですか。（いずれか一


つ）
必須 単一選択


選択肢1
個人請負サービス業（企業の業務を個


人で請け負う）


選択肢2
専門サービス業（弁護士・会計士・税理


士・社会保険労務士等）


選択肢3 農林水産業


選択肢4 鉱業


選択肢5 製造業


選択肢6 建設業


選択肢7 電気・ガス・熱供給・水道業


選択肢8 情報通信業


選択肢9 運輸業


選択肢10 卸売・小売業


選択肢11 金融・保険業


選択肢12 不動産業


選択肢13 飲食店・宿泊業


選択肢14 医療、福祉


選択肢15 教育、学習支援業


選択肢16 郵便局・協同組合


選択肢17 サービス業（他に分類されないもの）


選択肢18 官公庁


選択肢19 マスコミ


選択肢20 研究機関（大学等の機関を含む）


選択肢21 その他


問


7FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


【第２部：ふだんの仕事に関する質問】


ここからは、先日実施したプレ調査「あなた


ご自身に関する調査」にて、


・「仕事をおもにしている」


・「家事がおもで、仕事もしている」


・「通学がおもで、仕事もしている」


・「家事・通学以外のことがおもで、仕事もし


ている」


と回答された方にお伺いします。


問8
所属する会社等の従業員の数を教えてくだ


さい。（いずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 ５人未満


選択肢2 ５～９人


選択肢3 １０～４９人


選択肢4 ５０～９９人


選択肢5 １００～４９９人


選択肢6 ５００～９９９人


選択肢7 １０００人以上


選択肢8 官公庁
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問9


ふだんの１週間の平均就業時間とあなたが


本来働きたいと思っている望ましい就業時


間をお答えください。ふだん残業をしている
場合にはそれも含めて記入してください。


問9-


1FA


ふ だ ん の 平 均 就 業 時 間 → 週 に （


）時間
必須 自由記述


問9-


2FA


望ましい平均就業時間 → 週に（ ）


時間
必須 自由記述


問10


ふだん１ヶ月あたりの平均就業日数とあな
たが本来働きたいと思っている望ましい就


業日数をお答えください。（現在の仕事につ


いて１ヶ月未満の人は、最近の状態をもとに


して１ヶ月の見込み日数について記入してく


ださい）


問


10-


1FA


ふ だ ん の 平 均 就 業 日数 → １ヶ月 に（


）日
必須 自由記述


問


10-


2FA


望 ま しい平 均 就 業 日 数 → １ヶ月 に（


）日
必須 自由記述


問11
あなたの１年間を通じての就業日数は規則
的ですか。


必須 単一選択


選択肢1 不規則


選択肢2 だいたい規則的


問12
あなたの仕事の雇用契約期間を教えてくだ


さい。
必須 単一選択


選択肢1 ２ヶ月以内


選択肢2 半年以内


選択肢3 １年以内
選択肢4 １年以上２年未満


選択肢5 ２年以上


選択肢6 雇用契約期間の定めはない


問13
ふだんの就業時間・日数は、正規の職員・
従業員と比べて短いですか。


必須 単一選択


選択肢1 短い


選択肢2 同じ（正規の職員・従業員の方含む）


選択肢3 長い
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問14
あなたは税や社会保険料負担などを考慮し


て、労働時間の調整をしていますか。
必須 単一選択


選択肢1


自分の希望で税・社会保険料等の負担


がかからないように、自分から労働時間


を調整している


選択肢2


自分はもっと働きたいが、会社の意向


で税又は社会保険料がかからない範囲


で働いている


選択肢3
労働時間の調整は行っていない。（以


下削除）


選択肢4
労働時間の調整は行っていない、かつ


自分で社会保険に加入している


選択肢5
労働時間の調整は行っていない、かつ


会社の社会保険に加入している


問14で「労働時間を調整している」と答えた


方にお伺いします。


問


14-1


以下のいずれの基準を目安として労働時間


を調整していますか（いずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 所得税の非課税限度額を超えない


選択肢2
税制上の配偶者控除の限度額を超え


ない


選択肢3
配偶者の会社の配偶者手当をもらえる


ようにする


選択肢4
配偶者の健康保険の扶養から外れな


いようにする


選択肢5 雇用保険料を払わないようにする


選択肢6 公的年金保険料を払わないようにする


選択肢7 長時間の労働を希望していない


選択肢8 その他
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問


14-


1FA


その他の場合具体的に 任意 自由記述


問


14-2


あなたが調整したいと考えている目標年収


額を教えてください。
必須 自由記述


年収（　　　　　）万円未満


問15
ふだんの仕事からの収入の計算の方法を


教えてください。（いずれか１つ）
必須 単一選択


選択肢1
時 給 で 計 算 さ れ て いる ： 時 給 （


）円


選択肢2 日給で計算されている


選択肢3 月給で計算されている


選択肢4 出来高払いで計算されている


選択肢5 売り上げ次第である


選択肢6 その他


問


15FA


1


自給の場合の自由記述 必須 自由記述


問


15FA


2


その他の場合の自由記述 必須 自由記述


問16


あなたの１年間の仕事からの収入を教えて


ください（現在の仕事について１年未満の人


は１年間の見積り額について記入してくださ


い）。自営業の場合は、売上高から必要経


費を差し引いた営業利益について教えてく


ださい。（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1 ２５万円未満


選択肢2 ２５万円～５０万円未満


選択肢3 ５０万円～６５万円未満


選択肢4 ６５万円～１０３万円未満


選択肢5 １０３万円～１３０万円未満


選択肢6 １３０万円～３３０万円未満


選択肢7 ３３０万円～５００万円未満


選択肢8 ５００万円～６００万円未満


選択肢9 ６００万円～７００万円未満


選択肢10 ７００万円～８００万円未満


選択肢11 ８００万円～９００万円未満


選択肢12 ９００万円～１０００万円未満


選択肢13 １０００万円～１８００万円未満


選択肢14 １８００万円以上


選択肢15 答えたくない
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【第３部：年金改革への意識】


現在、週30時間以上働いているパート・ア


ルバイトしか、厚生年金（一般サラリーマン


の年金）に入っていません。次の年金改革


では、週20時間以上働いているパート・アル


バイトも厚生年金に加入することが検討さ


れています。


試算では、月収８万円のパート・アルバイト


が、月6,000円を負担して、20年間厚生年金


に加入すると、将来受け取る年金額は月


8,600円増加します。その場合は、国民年金


の保険料負担はなくなります。また、より高


い月収であれば、受け取る年金額はさらに


高くなります。


問17


パート・アルバイトも、厚生年金に加入する


制度にした方が良いと思いますか。あなた


のご意見を聞かせてください。（いずれか一


つ）


必須 単一選択


選択肢1
受け取る年金額が高くなるので加入に


は賛成


選択肢2
今支払っている国民年金の保険料より


負担が軽くなるので、加入には賛成


選択肢3
新たな保険料負担が生じるので、加入


には反対


選択肢4 よくわからない


選択肢5 その他


問


17FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


ここからは、先日実施したプレ調査「あなた


ご自身に関する調査」にて職業を


・「パート・アルバイト」


と回答された方にお伺いします。


問18


実際に厚生年金の適用拡大がとられた場


合、あなたは労働時間を調整するつもりで


すか。（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1 労働時間を現在よりも減らす


選択肢2 労働時間を現在よりも増やす


選択肢3 労働時間を変えるつもりはない


選択肢4 わからない
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問


18-1


適用拡大がとられた場合に、あなたが働き


たい１週間の労働時間を教えて下さい。
必須 自由記述


週に（　　　　　）時間


問18で「労働時間を現在よりも減らす」と答


えた方にお伺いします。


問


18-2


その理由として、最も近いものはなんです


か。（いずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1
保険料を払うと、実質的な手取りが減少


するため


選択肢2
会社の意向によって、社会保険の加入


が制限されていると思うから


選択肢3
保険料負担に比べ、老後の年金額が見


劣りするため


選択肢4 その他


問


18-


2FA


その他の場合具体的に 任意 自由記述


問18で「労働時間を現在よりも増やす」「労


働時間を変えるつもりはない」と答えた方に


お伺いします。


問


18-3


その理由として、最も近いものはなんです


か。（いずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1
保険料を払っても、老後の年金が増え


るから


選択肢2
労働時間を調整すると、現在より収入


が減ってしまうから


選択肢3 現在よりも収入を増やしたいから


選択肢4 もともと労働時間を調整していないから


選択肢5 その他


問


18-


3FA


その他の場合具体的に 任意 自由記述


パート・アルバイトに厚生年金の適用拡大


が行われた場合、あわせて健康保険の加


入が求められ、さらに保険料負担が生じる


可能性があります。月収８万円のパート・ア


ルバイトの場合、年金保険料とあわせて月


8,600円の保険料負担がかかります。その


場合は、国民年金と国民健康保険の保険


料負担はなくなります。
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問19


パート・アルバイトも、厚生年金と健康保険


に加入する制度にした方が良いと思います


か。あなたのご意見を聞かせてください。


（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1
受け取る年金額が高くなるので加入に


は賛成


選択肢2


今支払っている国民年金や国民健康保


険の保険料より負担が軽くなるので、加


入には賛成


選択肢3
新たな保険料負担が生じるので、加入


には反対


選択肢4 よくわからない


選択肢5 その他


問


19FA
その他の場合具体的に 任意 自由記述


【第４部：あなたとご家族に関する質問】


問20
あなたの配偶関係をお答えください。（いず


れか一つ）
必須 単一選択


選択肢1 未婚


選択肢2 既婚（配偶者あり）


選択肢3 既婚（離別・死別）


問21 お子さんはいらっしゃいますか。 必須 単一選択


選択肢1 いる


選択肢2 子どもなし


問22
あなたは次のどれにあてはまりますか。（い


ずれか一つ）
必須 単一選択


選択肢1


親に扶養されている（※別居していても


健康保険等で扶養家族とされている場


合等を含みます）


選択肢2 配偶者に扶養されている


選択肢3 扶養家族はいない


選択肢4 扶養家族がいる


問23


最終卒業学校についてお答えください。中


途退学した人は、その前の学校についてお


答えください。（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1 中学


選択肢2 高校


選択肢3 短大・高専


選択肢4 大学・大学院
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問24


同年代の人たちと比較して、あなたの健康


状態で最もあてはまるものは以下のどれで


すか。（いずれか一つ）


必須 単一選択


選択肢1 極めて健康である


選択肢2 病気はあまりしない


選択肢3 病気を時々する


選択肢4 病気がちである


問25


同居のご家族の収入も含めて、お宅全体の


年収は合計して、この中のどれにあたりま


すか。（仕送りや年金を含みます）


必須 単一選択


選択肢1 １２０万円未満


選択肢2 １２０～３００万円未満


選択肢3 ３００～５００万円未満


選択肢4 ５００～１０００万円未満


選択肢5 １０００～２０００万円未満


選択肢6 ２０００万円以上


選択肢7 わからない/答えたくない  
 
 
終了 
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付属資料２ 「年金受給者の方の年金と仕事に関する


アンケート調査」 実施要領 
 


藤本 征爾 
溝端 幹雄 


 


I. 調査の目的 


60 歳から 75 歳までの年金受給者（男女個人）を対象として、年金の加入や保険料支


払いに関する実態及び働き方や年金改革への意識を探ることを主目的としている。 


II. 調査の実施主体 


本アンケート調査は（財）年金シニアプラン総合研究機構が、（社）全国厚生年金受


給者団体連合会（以下「全厚連」という）の協力を得て実施 


III. 調査の設計と回収率 


 調査方法  ： 郵送法 
 調査地域 ：  大阪府・宮城県・北海道 の 3 道府県 
 調査対象 ：  60 歳から 75 歳までの厚生年金受給者 
 発送数  ： 4,500（各道府県 1,500 ずつ。かつ 5 歳刻みで 500 ずつ） 
 回収目標 ：  2,250 
 調査時期 ：  2006 年 10 月 19 日～10 月 25 日 質問票配布 


回答期限 2006 年 11 月 15 日 
 
 回答数 ： 1,185 
 回収率 ： 26.3％ 
 有効回答数 ： 1,115 
 有効回答率 ： 24.8％ 
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IV. サンプルの基本属性 


77.26%


22.74%


男性 女性


１. 性別比率 
回答サンプルの性別に関する属性は、男女比率が 77.3％：22.7％となっており、圧倒


的に男性比率が高くなっている。 
〔図表 1 性別比率〕 


 
 
 
 
 
 
 
 


35.38%


35.03%


29.59%


0% 10% 20% 30% 40% 50%


60～64歳


65～69歳


70～74歳


２. 年齢別比率 
今回のアンケートでは対象者の年齢層を 60 歳から 75 歳までに限定し、かつ 5 歳刻み


で同数発送した（具体的には 60 歳から 64 歳で 1,500、65 歳から 69 歳で 1,500、70 歳


から 75 歳までで 1,500）が、年齢分布は以下図表 2 のとおりとなった。60 歳から 64 歳


と 65 歳から 69 歳がほぼ同数、70 歳から 74 歳が若干少なめの比率となっている。 
 


〔図表 2 年代別比率〕 
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23.53%


76.47%


働いている 働いていない


11.20%


2.32%


11.20%


35.52%


19.69%


2.70%


9.65%


7.72%


0% 10% 20% 30% 40%


自営業主、自由業


家族従業（家業などの手伝い）


正規職員・正規従業員


パート・アルバイト


嘱託


人材派遣企業の派遣社員


その他の雇用者


会社・団体などの役員


３. 就業の状況 
今回のアンケートでは年金受給者の就業動向や意識を把握することも目的のひとつで


あったが、回答者のうち仕事についている人の比率は 23.5%であった。 
 
 


〔図表 3 就業者比率〕 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


また働いている人の仕事の内訳は図表 4 のとおりで、パート・アルバイトの比率が


35.5％で も高くなっている。 
〔図表 4 職種別比率〕 
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（質問票） 
        平成18年10月 


◎ 年金受給者の方の年金と仕事に関するアンケート調査 ◎ 


 
＜調査企画＞ 


財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 
＜調査実施＞ 


                社団法人 全国厚生年金受給者団体連合会 
                                   


＜ご記入のお願い＞ 
 


（1）この調査は無記名式であり、調査内容はすべて統計的に処理しますので、個々人のお


答えが公表されることは絶対ありませんし、この調査研究目的以外に使用することは決し


てございません。回答して頂いたご本人やご家族の方にご迷惑をおかけすることは決し


てございませんのでありのままをお答えください。 


 


（2）お答えは、あてはまる選択肢番号を○で囲んでいただく場合と、具体的に数字を記入し


ていただく場合があります。 


 


（3）ご記入にあたっては、あなたが最後に受け取った「国民年金・厚生年金保険 年金証書・


（兼）裁定通知書」、「国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」あるい


は「国民年金・厚生年金保険 年金改定通知書」をご利用いただくと便利です。別紙サン


プルをご用意していますので参考にお使いください。 


 


（4）一部の方だけにお答えいただく質問もありますが、その場合は矢印（→）等の指示にしたが


ってお答えください。指示のない質問については全員の方がお答えください。 


 


 


 


【第１部：あなたと配偶者の年金にかんする質問】  


 
Q１．あなたと配偶者は現在、公的年金を受給していますか？ 受給している場合は、受給し


はじめたご年齢もご記入ください。 
 


あなた １ 受給している      歳から ２ 受給していない  


配偶者 １ 受給している      歳から ２ 受給していない  


Q２．あなたと配偶者が現在受給している公的年金の種類を選び、該当のところすべてに○


を付けてください。複数の年金がある場合は も長い期間加入していた年金に◎を付けてく
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ださい。 
 


 あなた 配偶者 
①厚生年金   
②共済年金   


 


【老齢年金】 


③国民年金   
④厚生年金   
⑤共済年金   


 


【遺族年金】 


⑥国民年金   
⑦厚生年金   
⑧共済年金   


 
【障害年金】 


⑨国民年金   
【その他】 ⑩恩給、福祉年金など   


 
Q３．あなたが現在受給している厚生年金（あるいは老齢厚生年金（A））の詳細について教


えて下さい（ご回答には、最も新しい「国民年金・厚生年金保険 年金証書・裁定通知書」、「国


民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」、「国民年金・厚生年金保険 年金改


定通知書」をご用意いただくと便利です。これらをお持ちの方は別紙記入例をご覧いただい


た上でご回答ください）。該当がない場合は空欄のまま、またわからない欄については「？」


とご記入下さい。 


 


（ア） 厚生年金・基本額（基本となる年金額） 【        】円 


（イ） 厚生年金・支給停止額   【        】円 


（ウ） 厚生年金・年金額   【        】円 


（エ） 厚生年金・被保険者期間   【        】月 


（オ） 平均標準報酬月額（1～4 種）  【        】円 


（カ） 平均標準報酬月額（基金 1～3 種） 【        】円 


（キ） 基金 1～3 種・実期間   【        】月 


 
  副問．あなたのご回答で参照された通知書は次のどれですか（複数ある場合はすべてに


○を付けてください）。 
           １ 国民年金・厚生年金保険 年金証書・裁定通知書 
           ２ 国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書 


           ３ 国民年金・厚生年金保険 年金改定通知書 
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           ４ その他 【具体的な書類名：               】 
           ５ 何も参照していない（記憶を頼りに記入した） 
 
Q４．国民年金（あるいは老齢基礎厚生年金）を繰り上げて受給していますか（繰り上げ受給とは、


本来の年金受給開始年齢よりも早く受給した場合のことを言います）。 


 


           １ はい                                    歳から繰り上げ受給 


           ２ いいえ 


 
Q５．あなたと配偶者の現在の収入についておたずねします。おおよその月額について次の


各項目についてご記入ください。ない場合は0と記入してください。 


収入の種類 あなたの月額 配偶者の月収額 


1 勤め先からの給与（現在働いてい


る方） 


【     】万円／


月 


【     】万円／


月 


2 経営している事業（現在働いてい


る方） 


【     】万円／


月 


【     】万円／


月 


3 公的年金（厚生・共済・国民年金


等） 


【     】万円／


月 


4 高年齢者雇用継続給付金 【     】万円／


月 


5 私的年金（生命保険などの積立


等） 


【     】万円／


月 


6 企業年金（厚生年金基金など） 【     】万円／


月 


7 財産からの収入（家賃、利子、配


当金） 


【     】万円／


月 


8 その他（仕送り等） 【     】万円／


月 


3～8 までの合計 


【     】万円／


月 


 
   副問 5 -１．あなたの公的年金は仕事による収入があるため支給停止されていますか。 
           １ 支給停止されている 
           ２ 支給停止されていない           Q6 にお進み下


さい。 
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   副問 5 -2．あなたが支払っている厚生年金保険料は月々いくらですか。支払っていな


い場合は「0」とご記入下さい。 
   厚生年金保険料 【           】円／月 
 
   副問 5 -3．在職老齢による支給停止額はいくらですか。 
   支給停止額 【           】円／月 
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   【第２部：あなたの現在の仕事にかんする質問】  


Q6．あなたは現在、収入を伴う仕事（パート・アルバイト、家業の手伝いを含む）を


していますか。複数の仕事をしている場合は主な仕事についてお答え下さい。 


 


１  している       ２  していない      
次ページの Q9 にお進


みください 
 


副問６-１．あなたの仕事は次のどれにあたりますか。（１～１0 に１つだけ○） 


   自営の仕事       雇われている方       団体等役員、そ


の他 


１  自営業主、自由業 


２  家族従業 


（家業などの手伝い）


 


３  正規職員・正規従業員 


４  パート・アルバイト 


５  嘱託 


６  人材派遣企業の派遣社員 


７  その他の雇用者 


８  会社・団体などの役員 


９  家庭での内職 


10  その他（１～９以外） 


具体的に： 


 


副問６-２．その仕事でのあなたの職種はどれですか。あなたにとってもっとも重要


な職種に１つだけ○をつけてください。 


１ 課長相当職以上の管理職 


２ 専門職（医師、弁護士、教師等）


３ 技術職（技術者、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ等）


４ 事務職 


５ 販売・サービス職 


６ 技能工・労務職（製造・建設作業者等） 


７ 農林漁業作業者 


８ 保安職（警察官、消防士、警備員等） 


９ 運輸・通信職 


10 その他（             ） 


 


副問６-３．従業員（働いている人）は、会社全体（支店・営業所も含む）で何人


くらいですか。自営業の場合はご自分、家族従業員も含めてお答えください。


（１つだけ○） 


１ 5 人未満 ４ 100～299 人 ７ 官公庁 
２ 5～29 人 ５ 300～999 人  
３ 30～99 人 ６ 1,000 人以上  


（公立学校を含む）


副問６-４．その仕事に就かれたのは、あなたが何歳のときですか。 


       歳 


 


副問６－５．あなたの仕事の雇用契約期間を教えてください。 


１ ２ヶ月以内  ３ １年以内 ５ １年以上 


２ 半年以内 ４ １年以上２年未満 ６ 雇用契約期間の定めはな


い 


 


Q7．複数の仕事をしている場合、何社に雇われていますか。あるいは何社と契約を結


んで仕事をいますか。 


 146 







           １ 複数の仕事をしている            社 
           ２ 複数の仕事をしていない 
 
Q8．あなたは税・厚生年金等を考慮して、ご自分で働き方を調整していますか。 


１ 自分の希望で厚生年金保険料等の負担がかからないよう労働時間を調整して


いる 


２ 自分の希望で厚生年金保険料等の負担がかからないよう自分で労働日数を調


整している 


３ 会社が用意した就業コースのうち、税・社会保険料等の負担がかからない範


囲で働く 


  コースを選択している 


４ 自分はもっと働きたいが会社の意向で厚生年金保険料等がかからない範囲で


働いている 


５ 働き方を調整していない、かつ厚生年金には加入していない 


６ 働き方を調整していない、かつ自分で厚生年金に加入している 


 


 副問 8 -1 以下のいずれの基準を目安として労働時間・日数を調整していますか（いずれ


か一つに○） 


１ 厚生年金保険料を払わないようにする 


２ 税制上の扶養控除の限度額を超えない 


３ 家族が勤める会社の扶養手当をもらえるようにする 


４ 家族の健康保険の扶養から外れないようにする 


５ 雇用保険料を払わないようにする 


６ 所得税の非課税限度額を超えない 


７ 長時間の労働を希望していない 


８ その他（具体的に記入：               ）     
Q10 へ


副問 8-2．あなたが調整したいと考えている目標年収額を教えてください。 


年 収         万円未満  


 


 


Q9．ふだんの１週間の平均就業時間とあなたが本来働きたいと思っている望ましい就


業時間をお答えください。ふだん残業をしている場合にはそれも含めて記入し


てください。 


  ※ 現在、働いていない方は「ふだんの平均就業時間」には「0」とご記入ください。 


   ふだんの平均就業時間         週      時間 


   望ましい平均就業時間         週      時間 
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Q10．ふだん１ヶ月あたりの平均就業日数とあなたが本来働きたいと思っている望ま


しい就業日数をお答えください。（現在の仕事について１ヶ月未満の人は、 近


の状態をもとにして１ヶ月の見込み日数について記入してください） 


  ※ 現在、働いていない方は「ふだんの平均就業日数」には「0」とご記入ください。 


   ふだんの平均就業日数       １ヶ月      日 


   望ましい平均就業日数       １ヶ月      日 


 


Q11． 低、毎月いくらの給与であれば、週 40 時間働いても良いと考えていますか。 
  ※ 現在、働いているかどうかにかかわらずお答えください。 


           月収          万円以上  
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【第３部 年金受給期の生活設計についての質問】 


 


Q12.  現在、お仕事をされていない方にお伺いします。現在、お仕事をされている方はＱ


13へお進みください。現在、お仕事をされていない理由として、もっともあてはまる理由に１つ


だけ○をつけてください。 


  １ 適当な仕事がみつからなかった 


２ 起業・開業の準備中であった 


３ 請負や内職の仕事の注文がこなかった 


４ 健康上の理由 


５ 家族の健康上の理由（介護など） 


６ 家庭の事情（家事等） 


７ 働いた場合の年金の手続きが複雑だから 


８ 仕事以外のやりたいことがあったから 


９ 十分な収入（年金）があるので、あえて働く必要がないから 


10 もう十分に働いて、疲れたから 


11 その他（具体的に記入：                     ） 


副問 12-1 どのような条件が整えば、再び仕事をされようと思われますか。（いずれか１つに


○） 


   １ 適当な仕事がみつかったら 


２ 起業・開業の準備が整えば 


３ 請負や内職の仕事の注文がくるようになったら 


４ 健康が回復したら 


５ 家族の健康が回復したら（介護など） 


６ 家庭の事情（家事等）が解消したら 


７ 働いた場合の年金の手続きが簡単になったら 


８ その他（具体的に記入：                     ） 


 


Q13． お仕事から引退される前に、公的年金の年金給付見込額を照会されましたか。ご利


用された場合、それは何歳の時で、どのような方法でされましたか。 


   １ 利用した                 歳の時 


① 社会保険事務所に出向いた  ② はがきで社会保険庁に請求し


た 


③ 電話で相談した       ④ 社会保険庁のホームページか


ら照会した 


２ そのようなサービスがあることは知っていたが、利用しなかった。 


３ そのようなサービスがあることを知らなかったので、利用しなかった。 
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Q14． お仕事から引退される前に、会社から老後の生活設計についてのセミナーな


どがありましたか。ご利用された場合、それは何歳の時でしたか。 


 


     １ 利用した                 歳の時 


２ そのようなセミナーがあることは知っていたが、利用しなかった 


３ そのようなセミナーはなかった。 
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【第 4 部：年金制度改革への対応】 


 


Q15．あなたは 2005 年（平成 17 年）3 月時点で、働いていましたか。 


１  働いていた       ２  働いていない    
次の Q1６へお進みく


ださい 
  
 副問 15‐1 その当時あなたは税・厚生年金等を考慮し、ご自分で働き方を調整して


いましたか。 


１ 自分の希望で厚生年金保険料等の負担がかからないよう労働時間を調整して


いた 


２ 自分の希望で厚生年金保険料等の負担がかからないよう自分で労働日数を調


整していた 


３ 会社が用意した就業コースのうち、税・社会保険料等の負担がかからない範


囲で働く 


  コースを選択していた 


４ 自分はもっと働きたいが会社の意向で厚生年金保険料等がかからない範囲で


働いていた 


５ 働き方を調整していない、かつ厚生年金には加入していなかった 


６ 働き方を調整していない、かつ自分で厚生年金に加入していた 


 


 副問 15－2  2005 年（平成 17 年）4 月以降で働き方を変えましたか。 
１ 在職老齢年金制度が変わったので、労働時間・日数を増やした 


２ 在職老齢年金制度が変わったので、労働時間・日数を減らした 


３ 上記以外の理由で働き方を変えた 


４ とくに働き方は変えなかった 


 


 副問 15－3 具体的にどのように労働時間・日数を変えたかお答え下さい。 
 
    2005 年（平成 17 年）3 月以前：１ヶ月      日 ・ 週       


時間 


 


    2005 年（平成 17 年）4 月以降：１ヶ月      日 ・ 週       


時間 


 


 


【第 5 部：年金制度改革への意識】 


 


現在、週 30 時間以上働いている嘱託・パート・アルバイトなどしか、厚生年金（一般サラリ


ーマンの年金）に入っていません。次の年金改革では、週 20 時間以上働いている嘱託・パ
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ート・アルバイトなども厚生年金に加入することが検討されています。 


 


Q16．嘱託・パート・アルバイトなども、厚生年金に加入する制度にした方が良いと思いますか。


あなたのご意見を聞かせてください。（いずれか一つに○） 


 


１ 引退してから受け取る年金額が高くなるので加入に賛成 


２ 新たに厚生年金保険料負担が生じるので加入には反対  


３ よくわからない 


４ その他（具体的に記入：  


 


Q17．実際に嘱託・パート・アルバイトなども厚生年金の適用拡大がとられた場合、あなたは


働き方を調整するつもりですか。（いずれか一つに○） 


 


   １ 労働時間を現在よりも減らす 


   ２ 労働時間を現在よりも増やす 


   ３ 労働時間を変えるつもりはない        副問 18-3へ 


   ４ わからない 


 


 副問 17-1 適用拡大がとられた場合に、あなたが働きたい１週間の労働時間を教えて下さ


い。 


１週間あたり        時間 


 


【Q17 で「１（労働時間を現在よりも減らす）」と答えた方にお伺いします。それ以外の方は、副


問 17-3 へお進みください。】 


 


 副問 17-2 その理由として、最も近いものはなんですか。 


 


１ 厚生年金保険料を払うと、実質的な手取りが減少するため 


２ 会社の意向によって、厚生年金保険の加入が制限されていると思うから 


３ 厚生年金保険料負担に比べ、引退後の年金受給額の増え方が見劣りするため 


４ その他（具体的に記入：             ） 


 


【Q17 で「２（労働時間を現在よりも増やす）、３（労働時間を変えるつもりはない）」と答えた方


にお伺いします。】 


 


 副問 17-3 その理由として、最も近いものはなんですか。（いずれか一つに○） 


   １ 保険料を払っても、引退してから受け取る年金額が増えるから 


   ２ 労働時間を調整すると、現在より収入が減ってしまうから 


   ３ 現在よりも収入を増やしたいから 


   ４ もともと労働時間を調整していないから 


   ５ その他（具体的に記入：            ） 
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Q18．60 歳以降も厚生年金保険料を支払っている場合、60 歳以降の賃金が現役時より


大幅に低かったとしても、将来の年金額に必ず反映される（増額される）ことはご存


知ですか。 


 


１ はい 


２ いいえ 


 153 







【現在働いている方にお伺いします。それ以外の方は Q20 にお進みください】 


 


 新しい在職老齢年金制度の導入により2007 年（来年） 4 月以降に 70 歳になる方は、会社


で雇われて働いていると、給与に応じて厚生年金が減額される可能性があります。 


 


Q19．あなたは働き方を調整するつもりですか。（いずれか一つに○） 


 


   １ 労働時間を現在よりも減らすつもり 


   ２ 労働時間を現在よりも増やすつもり 


   ３ 労働時間を変えるつもりはない 


   ４ その頃には引退するつもり 


   ５ わからない 


 


 副問 2007 年（来年）4 月以降に、あなたが働きたい１週間の労働時間を教えて下さい。 


１週間あたり        時間 


 


 


【第６部：あなたとご家族にかんする質問】  


 
Q20．あなたの性別に○をつけてください。    １  男性    ２  女性 


 


Q21．あなたの生年月日はいつですか            年      月        


日 


１  明治


２  大正


３ 昭和 


 
Q22．あなたが住んでいる市区町村は、次のどれにあたりますか（１つだけ○）。 
 


１  政令指定都市 


２  人口20万人以上の市（政令指定都市を除く）


３  人口 10万人以上 20万人未満の市 


４  人口 10万人未満の市 


５  郡部（町村） 


 


 


Q23．あなたの 終卒業学校についてお答えください。中途退学した人は、その前の


学校についてお答えください。（いずれか一つに○） 


１ 小学・中学        ２ 高校・旧制中学  


３ 短大・高専        ４ 大学・大学院 


 


Q24．同年代の人たちと比較して、あなたの健康状態で もあてはまるものは以下の


どれですか。（いずれか一つに○） 
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１ きわめて健康である   ２ 病気はあまりしない 


３ 病気を時々する     ４ 病気がちである 


 


Q25．平成 17 年のデータによると、男性の平均寿命は 79 歳、女性の平均寿命は 85 歳です。あな


たはだいたい何歳くらいまで生きることになると予想していますか。 


 


                   だいたい           歳ぐらい 


 


Q26．あなたのお住まいは、次のどれにあたりますか。（１つだけ○） 


   （「持ち家」には、家族所有の持ち家も含みます） 


１  持ち家（戸建て・土地保有） 


２  持ち家（戸建て・借地） 


３  持ち家（分譲マンション） 


４  自分の所有するビル 


５  公営住宅、公社、公団（賃貸） 


６  民間賃貸（戸建て） 


７ 民間賃貸（集合住宅） 


８  社宅、寮、官舎 


９  間借り 


10  その他 


（        ）


 


    副問（「持ち家」と答えた方に）住宅ローンの支払いは残っていますか。 


１  残っている ２  残っていない ３  ローンは組まなかった 


 


Q27．現在、あなたと生計を共にしているご家族はどなたですか。あなたからみた続柄でお答えくだ


さい。（あてはまる方すべてに○） 


１  同居者はいない（ひとりぐらし）


２  あなたの配偶者（夫または妻） 


３  未婚の子ども 


４  息子夫婦 


５  娘夫婦 


６  孫 


７  あなたの親 


８ 配偶者の父母 


９  その他 


     


  副問 配偶者の方は、現在、収入を伴う仕事（パート・アルバイト、家業の手伝いを含


む）をしていますか。（どちらかに○） 


１  している       ２  していない      


 


Q28．あなたのご家族の中で主たる生計の担い手はどなたですか（１つだけ○） 
１  あなた 


２  あなたの配偶者（夫または妻） 


３  あなたの親 


４  あなたの配偶者の親 


５  子ども 


６ その他 


 
Q29．あなたのご家族の中で長期間にわたり自宅で介護・看護を受けている方はいら


っしゃいますか（１つだけ○） 
１  いない 


２  あなたの配偶者（夫または妻） 


３  あなたの親 


４  あなたの配偶者の親 


５  子ども 


６ その他 
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質問は以上で終わりです。長時間にわたりご回答いただきご協力ありがとうご


ざいました。今一度記入内容をお確かめのうえ、この用紙を返信用封筒にてご


投函ください。 
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